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労災疾病臨床研究事業費補助金 

令和5年度 総括研究年度終了報告 

 

放射線防護マネジメントシステムの適用と課題解決に関する研究 

 

研究代表者 喜多村 紘子 産業医科大学産業医実務研修センター 准教授 

研究要旨 

本研究は、眼の水晶体への被ばく線量が比較的高い医療の現場において、電離放射線障害防止規則（以

下「電離則」という。）における線量限度の遵守、個人線量計の装着等の基本的な法定措置の確実な実施

はもとより、国際的な動向も踏まえて規制を最適化すると共に放射線業務に従事する労働者の被ばくを

可能な限り低減する管理体制を構築し、ひいては労働安全衛生全体の水準を向上させるために、放射線

防護マネジメントシステムの運用評価と改良を目的とし、研究期間最終年度である令和 5年度は、以下

を重点的に実施した。 

【放射線防護マネジメントシステムの開発・評価および導入支援】 

本研究班は放射線 MS 導入支援事業で使用する研修・教育資料を提供しているが今年度は、2020 年度

より使用してきた基礎研修用の研修・教育視聴の改訂および、放射線 MS 導入がある程度進んだ時点で

必要となる内部監査に関する新規の研修・教育資料を作成した。基礎研修用の研修・教育資料の改訂は、

実際に放射線業務が行われている場の写真を見せてリスクアセスメントの練習を行う、アクティブ・ラ

ーニングを取り入れた研修とした。専門研修用の研修・教育資料の作成では、内部監査について、良好

事項、要改善事項、改善推奨事項を組み込んだ動画を作成した。 

産業保健上の課題の整理のため、①放射線 MS導入支援事業に参加した医療機関に回答を依頼した Web

アンケート、②放射線 MS 導入が進んでいる医療機関に対してのインタビュー調査を行った。①では放

射線業務従事者の選定基準が「ない」または「あるかわからない」機関が合わせて約 30%、不均等被ば

くとなる放射線業務従事者全員に放射線測定器が 2 個以上配布されてない機関が約 30%、全ての放射線

業務従事者について放射線測定器の装着状況を確認している機関が 50%以下、の問題が明らかとなった。

②では院長の強いリーダーシップが発揮されていること、MSと親和性の高い文書管理・内部監査の土壌

が出来上がっていたこと、放射線 MS 導入のチャンピオンが存在すること等が明らかになった。 

また、これまでの研究および放射線 MS導入支援事業での経験や観察事項をもとに、放射線 MSを前提

とした放射線被ばく管理の課題について考察した。 

【被ばく線量の実態評価と低減法に係る研究】 

小型ガラス線量計に対し、手首・足首に装着する末端部モニタリング用線量計として使用可能か、基

礎特性であるエネルギー応答を実験的に評価し、GD-352M のエネルギー応答特性は、20keV 以上から

137Csγ線の 662 keV までの範囲で国際電気機関（IEC）の規格要件ある基準値（エネルギー依存試験で

得られた線量計レスポンスに対し 0.71～1.67）に入っていることが確認できた。 

医療現場で使用される装置や寝台、患者、防護カーテン等も含めて Augmented Reality（AR）画像を

作成し、実際の医療現場に没入できるアプリケーションを開発し、一般市民向けの放射線防護教育を実

施した。ARによる体験型教育は、外部放射線防護の 3原則の距離、遮蔽の理解に役立ったという感想が

多く聞かれ、ほとんどの参加者から理解しやすかったと評価された。学習者の記憶に残りやすいといわ

れている体験型教育を取り入れることが、放射線防護教育にも有効であることが示された。 

診断または治療目的で頭頚部血管撮影を施行した患者 100症例（男性 44名、女性 56名）を対象とし、

RADIRECTMによって実測された最大入射皮膚線量と、装置の DICOM-RDSR から出力された患者入射皮膚面
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の被ばく線量を想定した患者基準点の空気の吸収線量である Ka,r（Incident air kerma at the 

reference point）との相関関係を調査した。DICOM-RDSRと RADIREC.システムによって実測された最大

入射皮膚線量には強い正の相関関係が見られ、最大入射皮膚線量は、診断や治療が終了した直後に装置

に表示された総 Ka,rの約 0.6 倍で把握できることが示された。 

赤外線人感センサを活用し、IVR 室内の医療従事者の場所ごとの滞在時間を測定し、被ばく線量の推

計を可能とするシステムを試作し、赤外線人感センサの検出範囲の検証、赤外線人感センサの測定精度

の検証、赤外線人感センサを活用した被ばく線量の推計を行ったところ、当該システムは高い精度で熱

源の滞在時間把握及び線量推計が可能であることが示された。 

看護師の被ばく実態の調査として、①IVR に従事する看護師の水晶体被ばくの背景因子分析、②看護

師の被ばくに影響しうる血管造影室内の作業環境調査を実施した。①では、施設間の看護師の水晶体被

ばく線量の違いは X 線照射野から看護師が滞在する位置までの距離によって説明できることが示され

た。なお、その距離はスタッフの人員が少ないほど短くなることも明らかとなった。②では、看護師の

照射野からの滞在位置の中央値は 400 床未満の病院（中小規模病院）では 250cm、400床以上の病院（大

規模病院）では 300cm で、大規模病院の方が有意に遠いこと、吊り下げ型防護板およびつい立て型防護

板の導入状況は大規模病院と中小規模病院では防護板の設置状況は病院規模によって違う（大規模病院

の方が、導入が進んでいる）ことが示された。 

放射線防護眼鏡と透視装置の違いによる眼の水晶体への放射線被ばく影響を評価するために、脊髄腔

造影中の脊椎外科医 11名の眼の水晶体線量（3mm線量当量）を、放射線防護眼鏡に装着した蛍光ガラス

線量計（GD-352M）を用いて 1症例ごとに測定した結果、照射線量を制御して C-AKを最小化、アンダー

テーブル X線管装置システムの使用、放射線防護眼鏡の使用により高い線量低減効果が得られることが

示された。 

医療被ばくの啓発や意識づけにより線量計の装着率は向上した医師集団に対し、意識調査を実施した

ところ、装着率は高まったものの、装着に関しての意識は必ずしも高くないこと、ガラスバッジの保管

方法について組織的な指導が必要な科があること、放射線防護具不使用の医師が多く、手技に関する詳

細な聞き取りと個別対応が必要なこと、自らが使用している放射線発生装置を理解していない者も多く

講義内容を含め再検討が必要であることが分かった。 

 

本年度の研究から、適切な対応により、医療分野においても線量限度を遵守することが可能であるこ

とが示された。一方、個人線量計の配布や装着が適切に行われていない施設が散見され、最低限の法令

遵守も確実ではないという課題も明らかとなった。特に医師に関しては、放射線業務従事者となり得る

医師自身の放射線被ばく、放射線防護について、使用する機器のハザードの理解も含め、医学部教育の

中でしっかり教える必要があると考えられた。 

引き続き、患者の医療被ばく低減や医療安全の視点での医療法の改正に対応するとともに、医療分野

における放射線業務従事者の適切な放射線被管理の促進が求められ、それに資するリソースとして、放

射線防護マネジメントシステムの普及と継続的・自律的な運用が期待される。 

 

研究分担者 

小野 孝二  東京医療保健大学東が丘看護学部/大学院研究科 教授 

掛田 伸吾  弘前大学医学部附属病院放射線診断科 教授 

栗山 智子  産業医科大学産業保健学部産業・地域看護学 特任助教 
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古渡 意彦  国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子生命・医学部門放射線医学研究所計

測・線量評価部物理線量評価グループ グループリーダー 

森 晃爾   産業医科大学産業生態科学研究所産業保健経営学 教授 

盛武 敬   国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子生命・医学部門放射線医学研究所放射

線規制科学研究部 部長 

 

研究協力者 

新井 知大  駒澤大学医療健康科学部 講師 

池田 新   駒澤大学医療健康科学部修士課程 

金子 順一  駒澤大学医療健康科学部 教授 

竹吉 正侑  駒澤大学医療健康科学部修士課程 

中尾 海太  駒澤大学医療健康科学部修士課程 

中上 晃一  産業医科大学病院放射線部 

永元 啓介  産業医科大学産業生態科学研究部放射線衛生管理学 助教 

成田 将崇  弘前大学医学部医療技術部放射線部門 

人見 剛   川崎医科大学附属病院中央放射線部 

日野 稜介  駒澤大学医療健康科学部修士課程 

松崎 賢   社会医療法人財団池友会新小文字病院放射線科 

茂呂田 孝一 社会医療法人財団池友会新小文字病院放射線科 
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Ａ．研究目的 

2011年、国際放射線防護委員会（ICRP: 

International Commission on Radiological 

Protection）は、組織反応に関する ICRP 声明

で職業被ばくにおける水晶体の等価線量限度

を、「定められた 5年間の平均で 20 mSv/年、

かついずれの 1年においても 50 mSvを超えな

い」と勧告した。さらに、翌年の 2012年 8月

には、ICRP Publication 118「組織反応に関す

る ICRP 声明・正常な組織・臓器における放射

線の早期影響と晩発影響-放射線防護の視点か

ら見た組織反応のしきい線量-」を刊行した。

これらの勧告は、国際原子力機関（IAEA: 

International Atomic Energy Agency）の GSR 

Part3にも取り入れられた。 

これに対応して、日本国内でも放射線審議会

が、新たな水晶体の等価線量限度を取り入れる

ための検討を行うこととし、「眼の水晶体の放

射線防護検討部会」を設置し議論を進め、2018

年 2月には、「眼の水晶体に係る放射線防護の

在り方について」報告書をまとめた。放射線審

議会はこれを受けて、同年 3月に各行政機関に

意見具申を行い、その結果を受けて、厚生労働

省はリスク管理機関として 2018 年 12月に眼の

水晶体の被ばく限度の見直し等に関する検討会

を立ち上げ、検討を進めた。厚生労働省は、

「眼の水晶体の被ばく限度の見直し等に関する

検討会報告書（2019 年 9月）」を取りまとめ、

電離則は 2021年 4月 1日から改正施行され

た。この報告書では、「国は、水晶体への被ば

く線量が高い業務を行う事業者が、労働安全衛

生マネジメントシステム等の取組を着実に進

め、安全衛生管理体制を確立するための支援を

行うことが望ましい」とされた。 

我々は、2018-2020 年度・労災疾病臨床研 

究補助金事業「不均等被ばくを伴う放射線 業

務における被ばく線量の実態調査と線量 低減

に向けた課題評価に関する研究」において、放

射線業務従事者、中でも医療分野での放射線管

理、被ばくの実態を評価し、さらに被ばく線量

低減方法および「放射線防護マネジメントシス

テム（Radiation Protection Management 

System: RPMS）」を提唱し具体的な対応策を提

示した。 

厚生労働省は、前述の報告書の内容に基づ

き、2020年度より放射線被ばくに関する労働

安全衛生マネジメントシステムの導入のための

支援事業を開始した。我々は、この支援事業で

用いるすべての教材を提供するとともに、支援

事業を実施する者のための研修も提供してき

た。本研究では、放射線業務に従事する労働者

の被ばくを可能な限り低減する管理体制を構築

し、ひいては労働安全衛生全体の水準を向上さ

せるために、マネジメントシステムの運用評価

と改良を目的とする。 

  

Ｂ．研究方法 

研究全体像を図 1に示す。 
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【放射線防護マネジメントシステムの開発・評

価および導入支援】 

1. 放射線 MS導入支援事業への研修・教育資料

の提供 

放射線 MS 導入支援事業では、2020 年度から

継続実施されている基礎研修（3回シリーズのス

テップ・バイ・ステップ研修）と、2023年度に

新規開始された専門研修を実施している。基礎

研修の研修・教育資料は 2020 年度の開始時に作

成されたが、より教育を効果的・効率的・魅力的

に実施するためには内容の追加や、取り扱う内

容の順序の変更等が必要と考えられ、今年度、

ブラッシュアップした。専門研修として、放射

線 MS 導入がある程度進んだ時点で必要となる

内部監査に関する新規の研修・教育資料を作成

した。 

 

2. 医療機関における放射線被ばく管理マネジ 

 

メントシステムの背景と課題に関する考察 

 関連するこれまでの研究および放射線 MS 導

入支援事業での経験や観察事項をもとに、放射

線 MS を前提とした放射線被ばく管理の課題に

ついて考察した。 

 

3. 産業保健上の課題の整理 

 ①放射線 MS 導入支援事業に参加した医療機

関に回答を依頼した Web アンケート：対象は、

2023 年度に放射線 MS 導入支援事業に参加し、

本研究のアンケートに回答し、情報を研究に用

いることの同意が得られた医療機関である。各

機関で選任された放射線 MS 導入支援事業の主

担当者に Web アンケートの URL を送付し、回答

を依頼した。②放射線 MS導入が進んでいる医療

機関に対してのインタビュー調査：放射線 MS導

入のトップランナーである医療機関の 1 つを対

象とした。院長等より放射線管理を含むマネジ

図 1 研究の全体図 
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メントに係る考えを聴取した。また、実装研究

のための総合フレームワークに準拠して作成し

たインタビューガイドに則り、放射線 MS導入主

担当者等へインタビューを行った。 

 

【被ばく線量の実態評価と低減法に係る研究】 

4. 小型ガラス線量計を用いる系統的線量測定

に関する検討 

小型ガラス線量計に対し、手首・足首に装着す

る末端部モニタリング用線量計として使用可能

か、基礎特性であるエネルギー応答を実験的に

評価した。用いたガラス線量計素子は、本研究

班で使用している 2 種類のガラス線量計、GD-

302M及び GD-352Mであり、線量計応答のエネル

ギー応答特性及び入射エックス線に対する角度

応答特性は、ISO4037-3:2019 の記述に従って求

めた。 

 

5. Augmented Reality（AR）を利用した放射線

防護教育（「大人が楽しむ科学教室」での活動報

告） 

血管造影検査室での放射線診療を想定し、そ

こで行われる放射線診療の実寸サイズの散乱線

の広がりと、備え付けの防護カーテンの遮蔽効

果をカラーマップで表現した。医療現場で使用

される装置や寝台、患者、防護カーテン等も含

めて AR画像を作成し、実際の医療現場に没入で

きるアプリケーションを開発し、一般市民向け

の放射線防護教育を実施した。 

 

6. DICOM-RDSRと RADIREC.システムを用いた患

者の最大入射皮膚線量推定と活用法（RADIREC. 

Web サービス体制の紹介） 

 2015～2019年に、新小文字病院において診断

または治療目的で頭頚部血管撮影を施行した患

者 100 症例（男性 44 名、女性 56 名）を対象と

し、RADIRECTMによって実測された最大入射皮膚

線量と、装置の DICOM-RDSR から出力された患者

入射皮膚面の被ばく線量を想定した患者基準点

の空気の吸収線量である Ka,r（Incident air 

kerma at the reference point）との相関関係

を調査した。 

 

7. 医療従事者の IVR 作業中の動線と滞留時間

を評価するための赤外線人感センサの性能検証 

 赤外線人感センサを活用し、IVR室内の医療従

事者の場所ごとの滞在時間を測定し、被ばく線

量の推計を可能とするシステムの開発を目的と

し、赤外線人感センサの検出範囲の検証、赤外

線人感センサの測定精度の検証、赤外線人感セ

ンサを活用した被ばく線量の推計を行った。 

 

8. 看護師の被ばくに係る実態調査 

 ①IVR に従事する看護師の水晶体被ばくの背

景因子分析は、200以上の病床規模で機能と病床

数が異なる 3 つの救急指定病院を対象とし、病

院情報システム、放射線科情報システム、病院

内医療用画像規格等より線量レポート等の情報

を収集した。②看護師の被ばくに影響しうる血

管造影室内の作業環境調査は、心臓血管系 IVR

に現在もしくは過去従事したことのある診療放

射線技師を対象に、Webアンケートを実施した。 

 

9. 脊髄腔造影検査に携わる医師の眼の水晶体

線量の実測と放射線防護評価 

 放射線防護眼鏡と透視装置の違いによる眼の

水晶体への放射線被ばく影響を評価するために、

脊髄腔造影中の脊椎外科医 11 名の眼の水晶体

線量（3mm線量当量）を、放射線防護眼鏡に装着

した蛍光ガラス線量計（GD-352M）を用いて 1症

例ごとに測定した。 

 

10. 放射線被ばく防護に関するアンケート調査 

 透視室を利用する内科・外科・放射線科の全

医師 45名について、無記名で放射線被ばく防護

に関するアンケート調査を行った。 

 

Ｃ．研究結果 

【放射線防護マネジメントシステムの開発・評

価および導入支援】 
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1. 放射線 MS導入支援事業への研修・教育資料

の提供 

基礎研修用の研修・教育資料の改訂は、昨年度

までの研修における課題（リスクアセスメント

を自機関で実際に実施する前に練習し、かつ正

しくできているか確認する機会がないこと）を

解決するため、実際に放射線業務が行われてい

る場の写真を見せてリスクアセスメントの練習

を行う、アクティブ・ラーニングを取り入れた

研修とした。専門研修用の研修・教育資料の作

成では、内部監査について、良好事項、要改善事

項、改善推奨事項を組み込んだ動画を作成した。 

 

2. 医療機関における放射線被ばく管理マネジ

メントシステムの背景と課題に関する考察 

適切な放射線被ばく管理を行うためには、放

射線 MS の導入が有効である。MS 導入における

初期のハードルを低くするため、研究班で開発

したモデル文書を含むツールと導入支援を目的

とした研修を実施したことによって、積極的に

プログラムに参加した医療機関においては、適

切な放射線被ばく管理が実施され、さらに継続

的に改善が図られていることを確認した。 

 

3. 産業保健上の課題の整理 

①放射線 MS 導入支援事業に参加した医療機

関に回答を依頼した Webアンケート：放射線 MS

導入支援事業に参加した医療機関のうち 33 機

関からアンケートの回答が得られた。放射線業

務従事者の選定基準が「ない」または「あるかわ

からない」機関が合わせて約 30%、不均等被ばく

となる放射線業務従事者全員に、放射線測定器

が 2 個以上配布されてない機関が約 30%、全て

の放射線業務従事者について放射線測定器の装

着状況を確認している機関が 50%以下、の問題が

明らかとなった。②放射線 MS導入が進んでいる

医療機関に対してのインタビュー調査：院長の

強いリーダーシップが発揮されていること、MS

と親和性の高い文書管理、内部監査の土壌が出

来上がっていたこと、放射線 MS 導入のチャンピ

オンが存在すること等が明らかになった。 

 

【被ばく線量の実態評価と低減法に係る研究】 

4. 小型ガラス線量計を用いる系統的線量測定

に関する検討 

 GD-352Mのエネルギー応答特性は、20keV以上

から 137Csγ線の 662 keV までの範囲で国際電

気機関（IEC）の規格要件ある基準値（エネルギ

ー依存試験で得られた線量計レスポンスに対し

0.71～1.67）に入っていることが確認できた。

GD-302Mは、10 keV程度の低エネルギーエック

ス線に対し、GD-352M と比較して 3 倍程度高感

度である一方で、線量を過大に応答することが

明らかとなった。当該線量計を体幹部に装着し

た場合の各個人線量当量単位のエネルギー応答

特性評価では、GD-352M は IEC 規格の基準値内

に入っていること、角度分布は 0度から 60度の

範囲で 0.71～1.67 の範囲に入っていることが

示された。 

 

5. Augmented Reality（AR）を利用した放射線

防護教育（「大人が楽しむ科学教室」での活動報

告） 

 AR による体験型教育は、外部放射線防護の 3

原則の距離、遮蔽の理解に役立ったという感想

が多く聞かれ、ほとんどの参加者から理解しや

すかったと評価された。 

 

6. DICOM-RDSRと RADIREC.システムを用いた患

者の最大入射皮膚線量推定と活用法（RADIREC. 

Webサービス体制の紹介） 

 DICOM-RDSR と RADIREC.システムによって実

測された最大入射皮膚線量には強い正の相関関

係が見られ、最大入射皮膚線量は、診断や治療

が終了した直後に装置に表示された総 Ka,r の約

0.6倍で把握できることが示された。 

 

7. 医療従事者の IVR 作業中の動線と滞留時間

を評価するための赤外線人感センサの性能検証 

 高さ 2.8m の天井に設置した赤外線人感セン
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サの検出範囲は、熱源が高い位置にあるほど小

さなること、熱源-赤外線人感センサ間の距離が

1.5mの場合にメーカーが記載する検出範囲であ

る 2mとなることが示された。熱源の移動速度が

大きくなると赤外線人感センサが取得する計測

カウントは、熱源が実際に滞在していた時間よ

りも小さくなる傾向が示された。移動熱源の自

動運転機能を利用した放射線透視下での線量推

計では、相対誤差は 0.14 ± 0.11 で、高い精度

が得られた。 

 

8. 看護師の被ばくに係る実態調査 

①IVR に従事する看護師の水晶体被ばくの背

景因子分析では、時間、距離、遮蔽の 3 つの観

点から検証した結果、施設間の看護師の水晶体

被ばく線量の違いは、時間や遮蔽ではなく、X線

照射野から看護師が滞在する位置までの距離に

よって説明できることが示された。加えて、そ

の距離は、スタッフの人員が少ないほど短くな

ることも明らかとなった。②看護師の被ばくに

影響しうる血管造影室内の作業環境調査では、

看護師の照射野からの滞在位置の中央値は 400

床未満の病院（中小規模病院）では 250cm、400

床以上の病院（大規模病院）では 300cm で、大

規模病院の方が有意に遠かった。吊り下げ型防

護板およびつい立て型防護板は、大規模病院で

は全機関で導入されていたが、中小規模病院で

は全く導入されていない機関もあり、防護板の

設置状況は病院規模によって違いが見られた。 

 

9. 脊髄腔造影検査に携わる医師の眼の水晶体

線量の実測と放射線防護評価 

 放射線防護眼鏡に装着した蛍光ガラス線量計

の指示値は、オーバーテーブル X 線管システム

では 1検査あたり 524（391-719）μSv、アンダ

ーテーブル X線管システムでは 1検査あたり 58

（42-83）μSv で、右眼の水晶体で顕著に高い

Hp(3)が確認された。また、放射線防護眼鏡の使

用は、オーバーテーブル X 線管システム、アン

ダーテーブル X線管システムそれぞれ 54%（50%-

57%）、54%（51%-60%）の線量減少率をもたらした。 

 

10. 放射線被ばく防護に関するアンケート調査 

 医師 45名中、放射線使用時に線量計を装着す

る義務があることを知っていたのは 41名、放射

線使用時に線量計を装着しているのは 30名、放

射線使用時に放射線防護手袋を使用するのは 6

名、放射線使用時に放射線防護眼鏡を使用する

のは 7名であった。 

 

Ｄ．考察 

【放射線防護マネジメントシステムの開発・評

価および導入支援】 

1. 放射線 MS導入支援事業への研修・教育資料

の提供 

 研修後に実施したアンケート（放射線 MS導入

支援事業を主催する公益財団法人原子力安全技

術センターが作成）から、基礎研修では、特に第

1回は、初めてマネジメントシステムについて話

を聞く受講者がほとんどであることを考えると、

事前課題を準備する等して講義時間を現在より

も短くする、1回あたりの時間を短くし回数を増

やす等、今後も同様の研修が実施されるのであ

れば、研修の組み立ての工夫が必要と思われた。

専門研修では、動画は具体的場面での対話をメ

インに作成したが、実践的で理解しやすかった

と一定の評価が得られ、動画の意図がある程度

伝わったものと考える。 

 

2. 医療機関における放射線被ばく管理マネジ

メントシステムの背景と課題に関する考察 

計画被ばく状況にある医療機関において、適

切な放射線被ばく管理を行う上で、労働安全衛

生マネジメントシステムの国際規格である

ISO450001を基盤とした放射線 MSの導入は、有

効な手段である。しかし放射線 MSは、医療機関

の理事長や院長等の経営トップ層のリーダーシ

ップがなければ有効に機能しない。適切な管理

が一部の医療機関に止まっている状況があり、

今後、経営トップ層の認識を向上させるため、
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労働基準監督署の査察や医療監査等の行政の監

督を強化することが必要と考えられた。 

 

3. 産業保健上の課題の整理 

①放射線 MS 導入支援事業に参加した医療機関

に回答を依頼した Web アンケートでは、3 つの

問題点が明らかになったが、いずれ改善・解決

には放射線 MS を適切に導入することが有効と

考えられた。②放射線 MS導入が進んでいる医療

機関に対してのインタビュー調査では、放射線

MS の導入が進んだ背景には、組織トップのリー

ダーシップ、文書管理・内部監査を受け入れる

風土・土壌、組織内で放射線 MS 導入を推し進め

る存在があることが分かった。翻って、他機関

に簡単に展開し、一朝一夕に放射線 MS導入を進

められるノウハウがあるわけではないと考えら

れた。 

 

【被ばく線量の実態評価と低減法に係る研究】 

4. 小型ガラス線量計を用いる系統的線量測定

に関する検討 

 GD-352Mは、手首・足首に装着する末端部モニ

タリング用線量計として用いた場合の線量応答

のエネルギー応答特性は IEC の規格要件である

基準値に入っていること、体幹部に装着した場

合の線量応答も IRC 規格の基準値内に入ってい

ることが実験的に示され、手首・足首部、襟部、

体幹部モニタリング用の線量計として使用でき

る可能性が示された。 

 

5. Augmented Reality（AR）を利用した放射線

防護教育（「大人が楽しむ科学教室」での活動報

告） 

 今回の結果から、放射線防護を学習する教材

として ARは有効であることが推察された。これ

は、模擬（AR化）した放射線診療装置の周囲を、

参加者自身が iPadを持って移動し、自身の立ち

位置や遮蔽効果による線量の多寡を直接可視化

できたという体験型教育の効果と考えられた。

単に知識や情報を習得するための教育である座

学教育には限界があり、学習者の記憶に残りや

すいといわれている体験型教育を取り入れるこ

とが、放射線防護教育にも有効であると考えら

れた。 

 

6. DICOM-RDSR と RADIREC.システムを用いた患

者の最大入射皮膚線量推定と活用法（RADIREC. 

Webサービス体制の紹介） 

 DICOM-RDSR の線量レポートに記録された Ka,r

等の値から患者の最大入射皮膚線量を推計する

ことができることを示したが、蛍光ガラス線量

計等の放射線測定器を用いた実測があって初め

てその正確性や誤差が評価できる。DICOM-RDSR

を用いた患者の最大入射皮膚線量推定値の精度

を担保するためには実測は欠かせないと考える。 

 

7. 医療従事者の IVR 作業中の動線と滞留時間

を評価するための赤外線人感センサの性能検証 

 赤外線人感センサを活用した医療従事者の行

動調査及び職業被ばく線量の推計を可能とする

推計システムを試作し、当該システムは高い精

度で熱源の滞在時間把握及び線量推計が可能で

あることが示された。また、線量推計の精度向

上のためには、赤外線人感センサの分解能向上

が鍵となることが示唆された。今後さらに改善

し、臨床現場に導入することで、医療従事者の

職業被ばく線量の低減に向けた業務改善や医療

従事者の放射線防護に関する教育資料として活

用できる可能性がある。 

 

8. 看護師の被ばくに係る実態調査 

 ①IVR に従事する看護師の水晶体被ばくの背

景因子分析では、看護師の水晶体被ばく低減に

は、血管造影室内の滞在位置を放射線源から 2 m

以上離すことが最も効果的であることが確認さ

れた。ただし、少ない人員で IVR を担わざるを

得ない病院等の距離によって被ばく低減を図る

ことが困難な現場では、勤務管理による時間の

側面への介入や、適切に遮蔽を強化するための

設備投資が重要となると考えられた。②看護師
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の被ばくに影響しうる血管造影室内の作業環境

調査では、血管造影室内の作業環境において、

放射線防護板の設置状況や、看護師の主な作業

位置は、看護師の被ばく線量に影響する因子で

あるが、中小規模病院の看護師は大規模病院の

看護師よりも放射線源に近い位置で作業を行っ

ており、防護板の設置が不十分な施設もあるこ

とがわかり、血管造影室業務に従事する看護師

の被ばく防止対策は、特に中小規模病院で重要

と考える。 

 

9. 脊髄腔造影検査に携わる医師の眼の水晶体

線量の実測と放射線防護評価 

 脊髄腔造影中の脊椎外科医における眼の水晶

体等価線量を調査した結果、1）照射線量を制

御して C-AKを最小化、2）アンダーテーブル X

線管装置システム、3）放射線防護眼鏡の使

用、により高い線量低減効果が得られることが

示唆された。脊髄腔造影では、アンダーテーブ

ル X線管の使用、撮影手技や撮影条件の見直

し、照射野の縮小、透視画像保存装置の採用、

放射線防護眼鏡の使用等、複数の対策を組み合

わせることで、脊椎外科医の水晶体被曝線量を

低減できると考える。 

 

10. 放射線被ばく防護に関するアンケート調査 

装着率は高まったものの、装着に関しての意

識は必ずしも高くないこと、ガラスバッジの保

管方法について組織的な指導が必要な科がある

こと、放射線防護具不使用の医師が多く、手技

に関する詳細な聞き取りと個別対応が必要なこ

と、自らが使用している放射線発生装置を理解

していない者も多く講義内容を含め再検討が必

要であることが分かった。 

 

Ｅ．結論 

被ばく線量限度の遵守や放射線測定器の装着

等の基本的な法令遵守を確実に実施することに

加え、リスクアセスメントや教育等の自機関の

放射線被ばく管理に必要な項目を文書に落とし

込んだ放射線 MSを開発、評価し、かつその導

入支援を行った。放射線 MS未導入の医療機関

における労働衛生・産業保健上の問題点の多く

は、放射線 MSを導入することにより改善が期

待されるものが多かったことも明らかになり、

このことは放射線 MS導入を推進する根拠にな

ると考える。被ばく線量の実態評価と低減法に

係る研究では、線量応答のエネルギー応答特性

がすぐれ手首・足首部、襟部、体幹部モニタリ

ング用の線量計に適しているガラス線量計素子

が示された。また、赤外線人感センサは高い精

度で熱源の滞在時間把握及び線量推計が可能で

あることが示された。看護師、脊椎外科医を対

象とした調査ではそれぞれ、看護師や脊椎外科

医の放射線被ばくを低減させることに資する知

見が得られた。ただし、特に医師に関しては、

放射線業務従事者となり得る医師自身の放射線

被ばく、放射線防護について、使用する機器の

ハザードの理解も含め、医学部教育の中でしっ

かり教える必要があると考えられた。医療分野

における放射線業務従事者の適切な放射線被管

理の促進が求められ、放射線 MSの更なる普及

および継続的・自律的な運用が期待される。 

 

Ｆ．研究発表 

１．論文発表 

1) Kuriyama T, Moritake T, Nakagami K, 

Morota K, Hitomi G, Kitamura H. Background 

Factors Affecting the Radiation Exposure 

of the Lens of the Eye among Nurses in 

Interventional Radiology: A Quantitative 

Observational Study. Nursing Reports. 

2024; 14(1):413-427, doi 

10.3390/nursrep14010032. 

2) Kowatari M, Yoshitomi H, Nagamoto K, 

Nakagami K, Moritake T, Kunugita N. 

CHARACTERISATION OF SMALL 

RADIOPHOTOLUMINESCENCE DOSEMETER IN TERMS 

OF HP(0.07) FOR EXTREMITY DOSE MONITORING 

OF MEDICAL PERSONNEL. Radiat Prot 
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Dosimetry. 2023;199(15-16):1807-1812, doi 

10.1093/rpd/ncac259. 

3) Nagamoto K, Moritake T, Kowatari M, 

Morota K, Nakagami K, Matsuzaki S, Nihei 

S, Kamochi M, Kunugita N. Occupational 

radiation dose on the hand of assisting 

medical staff in diagnostic CT scans 

assisting medical staff in diagnostic CT 

scans. Radiation Protection Dosimetry. 

2023; 199(15-16): 1774–1778, doi. 

10.1093/rpd/ncad028. 

4) Nagamoto K, Kawachino T, Suetsugu Y, 

Saruwatari H, Nihei S, Kunugita N. Eye 

lens dose in spine surgeons during 

myelography procedures: A dosimetry study. 

Journal of Radiological Protection. 22023; 

43(4): 041509, doi 10.1088/1361-

6498/ad0b3a. 

 

２．学会発表 

1) 日野陵介, 池田新, 日野陵介, 中尾海太, 

長川彩香, 樋口拓杜, 金子順一, 小野孝二, 新

井知大. IVR に従事する医療関係者の同線及び

滞留時間の測定に用いる赤外線人感センサの性

能評価. 第 50 回日本放射線技術学会秋季学術

大会. 2022年 10 月 9日. 

2) 栗山知子，盛武敬，茂呂田孝一，中上晃一，

人見剛，松崎賢，永元啓介，欅田尚樹 . 

Interventional radiology の環境要因が看護師

の水晶体被ばくに与える影響−３病院のデータ

解析−. 第 38回日本脳神経血管内治療学会学術

集会. 2022年 11月 10日． 

3) 松崎賢, 盛武敬. 医療現場における放射線

防護教育. 第 96 回日本産業衛生学会自由集会 

医療従事者のための産業保健研究会. 2023年 5

月 12日.  

 

Ｇ．知的所有権の取得状況 

なし 

 

Ｈ．健康危険情報 

なし 

－11－



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 分担研究年度終了報告 
 

  



 
 

 



 

労災疾病臨床研究事業費補助金 
「放射線防護マネジメントシステムの適用と課題解決に関する研究」 

令和5年度 分担研究報告書 

放射線 MS導入支援事業への研修・教育資料の提供 

研究代表者 喜多村 紘子 産業医科大学産業医実務研修センター 准教授 

研究協力者 中上 晃一  産業医科大学病院放射線部 

研究協力者 茂呂田 孝一 社会医療法人財団池友会新小文字病院放射線科 

研究要旨 

目的：本研究班では、医療従事者の放射線防護の取組の一手段として、労働安全衛生マネジメン

トシステム（OSHMS: Occupational Safety and Health Management System）の導入を前提として

作成された、放射線防護および被ばく管理に特化したマネジメントシステム（放射線防護マネジ

メントシステム、以下「放射線 MS」という）の医療機関への導入支援に関与している。放射線 MS

導入支援事業は、公益財団法人原子力安全技術センターが厚生労働省から受託し、2020年度より

事業を実施している。本研究班はこの導入支援事業で使用する研修・教育資料を作成、提供する

こととなっている。本年度は、既存の研修・教育資料のブラッシュアップおよび新規の研修・教

育資料の作成を行った。

方法：放射線 MS導入支援事業では、2020年度から継続実施されている基礎研修（3回シリーズの

ステップ・バイ・ステップ研修）と、2023年度に新規開始された専門研修を実施している。基礎

研修の研修・教育資料は 2020年度の開始時に作成されたが、より教育を効果的・効率的・魅力的

に実施するためには内容の追加や、取り扱う内容の順序の変更等が必要と考えられ、今年度、ブ

ラッシュアップした。専門研修として、放射線 MS導入がある程度進んだ時点で必要となる内部監

査に関する新規の研修・教育資料を作成した。

結果：基礎研修用の研修・教育資料の改訂は、昨年度までの研修における課題（リスクアセスメ

ントを自機関で実際に実施する前に練習し、かつ正しくできているか確認する機会がないこと）

を解決するため、実際に放射線業務が行われている場の写真を見せてリスクアセスメントの練習

を行う、アクティブ・ラーニングを取り入れた研修とした。専門研修用の研修・教育資料の作成

では、内部監査について、良好事項、要改善事項、改善推奨事項を組み込んだ動画を作成した。

考察：研修後に実施したアンケート（放射線 MS導入支援事業を主催する公益財団法人原子力安全

技術センターが作成）から、研修・教育資料に係る内容を抜粋し、研修・教育資料について考察

した。基礎研修では、特に第 1回は、初めてマネジメントシステムについて話を聞く受講者がほ

とんどであることを考えると、事前課題を準備する等して講義時間を現在よりも短くする、1 回

あたりの時間を短くし回数を増やす等、今後も同様の研修が実施されるのであれば、研修の組み

立ての工夫が必要と思われた。専門研修では、動画は具体的場面での対話をメインに作成したが、

実践的で理解しやすかったと一定の評価が得られ、動画の意図がある程度伝わったものと考える。 

結論：本年度は、放射線 MS導入支援事業に提供している既存の研修・教育資料のブラッシュアッ

プおよび新規の研修・教育資料の作成を行った。今回提供した研修・教育資料に関して、否定的

な意見はほとんど聞かれなかったが、アンケート結果を参考に、資料のみならず研修全体の組み

立てに関しても改良を加えることも必要かもしれない。また、集団教育には限界があり、機関毎

にスモールステップを重ねるような放射線 MS導入の具体的な手順を示すことや、放射線 MS導入

が中断しないようにフォローする個別支援を行うことも、今後有用と考える。
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Ａ．研究目的 

 本研究班では、医療従事者の放射線防護の取組

の一手段として、労働安全衛生マネジメントシス

テム（OSHMS: Occupational Safety and Health

Management System）の導入を前提として作成され

た、放射線防護および被ばく管理に特化したマネ

ジメントシステム（放射線防護マネジメントシス

テム、以下「放射線 MS」という）の医療機関への

導入支援に関与している。放射線 MS 導入支援事

業は、公益財団法人原子力安全技術センターが厚

生労働省から受託し、2020年度より事業を実施し

ている。本研究班はこの導入支援事業で使用する

研修・教育資料を作成、提供することとなってい

る。本年度は、既存の研修・教育資料のブラッシ

ュアップおよび新規の研修・教育資料の作成を行

った。

Ｂ．研究方法 

 放射線 MS 導入支援事業では、2020 年度から継

続実施されている基礎研修（3 回シリーズのステ

ップ・バイ・ステップ研修）と、2023年度に新規

開始された専門研修を実施している。基礎研修の

研修・教育資料は 2020 年度の開始時に作成され

たが、より教育を効果的・効率的・魅力的に実施

するためには内容の追加や、取り扱う内容の順序

の変更等が必要と考えられ、今年度、ブラッシュ

アップした。専門研修として、放射線 MS導入があ

る程度進んだ時点で必要となる内部監査に関す

る新規の研修・教育資料を作成した。

①基礎研修用の研修・教育資料の改訂

2022 年度に報告したように、放射線 MS 導入支

援事業に参加する医療機関は、「マネジメントシ

ステム」事態に馴染みのない医療機関が多かった。

放射線 MS の導入のモチベーションは、医療機関

によりさまざまと考えられた。今回は、インスト

ラクショナルデザインの ADDIEモデル（Analysis-

Design-Development-Implementation-

Evaluation）の手続きに則り、研修・教育資料を

開発した。また、研修・教育資料の開発において

は対象者分析に基づき、ARCSモデル（Attention,

Relevant, Confidence, Satisfaction）を念頭に

資料を開発した。

②専門研修用の研修・教育資料の作成

専門研修では内部監査を取り上げることとな

ったが、労働安全衛生マネジメントシステムが導

入されている機関は少なく、内部監査という仕組

みに馴染みのある機関も少ないと思われる一方、

病院機能評価や臨床検査室の認定（ISO 15189）等

で外部評価委員による審査は経験している機関

は多いと考えられた。外部評価委員による審査で

はなく、内部のメンバーによる相互監査となるこ

とを踏まえて、内部監査の説明資料に加え、以下

の内容の動画を作成した：オープニング（内部監

査の目的）、基本方針の確認、リスクアセスメント

について、教育訓練について、法令遵守について、

クロージング（報告、まとめ、意見交換）。

Ｃ．研究結果 

①基礎研修用の研修・教育資料の改訂

作成した教育設計書を表 1に示した。対象者分

析で受講者像を具体的にし、研修のゴールとその

評価指標を定めた。改訂前は、1 回目の研修でリ

スクアセスメントの説明をするが、例題を使用し

てリスクアセスメントを研修中に実際に実施す

ることはなく、2 回目の研修までの課題として自

機関の全放射線業務従事者についてリスクアセ

スメントを行うこととなっていた。2022 年度は、

2 回目の研修までにリスクアセスメントした結果

をあらかじめ E メールで提出していただいたが、

放射線業務従事者数とリスクアセスメント実施

数が合っていなかったり、点数とリスク分類が合

っていなかったりする機関が少なからず見られ

た。リスクアセスメントを自機関で実際に実施す

る前に練習し、かつ正しくできているか確認する

機会がないことは、昨年度までの研修の順序にお

ける課題と考え、解決を図った。講師による講義

の中での説明だけではリスクアセスメントを正

しく実施するのは難しいと考え、実際に放射線業

務が行われている場の写真を見せてリスクアセ

スメントの練習を行う、アクティブ・ラーニング

を取り入れた研修とした。

②専門研修用の研修・教育資料の作成

内部監査について、良好事項、要改善事項、改

善推奨事項を組み込んだシナリオを作成し、研究

代表者及び研究協力者が出演した。合わせて、内

部監査チェックリスト、動画教材の会話に連動し

た注目ポイントをマークしたシステム文書およ

び実施要領、シナリオとその意図を記述した資料

を作成した。 

Ｄ．考察 

研修後には、参加機関を対象にアンケートがと

られた。アンケートは、放射線 MS導入支援事業を

主催する公益財団法人原子力安全技術センター

が作成、配布、回収、集計したデータを、研究班

へ提供いただいた。アンケートは、基礎研修、専

門研修ともに同じ構造で、研修会について（満足・

やや満足・普通・やや不満・不満）、研修の進め方

（分かり易かった・やや分かり易かった・普通・

やや分かり難かった・分かり難かった）、研修のボ

リューム（多かった・やや多かった・普通・やや

少なかった・少なかった）、講師の話し方（分かり

易かった・やや分かり易かった・普通・やや分か

り難かった・分かり難かった）、講義のまとめ方
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（整理されていた・大体整理されていた・普通・

あまり整理されていなかった・整理されていなか

った）、教材のまとめ方（整理されていた・大体整

理されていた・普通・あまり整理されていなかっ

た・整理されていなかった）、教材のボリューム

（多かった・やや多かった・普通・やや少なかっ

た・少なかった）の 7問および自由記載が聴取さ

れた。研修後のアンケートから研修・教育資料に

係る内容を抜粋し、研修・教育資料の改善点につ

いて考察した。 

基礎研修は、第 1回 108名、第 2回 100名、第

3 回 90 名分の回答が回収できた。基礎研修の研

修・教育資料に関する評価を表 1に示した。自由

記載で記述された内容のうち、研修・教育資料に

係るものを抜粋した。 

◼ 基本は大病院を中心とした内容となってい

ると思いますが、マンパワーが少ないところ

やマネジメントの対象となるスタッフがそ

れほど多くないところなどは進め方が変わ

るかなと思っています。そういったところの

モデルケースがあるとうれしいです。

◼ 被ばく線量が多い場合の例えはよく出てい

たが、当院のようにほとんど被ばくはない病

院の場合、どこに重きを置いて管理や被ばく

の研修などをしたらいいのかという話もし

ていただきたいと思いました。

◼ 文書体系のファイル数が多く、文書作成や管

理に非常に多くの作業が必要となるような

印象を受けます。要領はまとめて数ファイル

にしても良いように思います。

基礎研修のゴールに挙げたリスクアセスメン

トがどの程度正しくできるようになっているか

だが、確認する機会がなかったため、評価できて

いない。放射線 MS導入支援事業では研修・教育資

料作成者、研修講師、研修主催者が異なるため、

研修主催者が研修・教育資料作成者と協議した上

で、研修・教育資料作成者が設定した評価方法を

アンケート等に取り入れなければ、研修の効果を

評価することはできなかった。研修主催者と研

究・教育資料を作成した研究班とが、より密に連

携することが必要であった。

アンケート結果からは、第 1回については、初

めてマネジメントシステムについて話を聞く受

講者がほとんどであることを考慮すると、現在の

1 回 3 時間の研修は長く、ボリュームも多く、内

容も煩雑に感じやすかった可能性が考えられた。

受講には必須のコンパクトな事前課題を準備す

ることで第 1 回は 2 時間に抑え、2 回目、3 回目

の講義時間は 3 時間に維持する、1 回 2 時間の 4

回コースにする等、今後も同様の研修が実施され

るのであれば、研修の組み立ての工夫が必要と思

われた。現在提供している放射線 MS モデル文書

は、以前の労災疾病研究（代表：欅田尚樹）の成

果物であるが、実施要領は多岐にわたり文書の準

備ですでに辟易してしまう可能性は否めない。放

射線 MS 導入支援事業では、まずはリスクアセス

メントから初め、リスクに応じた線量管理、低減

対策を実施してほしいというメッセージは示し

ていたが、研修で取り扱う大量の文書を自機関に

落とし込んでシステム文書、実施要領を作成しな

ければならないという点と、矛盾を感じられた機

関もあったのかもしれない。求めのあった場合に

は機関毎に、スモールステップを重ねるような導

入の具体的な手順を示したり、導入の伴走をした

りする取り組みが、今後有用と考える。

専門研修は、49名分の回答が回収できた。専門

研修の研修・教育資料に関する評価も表 1に示し

た。自由記載で記述された内容のうち、研修・教

育資料に係るものを抜粋した。 

◼ 当院の実情では内部監査をする体制として

はまだ先の話ですが、参考になりました。医

師をはじめマネジメント層も被ばく管理に

ついてそこまで意識がなく、施設規模もそこ

まで大きくないのでマネジメントシステム

の運用も内部監査も放射線技術部内（技師）

でやることが想像されます。施設全体の関心

事業として認知されるにはどうしたらよい

か？スモールステップとして技師だけでも

初めて行くことが大事なのか？当院のよう

な施設規模（200 床）やクリニックなどモデ

ルケース別のアプローチがあると参考にな

ります。

◼ 非常にわかりやすく事例動画などより実践

に活用できるないようでとても勉強になり

ました。

◼ 内部監査の方法がビデオで視覚的に流され

ていたので、理解しやすい内容でした。イン

タビューのあり方も常に対話方式であくま

でも対等な立場で構成されているのが、分か

りやすかった。

 動画は、具体的場面での対話をメインに作成し

たが、実践的で理解しやすかったと一定の評価が

得られ、動画の意図がある程度伝わったものと考

える。放射線 MS の導入のはじめのステップとし

て、組織トップの方針の明示が求められる。機関

全体として導入に取り組むのが理想的な姿と考

えるが、機関毎に事情は異なり、その中でいかに

スムーズに導入を進めるかを検討する必要があ

る。一部の担当者のみに負担が偏ってしまわない

ことが肝要と考える。準備が整っていなければ、

時間をかけてゆっくり進めることも必要となる。

これらの助言をしながら、放射線 MS 導入が中断

しないようにフォローする個別支援も、今後有用

と考える。
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Ｅ．結論 

 本年度は、公益財団法人原子力安全技術センタ

ーが厚生労働省から受託し、2020年度より事業を

実施している放射線 MS 導入支援事業に提供して

いる既存の研修・教育資料のブラッシュアップお

よび新規の研修・教育資料の作成を行った。今回

提供した研修・教育資料に関して、否定的な意見

はほとんど聞かれなかったが、アンケート結果を

参考に、資料のみならず研修全体の組み立てに関

しても改良を加えることも必要かもしれない。ま

た、集団教育には限界があり、機関毎にスモール

ステップを重ねるような放射線 MS 導入の具体的

な手順を示すことや、放射線 MS 導入が中断しな

いようにフォローする個別支援を行うことも、今

後有用と考える。

Ｆ．健康危険情報 

なし 

Ｇ．研究発表 

1. 論文発表

なし

2. 学会発表

なし

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得

なし

2. 実用新案登録

なし

3.その他

なし
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5 

表 1 基礎研修、専門研修の感想 

第1回 第2回 第3回
整理されていた 36 35 38 17
大体整理されていた 51 44 39 24
普通 29 19 13 8
余り整理されていなかった 2 2 0 0
整理されていなかった 0 0 0 0
多かった 20 11 14 1
やや多かった 53 40 37 19
普通 35 49 39 29
やや少なかった 0 0 0 1
少なかった 0 0 0 0

教材の
まとめ方

教材の量

基礎研修
専門研修
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項目 内容 

Ａ
ブ
ロ
ッ
ク 

1 テーマ 放射線防護マネジメントシステム導入研修会 

2 
対象者属

性 

放射線防護マネジメントシステムをこれから導入する医療機関の担当者 

OSHMS含め、マネジメントシステムにはなじみのないものが多いと想定される。 

リスクアセスメントもあまりなじみがないと考えられる。

3 職種等 診療放射線技師が多いと考えられる。 

4 
所要時間

会場 

研修時間は１２０分 

Web 

Ｂ
ブ
ロ
ッ
ク 

5 実施理由 

電離則改正にともない、各医療機関での放射線被ばく管理を厳密に行ったうえで、特に水晶体の

被ばく線量限度を超える可能性のある者をきちんと抽出し、適切な防護対策を行い、被ばく線量を

低減される必要があり、その１つの手法として放射線防護マネジメントシステムの導入がすすめら

れているため 。

6 
対象者 

分析 

（①できる・知っている・できない・知らない、②どんな日常？、③関心がある・ない））

①日々の診療で使用する放射線発生装置の取り扱いには自信があり、よく知っている。放射線防

護の必要性も知っている。マネジメントシステムおよびリスクアセスメントについてはほとんど知らな

いと思われる。 

②検査や治療に際し、放射線発生装置を操作している。勉強もよくされている方が多い。

③医療安全については関心が高いが、労働安全についてはその関心の度合いは人による。

7 ゴール 

（何を・どんな条件で・どの程度 できるようになる） 

※課題の分類【知識とその応用／運動／情意 】 

①放射線防護マネジメントシステムの構造および文書体系を理解する。

②リスクアセスメントの方法を理解し、正しくリスクアセスメントできる。

8 評価方法 

(ゴールの裏返し） 

①放射線防護マネジメントシステム及び下位文書に含まれる項目を資料を参考に3つ挙げられる。

②放射線業務の写真を見て、資料を参考にリスクアセスメントを行い正しい点数をつけられる。

Ｃブロック Ｄブロック 

備考 

AL：

active 

learning

プログラムと 

教育法 

※区分：

導入/展開/まとめ 

①区分 ②項目 ③内容(単元のゴール）

④方略(教え

方・進め方）な

ど 

⑤ 

start 

⑤ 

net 

導入 
オリエンテー

ション
研修の流れとワークの説明 

講義とリスクア

セスメントの実

践を行うことを

説明する 

0 5 

導入 

放射線防護

に関する現状

の共有 

放射線防護に関する自主点検結

果を共有し自機関の状況を振り

返る 

講義形式で説

明 
5 10 

研修設計書
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展開

電離則改正と

放射線防護

マネジメント

システムの関

連

電離則の改正と放射線防護マネ

ジメントシステムの関連を理解す

る

講義形式で説

明
15 15

展開

一般的なマネ

ジメントシス

テムの説明

一般的なマネジメントシステムの

概要（文書体系）を理解する

構成要素としてリスクアセスメント

が重要であることを理解する

講義形式で説

明
30 20

展開

放射線防護

マネジメント

システムの説

明

放射線防護マネジメントシステム

の概要（文書体系）を理解する

放射線防護マネジメントシステム

におけるリスクアセスメントの仕

方がわかる

講義形式で説

明
50 15

展開

放射線防護

マネジメント

システムのリ

スクアセスメ

ントの実践

例題について、リスクアセスメント

を個人毎に実施し、答え合わせ

する

ワーク 65 15 AL

展開

放射線防護

マネジメント

システムの詳

細の説明

放射線防護マネジメントシステム

の各部分を理解する

講義形式で説

明
80 30

まとめ
まとめと次回

への課題
次回までにすることがわかる

講義形式で説

明
110 10

120

補足

リスクアセスメントの実践にかける時間は、参加者の反応を見ながら調整する。

可能であれば、Zoomでもブレイクアウトルームに分け、他機関からの参加者と意見交換出来る時

間を作る。

導入部分の自主点検に係る説明部分は、可能であれば、自機関の自主点検結果を持参していた

だきそれを見ながら聞いていただく。
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内部監査（インタビュー）におけるポイント 

 

1. 手順 

1) インタビュアーの自己紹介 

2) インタビューへの協力に対する謝意を表明 

3) インタビューの目的の説明と同意の取得（録音/録画することを含む） 

4) インタビュー実施（録音/録画する） 

5) インタビュー終了後、「取り上げてほしくない項目はないか」を聞く（録音/録画す

る）※ここで本音を聞けることがある。 

6) 改めてインタビューへの協力に対する謝意を表明 

7) 不明点が出た場合には、改めて協力をお願いしたい旨を伝える 

8) 挨拶とお礼 

 

2. 基本として押さえておきたいこと 

1) チェックリストに沿って質問する 

⚫ チェックリストに示した確認事項について、確認方法を元に進める 

⚫ 確認した事項についての判定、特記事項についてメモをする 

2) 事実を確認する 

⚫ 確認が不十分なまま、次の質問に移らない 

⚫ 文書での確認も交える（必要に応じて現場調査を行う） 

3) 全体的な時間配分に配慮する 

⚫ 1つの事項の確認に時間を取られ、調査すべき事項に抜けがないようにする 

 

3. 上手く被監査者の話を引き出すテクニック 

1) 単純に「はい、いいえ」で答えられる質問に終始しない 

⚫ 被監査者側の状況を引き出す為に、大枠の質問を行い具体的な質疑で確認し

オープンクエスションを用いながら、課題・好事例・工夫点を引き出す 

⚫ 話す割合は、監査員３：被監査者７になるよう心がける 

2) 被監査者が答えやすいように質問を工夫する 

⚫ 相手が聞き取りやすく明確に質問する 

⚫ 一度にたくさんのことを質問せず、また質問攻めにしない 

3) 詰問口調でなく、和やかな雰囲気で質問する 

⚫ 被監査者の顔を見ながら（アイコンタクト）、うなずき、あいづちを行う 

⚫ 被監査者の説明を途中でさえぎらず、傾聴を心がける 

⚫ 具体的なテクニック 
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① 「このチェックリストで自己点検してみてどうでしたか？」 

→開かれた質問でチェックリストの活用について広く聴取する 

② 「自己点検で新たな気づきはありましたか？」 

→チェックリストの活用の効用を聴取する 

③ 「点検項目にはないことで特に有効だった取り組みはありますか？」 

→チェックリスト以外の有効事例を聞き取る 

 

4. 終了（まとめ）時のポイント 

1) 監査を通じての指摘事項とその理由、及びそれに対する助言を伝る 

⚫ 明らかな指摘事項があった場合は、監査員と被監査員の改善策を話し合った

結果を伝える。 

2) 見つけた好事例を伝える 

⚫ 問題点の指摘だけに終わらず、被監査部門の良い活動（好事例・工夫点）を

褒める。 

3) 仮の監査結果であることを伝える 

⚫ 正式な監査結果は、報告書として後日提示することを伝える 

以上 
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MS評価項目

No. 大項目 中項目 小項目（チェック項目） 確認方法及び判定方法

1

マネジメントシステムの導入

トップの方針は示されているか？
システムマニュアルや規定で方針を確認
◯記載されている。
×記載されていない。

システムマニュアル文書類が作成されているこ
とを確認
◯文書類が作成されている。
×文書類が作成されていない。

システムマニュアル文書類が必要に応じて更新
されていることを確認
◯文書類が更新された場合は更新の記録があ
る。
×文書類が更新された場合の更新の記録がな

放射線防護に関する目標が定められ、目標達成のための年間計画が作成さ
れているか？

放射線防護に関する年間計画を確認
〇年間計画が作成されている。
×年間計画が作成されていない。

2 放射線管理者が選任されているか？
選任の記録を確認
◯放射線管理者の欄に名前の記載がある。
×放射線管理者の欄に名前の記載がない。

放射線管理者は、必要な能力を備えているか？（MS導入支援研修に参加し
ている）

研修会の修了証を確認
◯修了証がある。
×修了証がない。

放射線管理者は、衛生委員会の委員になっているか？
衛生委員会の委員名簿を確認
◯委員である。
×委員ではない。

3教育・訓練・コンピテンシー 教育・訓練の対象者を規定しているか？
教育・訓練対象者リストを確認
◯記載されている。
×記載されていない。

教育・訓練が規定されている対象者に実施されているか？

教育・訓練参加者リストを確認
◯参加率が80％以上がある。
△参加率が50％以上、80％未満である。
×参加率が50%未満である。

教育・訓練が年間計画に組み込まれているか？
放射線防護に関する年間計画を確認
〇年間計画に組み込まれている。
×年間計画に組み込まれてない。

教育・訓練において、放射線防護マネジメントシステムについて説明され
ているか？

教育資料で確認
◯教育資料でMSについての記載がある。
×教育資料でMSについての記載がない。

4法令遵守 関係法令リストが作成されているか？
関係法令リストを確認
◯作成されている。
×作成されていない。

関係法令に関し、新規施行や改正が確認されているか？
関係法令リストの更新の記録を確認
◯更新が記録されている。
×更新が記録されていない。

法令の改正に対応する手順が定められているか？
実施要領を確認
◯記載されている。
×記載されていない。

5 法令遵守（被ばく線量モニタリング） 個人線量計配布の対象者が規定されているか？
システム文書、実施要領を確認
◯記載されている。
×記載されていない。

個人線量計配布、回収のリストがあり、個人線量計配布対象者で漏れてい
る者はいないか？

個人線量計配布、回収リストを確認
◯漏れている者がいない。
×漏れている者がいる。

被ばく線量リストがあるか？
被ばく線量リストで確認
◯被ばく線量リストがある。
×被ばく線量リストでがない。

6リスクアセスメント リスクアセスメントの方法が規定されているか？
システム文書、実施要領を確認
◯記載されている。
×記載されていない。

リスクアセスメントの実施が年間計画に組み込まれているか？
放射線防護に関する年間計画を確認
◯年間計画に組み込まれている。
×年間計画に組み込まれていない。

リスクアセスメント結果に基づき、優先順位を決めて、対策するリスクを
抽出しているか？

リスクアセスメント表を確認
◯実施されている。
×実施されていない。

7リスク低減対策 リスク低減対策が年間計画に組み込まれているか？
放射線防護に関する年間計画を確認
◯年間計画に組み込まれている。
×年間計画に組み込まれていない。

リスク低減対策が実施されているか？
リスク低減対策実施表で確認
◯実施されている。
×実施されていない。

残存リスクがリスト化され、管理されているか？
残存リスク管理表を確認
◯管理されている。
×管理されていない。

8 労働者の健康影響評価 電離放射線健診の対象者が規定されているか？
システム文書、実施要領を確認
◯記載がある。
×記載がない。

電離健康診断の対象者に対し、必要項目が6カ月以内毎に実施されている
か？

電離放射線健診実施リストを確認
◯対象者・日時・項目等を含む実施リストがあ
る。
×対象者・日時・項目等を含む実施リストがな
い

電離健康診断について、異常の所見があった場合は医師からの意見聴取が
なされ、必要に応じて就業上の措置が実施されているか？

電離健康診断個人票を確認
◯就業区分が記載されており、必要に応じて就
業上の措置がなされておりその記録がある。
△就業区分が記載されているが、必要な際に就
業上の措置がなされたか不明である。
×就業区分が記載されていない。

9危機管理機能時の労務 想定事象を明確にしている。
想定事象対応表を確認
◯対応表がある。
×対応表がない。

対応方法が文章として明記されている。
想定事象対応表を確認
◯対応方法が明記されている。
×対応方法が明記されていない。

実施記録がなされている。

想定事象対応表を確認
◯実施記録が明記されている。
×実施記録が明記されていない。
－想定事象が発生していない。

④関連法令が確実に順守されていることが確認されてい
る。

⑨想定事象が発生したのち、早期に的確な措置が実施さ
れている。（各施設で設定した想定事象）

⑤適切な個人被ばく線量計の装着ができる環境整備が行
われ、個人被ばく線量計による個人被ばく線量の評価が
確実に実施されている。

⑥放射線業務従事者の各個人に存在する放射線被ばくに
対するリスクアセスメントが実施されている。

⑦リスク低減対策が、計画的に、適切に実施されてい
る。（≒リスクを一定レベル　以下に低減するととも
に、残存リスクに対しても高い管理状況である）

⑧放射線業務従事者に対する健康診断（電離放射線健
診）が適切に実施されている。

マネジメントシステムを構成するシステムマニュアルや実施要領等の文書
類が整備されているか？

①トップの方針のもとに、放射線防護マネジメントシス
テムが導入され、放射線業務従事者に対する放射線防護
の仕組みを継続的に改善している。

放射線管理者の選任、組織的位置づけ、職務権限 ②院内に必要な能力を備えた放射線管理者が選任されて
おり、組織上の位置付けが明確になり、放射線防護に関
する活動を円滑に遂行する上で必要な職務権限が与えら
れている。

③放射線業務従事者に放射線防護マネジメントシステム
や被ばく低減方法に関する教育・訓練が実施されてい
る。

MS評価項目
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監査員の質問（例） （「〇」がついている質問は、MS評価項目に対応する質問です）

1. 基本方針について

1) 〇トップの方針は、マニュアルや規定に記載されていますか？

→システムマニュアル 1.4.1 基本方針の記述を確認

【可能であれば追加】システムマニュアル 1.4.2 文書化と周知の内容について、具体的に質問する

とよい。

2) 〇下位文書は作っていますか？

→システムマニュアル 3.4.2 文書体系の表の要領、基準、様式が作成されているかを確認

3) 〇マニュアル等の更新管理はなされていますか？

→実施要領等制定・改廃事務取扱要領（要領 3-4-1）に記載されている更新の管理方法が、実践さ

れているかを確認

4) 〇年間計画が作成され、書き込まれていますか？

→年間計画表を確認

【可能であれば追加】年間目標表とあわせて確認し、目標を達成するために必要な事項が実施項目

に含まれているか確認するとよい。

【可能であれば追加】放射線防護マネジメントシステムを複数年継続運用している場合は、ずっと

同じ年間目標が不達成にもかかわらず特別テコ入れなく漫然と書かれていないか、100%達成され

ている目標が据え置かれていないか等も確認するとよい。

＊動画のポイント＊

必要なことが、マニュアルや実施要領に記載されていること、実施要領通りの運用ができていることが

確認できた

（今後システムマニュアルや実施要領に変更、更新があった場合の管理方法についても言及した）

2. リスクアセスメントについて

1) 〇リスクアセスメントについての実施要領は作成されていますか？

→放射線被ばくリスクアセスメント実施要領（要領 2-1-1）があることを確認

→リスクアセスメントの具体的な実施方法の記述を確認

2) 〇リスクアセスメントは年間計画に入っていますか？

→年間計画表を確認

3) 〇リスクアセスメントの結果はどのようにまとめていますか？

→リスクアセスメント表を確認

4) リスク３（高リスク）の判定方法について教えてください。

5) リスク３（高リスク）の従事者への対策について教えてください。

＊動画のポイント＊

実施要領にリスクアセスメントの対象、実施方法、リスク判定方法等が詳細に記述されており、

実施要領等の追記、修正の必要はないことが確認できた
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3. 教育訓練について 

1) 〇教育の対象者をどのように決めていますか？ 

→教育訓練実施要領（要領 3-2-1）の対象者に関する記述を確認 

2) 〇教育の対象者について要領に記載していますか？ 

→教育訓練実施要領（要領 3-2-1）の対象者に関する記述を確認 

3) 〇教育訓練を行った時の参加者リストはありますか？ 

→教育・訓練対象者リストが作成されているかを確認 

4) 〇教育訓練を行った時の参加率は何%ですか？ 

→教育・訓練対象者リストの記述内容を確認 

5) 欠席者が出席しやすい工夫をしていますか？ 

6) Webでの教育訓練を受講した人の参加を確認していますか？ 

7) 〇教育訓練について年間計画に記載してしますか？ 

→年間計画表を確認 

8) 教育訓練について工夫点などあれば教えてください。 

9) 〇教育訓練の中でマネジメントシステムについて説明していますか？ 

→教育資料で確認 

10) 教育訓練で使用する資料はありますか？ 

＊動画のポイント＊ 

実施されている教育について、効果がありそうで継続したいと考えている方法を、実施要領に詳細に 

手順を追記することをお勧めした 

 

 

4. 法令遵守（被ばく線量モニタリング、個人線量計）について 

1) 〇個人被ばく線量計装着の対象者について要領に記載されていますか？ 

→個人線量計装着状況確認実施要領（要領 4-1-1-1）の対象者に関する記述を確認 

2) 個人被ばく線量計を装着していますか？ 

3) 個人被ばく線量計装着の対象者について、医師・看護師・診療放射線技師以外の職種を教えて
ください。 

4) 医師の装着率向上に向けて工夫をしていますか？ 

5) ○個人被ばく線量計が適切に配布されていますか？漏れている方はいませんか？ 

→個人線量計装着状況及確認実施要領（要領 4-1-1-1）の線量計の配布に関する記述を確認 

6) 看護師で配布されていない場合、対応策はどのようにしていますか？ 

7) 〇個人被ばく線量計は回収できていますか？ 

→個人線量計配布、回収リストを確認 

8) 個人被ばく線量計をなくした場合、個人の弁償としていますか？ 

9) 〇被ばく線量の管理について、リスト化したものはありますか？ 

→被監査者から提出されたリストを確認 

10) 被ばく線量の高い従事者への線量報告方法で工夫している点はありますか？ 
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＊動画のポイント＊ 

    現在の方法で、問題がありそうな点について詳しく尋ね、解決策を考えてもらうヒントを話し、 

現場で検討した上で、実施要領に詳細に手順を追記することをお勧めした 

以上 
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労災疾病臨床研究事業費補助金 
「放射線防護マネジメントシステムの適用と課題解決に関する研究」 

令和5年度 分担研究報告書 

医療機関における放射線被ばく管理マネジメントシステムの背景と課題に関する考察 

研究分担者 森 晃爾 産業医科大学産業生態科学研究所産業保健経営学研究室 教授 

研究協力者 中上 晃一 産業医科大学病院放射線部 

研究要旨 

【目的】医療機関における放射線被ばく管理の方策として、放射線防護マネジメントシステム（放射線

MS）の開発を行い、厚生労働省事業委託事業「放射線被ばく管理に関するマネジメントシステム導入支

援事業（導入支援事業）」と連携しながら、継続的な取り組みを行ってきた。本年度は、これまでの研究

および放射線 MS導入支援事業での経験や観察事項をもとに、放射線 MSを前提とした放射線被ばく管理

の課題について考察を行った。 

【医療機関における放射線被ばく管理マネジメントシステムの背景と課題に関する考察】 

多くの医療機関において放射線被ばく管理が適切に行われていない実状を前提とした際、眼の水晶体

の等価線量限度の大幅な低減を中心とする改正電離放射線障害防止規則を順守し、適切な放射線被ばく

管理を行うためには、放射線 MSの導入が有効である。MSは、トップのリーダーシップのもと目標を決

め、状況に応じて計画を立案して、継続的な改善を図る仕組みが包含されている。MS導入における初期

のハードルを低くするため、研究班で開発したモデル文書を含むツールと導入支援を目的とした研修を

実施したことによって、積極的にプログラムに参加した医療機関においては、適切な放射線被ばく管理

が実施され、さらに継続的に改善が図られていることを確認した。しかし、規則の改正前とほとんど変

わらない機関も少なくない現状を考えると、支援を前提とした取り組みに加えて、労働基準監督署の査

察や医療監査等の行政の監督を強化することが必要と考えられた。 
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Ａ. 目的 

これまで、労働安全衛生マネジメントシステム

（Occupational Health and Safety Management 

System; OHSMS）の導入を前提とした医療機関の

ける放射線安全管理体制の構築として放射線防

護マネジメントシステム（Radiation Protection 

Management Sytem: 放射線 MS）の開発を行うとと

もに、導入支援を行うための各種ツールを提供し

た。この取組は、厚生労働省事業委託事業「放射

線被ばく管理に関するマネジメントシステム導

入支援事業（放射線 MS導入支援事業）」の教材に

選ばれ、令和５年度まで継続的な取組に利用され

ている。 

最終年度である本年度は、これまでの研究およ

び放射線 MS 導入支援事業での経験や観察事項を

もとに、放射線 MS を前提とした放射線被ばく管

理の課題について考察を行った。 

 

Ｂ. 医療機関における放射線被ばく管理マネジ

メントシステムの背景と課題に関する考察 

１．MSを用いた放射線被ばく管理の背景 

2021年４月１日、改正電離放射線障害防止規則

が改正された。この改正は、国際放射線防護委員

会（ICRP） が 2011年に発表した「組織反応に関

する声明」において、計画被ばく状況にある職業

被ばくに関する水晶体の等価線量限度について、

「定められた５年間の平均で 20mSv/年、かついず

れの１年においても 50mSv/年を超えない」ことを

勧告したこと、また、その勧告内容が国際原子力

機関（IAEA）の「放射線防護と放射線源の安全：

国際基本安全基準」に取入れられたことを受けて

の対応によるものである。１年間の等価線量限度

が 150mSV を超えないことであったことと比べる

と、７分の１未満になるため、大幅な低減が必要

となった。 

比較的高線量の被ばくが想定される対象には、

原子力事業者と医療機関がある。原子力事業者に

おいては、適切な管理がされており、この基準の

適用は可能であることが早期から認識されてい

た。しかし、医療機関における調査においては、

線量限度を順守以前に、そもそも多くの医師が線

量計を適切に装着せず電離放射線の被ばくを伴

う検査を行っている実態が明らかになった。原子

力事業者において線量計に着け忘れが報道対象

となることに比べて、きわめて大きな実態および

認識の差があることになる。また、被ばく状況自

体が適切に評価されなければ、線量限度の順守状

況を確認することが困難であり、当然のことなが

ら ALARA（As Low As Reasonably Achievable）の

原則に従った、被ばくの低減の動機は生じない。 

そのようなきわめて不十分な放射線被ばく管

理の状況が生じている背景には、医師の診療を優

先して自身の健康管理をないがしろにする行動

傾向、被ばく管理をするうえで重要な役割を果た

す診療放射線技師と医師との関係、医療機関経営

者や病院長の安全配慮に対する認識不足、線量計

の購入を含む管理コスト等、さまざまな課題が想

定された。 

医師の裁量が大きい医療機関において確実な

被ばく管理を行うためには、ただ単に医師に線量

計の装着と被ばく低減を呼びかけるだけでは、線

量計の適切な装着割合を高め、被ばく線量を管理

することには限界があることは明らかであった。

すくなくとも、ルールを定め、医療機関のトップ

がリーダーシップを取り、すべての医師に順守さ

せ、継続的な改善によって被ばく線量の低減を図

ることが必要となる。 

マネジメントシステム（MS）は、品質管理、環

境管理、情報管理、労働安全衛生管理といった分

野に利用されている管理手法である。方針で明確

にした目的を達成するために必要な達成事項や

取組事項を明確にでき、そのプロセスを具体化し

やすい管理対象には、有効な手段である。そのた

め、課題が大きい医療機関の放射線被ばく管理に

MSを応用することが妥当と考えられた。 

 

２．放射線被ばく管理マネジメントシステムの導

入支援 
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MSは、トップのリーダーシップのもと目標を決

め、状況に応じて計画を立案して、継続的な改善

を図る仕組みが包含されている。MS導入において

は、管理手法全体を表現したシステムマニュアル

と下位文書を作成したうえで、それぞれの役割に

合わせて研修を行うことが必要である。この文書

化があるからこそ、管理手法が標準化でき、パフ

ォーマンス評価や内部監査のプロセスにおいて、

標準のずれが明らかになる。また、文書化された

ルールやプロセスの存在によって改善対象が明

確になる。一度、初期投資によって文書化ができ

れば、その後の運用コストはかえって減少するた

め、本来は効率的な手法である。医療機関におけ

る放射線被ばく管理の方策は比較的共通である

ことから、このような初期のハードルを少しでも

低くするためにテンプレート化されたモデル文

書の提供は有効な手段と考えられた。 

MSを放射線被ばく防護管理に応用すれば、放射

線被ばく防護管理 MS（Radiation Protection MS:

放射線 MS）となる。放射線 MS の取組事項の計画

は、放射線被ばくに関するリスクアセスメントの

結果と電離放射線障害防止規則等の法令順守を

もとに立案される。また定量的なリスクアセスメ

ントの実施または定性的なリスクアセスメント

の妥当性の検討、法令の確実な順守のためには、

適切な線量計装着は不可欠である。また、リスク

が高い場合のリスク低減の手法についても、良好

実践事例が参考になる。そのため、上述のモデル

文書に加えて、リスクアセスメントの手法、不均

等被ばく状況における被ばく線量のモニタリン

グ方法、リスク低減手法等の技術事項の開発およ

び提供も重要と考えられた。 

医療機関の中には、ISO9001（品質管理）や

ISO14001（環境管理）、ISO27001（情報セキュリテ

ィ管理）といった、他の MS導入経験がある機関が

ある。管理対象が異なっても MS の骨格はすべて

同じであることから、そのような医療機関におい

ては、比較的スムーズに放射線 MS の導入も図ら

れる傾向があった。しかし、MS導入の経験がない

医療機関が多いことから、モデル文書や技術情報

に加えて、何らかの教育・研修の支援が必要とな

ると考えた。 

モデル文書の作成に当たっては、労働安全衛生

マネジメントシステム（OHSMS）の国際規格である

ISO45001を骨格とした。ISO45001は 2018年に国

際規格として公開され、日本の国内規格にも反映

されている（JISQ45001）。ISO 規格においては、

各国の関連委員から情報が出され、最終的に国際

規格になるプロセスがあることから、ベストプラ

クティスとも言える。本来、放射線被ばく管理は、

OHSMS で管理する健康障害要因のうち、物理的健

康障害要因の一つであるため、放射線被ばく管理

についても OHSMSの中で管理を行ったり、放射線

MSを発展させて OHSMSを導入したりする際、スム

ーズに移行できるようにすることを想定したも

のである。モデル文書は、システムマニュアルと

下位文書で構成されるが、下位文書として７つの

実施要領、４つの基準、７つの様式で構成される。

また、リスクアセスメント手法のような技術情報

は、可能な限りモデル実施要領内で表現した。 

研修プログラムは、基本的な MS の理解ととも

に、モデル文書を用いて文書体系を作成、放射線

MSを導入を支援するような研修内容とした。参加

医療機関は、次の研修までの間に、文書のカスタ

マイズや体制づくりを行い、それを持ち寄って検

討し、理解と準備を深める方式である Step by 

Step 研修とした。導入後の PDCAにおいては、内

部監査が重要な役割を持つことから、その方法に

ついての研修も開発して実施した。このような研

修は国の事業と連携して展開した。 

 

３．放射線被ばく管理マネジメントシステム運用

のポイント 

MSにおいては、組織体制の整備と関係者の役割

の明確化が必要である。モデル文書は、それぞれ

の医療機関において、それらを定義できるような

テンプレート形式となっている。組織体制におい

て既存の組織を利用するか、放射線被ばく管理の
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ために新たな組織を整備するか、といった選択肢

がある。既存の組織を使う場合、その組織の役割

の中で相対的に重要度が低下するおそれがある。

一方、新たな組織を整備した場合には、コストが

相対的に大きくなり、また会議体を設定するため

の時間管理が負担となる。各医療機関においては、

それぞれの実状に応じて、柔軟に対応がなされる

必要がある。 

MSは、必要な取組事項を計画に盛り込むことに

よって、その後の達成が担保される仕組みを持つ。

まず、計画の立案には、リスクアセスメントの結

果と順守すべき法令事項がインプットされる。放

射線被ばく防護においては、リスクとして位置付

けるものと、法令事項としてその順守を確実にす

べき事項との関係を明確にして、計画に盛り込む

ことが必要となる。 

計画の実施は進捗状況が管理され、その達成状

況についてパフォーマンスが評価され、内部監査

でシステム全体の課題が明らかになる。これらの

評価結果は、トップが参加するマネジメントレビ

ューが行われ、改善が提案される。つまり、計画

に盛り込まれた事項が実施されていなければ、必

ずその後の評価の過程でその課題が明らかにな

り、改善に結び付くプロセスを持っているため、

実施すべき事項を計画に盛り込むことが重要と

なるというものである。しかし、MSの重要な仕組

みは、マネジメントレビューにトップが参加する

等、トップが高い関心を持っていることが MS の

有効性に極めて大きな影響を与える。そもそも、

方針はトップダウンで出されるものであり、その

方針を出したトップが、その実現に興味を持たず、

また資源を投資する意思決定をしない状況であ

れば、当然のことながら MSは機能しない。 

４．放射線被ばく管理マネジメントシステム導入

支援の結果と課題 

３年間の取り組みの過程で、放射線 MS を導入

した医療機関の中には、MSの本質を理解し、医療

従事者の被ばく管理を適切に行うとともに、より

効果的に、低コストで放射線 MS を運用できるよ

うに継続的に改善を図っている機関がある一方、

電離放射線障害防止規則の改正前とほとんど変

わらない機関も少なくない。多くの課題や関心事

を抱える医療機関の理事長や院長といったトッ

プの関心を高めるための方策をより強化する必

要がある。そのためには、労働基準監督署の査察

や医療監査等の行政の監督の機会に、放射線被ば

くの適切な管理に関する指導が行われる必要が

あると考えられる。 

 医療機関には、放射線被ばく管理のみではなく、

職員の安全衛生に関する様々なハザードが存在

する。医師の長時間労働の管理は、その典型であ

る。それらのハザードに対して、適切な管理を行

う必要がある。放射線 MSの導入は、前述のように

医療機関の特徴を前提に提案したものであり、他

のハザードの管理に対しても MS は有効と考えら

れる。放射線 MS を導入に成功した医療機関は、

OHSMS に発展させて、より効率的な労働安全衛生

管理に結び付けていくことが望まれる。 

 

Ｃ. 結論  

 計画被ばく状況にある医療機関において、適切

な放射線被ばく管理を行う上で、労働安全衛生マ

ネジメントシステムの国際規格である ISO450001

を基盤とした放射線 MS の導入は、有効な手段で

ある。今回の研究では、導入のハードルを低くし、

比較的短期間にシステム構築と導入を行うこと

ができるプログラムが提供された。しかし放射線

MSは、医療機関の理事長や院長等の経営トップ層

のリーダーシップがなければ有効に機能しない。

適切な管理が一部の医療機関に止まっている状

況があり、今後、経営トップ層の認識を向上させ

るための取り組みが必要と考えられる。 
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労災疾病臨床研究事業費補助金 
「放射線防護マネジメントシステムの適用と課題解決に関する研究」 

令和5年度 分担研究報告書 

産業保健上の課題の整理 

研究代表者 喜多村 紘子 産業医科大学産業医実務研修センター 准教授 

研究協力者 中上 晃一  産業医科大学病院放射線部 

研究協力者 茂呂田 孝一 社会医療法人財団池友会新小文字病院放射線科 

研究要旨 

目的：①放射線 MS 導入支援事業に参加した医療機関に回答を依頼した Web アンケートを集計し

て、労働者の放射線被ばく管理の状況を把握すること、②放射線 MS導入が進んでいる医療機関に

対してインタビューを行い、放射線 MS導入の障壁となった要素を抽出し、その乗り越え方の一例

を明らかにすること、を目的として研究を行った。 

方法：①放射線 MS導入支援事業に参加した医療機関に回答を依頼した Webアンケート：対象は、

2023 年度に放射線 MS 導入支援事業に参加し、本研究のアンケートに回答し、情報を研究に用い

ることの同意が得られた医療機関である。各機関で選任された放射線 MS 導入支援事業の主担当

者に Webアンケートの URLを送付し、回答を依頼した。②放射線 MS導入が進んでいる医療機関に

対してのインタビュー調査：放射線 MS導入支援事業の研修会等でも放射線 MS導入のトップラン

ナーとして紹介されることの多い、医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院を対象とした。院長、

特任副院長（放射線担当）、関連病院グループ協議会放射線部部長のそれぞれから、放射線管理を

含むマネジメントに係る考えを聴取した。また、実装研究のための総合フレームワークに準拠し

て作成したインタビューガイドに則り、放射線 MS導入の主担当者（放射線技術科副科長）、実務

担当者（放射線技術科係長および放射線技術科係員）、主担当者および実務担当者の上長（放射線

技術科科長）に、インタビューを行った。

結果：①放射線 MS 導入支援事業に参加した医療機関に回答を依頼した Web アンケート：放射線

MS 導入支援事業に参加した医療機関のうち 33 機関からアンケートの回答が得られた。放射線業

務従事者の選定基準が「ない」または「あるかわからない」機関が合わせて約 30%、不均等被ばく

となる放射線業務従事者全員に、放射線測定器が 2個以上配布されてない機関（法令遵守ができ

ていない機関）が約 30%、全ての放射線業務従事者について放射線測定器の装着状況を確認して

いる機関が 50%以下、の問題が明らかとなった。②放射線 MS導入が進んでいる医療機関に対して

のインタビュー調査：院長（組織トップ）の強いリーダーシップが発揮されていること、MSと親

和性の高い文書管理、内部監査の土壌が出来上がっていたこと、文書管理が就業時間内に実施す

る業務として設定されていること、放射線 MS導入のチャンピオンが存在すること、放射線担当の

副院長が配置されており医師にもトップダウンで指示が出せる体制であることが分かった。

考察：放射線 MS 導入支援事業に参加した医療機関に回答を依頼した Web アンケートで明らかと

なった 3つの問題点であるが、いずれ改善・解決には放射線 MSを適切に導入することが有効と考

えられた。可及的速やかな放射線 MSの導入が期待される。今回インタビューした医療機関におい

ては、放射線 MSの導入が進んだ背景には、組織トップのリーダーシップ、文書管理・内部監査を

受け入れる風土・土壌、組織内で放射線 MS 導入を推し進める存在があることが分かった。翻っ

て、他機関に簡単に展開し、一朝一夕に放射線 MS導入を進められるノウハウがあるわけではない

と考えられた。

結語：放射線 MS導入に関し、医療機関ごとに事情、状況は異なるため、組織トップの明確な意思

表示の下、各機関ができることを進めるとともに、外部の専門家や先進機関によるサポートを導

入時に加え、自立して運営できるまで提供する仕組みが必要と考える。
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Ａ．研究目的 

 本研究班では、医療従事者の放射線防護の取組

の一手段として、労働安全衛生マネジメントシス

テム（OSHMS: Occupational Safety and Health 

Management System）の導入を前提として作成され

た、放射線防護および被ばく管理に特化したマネ

ジメントシステム（放射線防護マネジメントシス

テム、以下「放射線 MS」という）の医療機関への

導入支援に関与している。本年度は、①放射線 MS

導入支援事業に参加した医療機関に回答を依頼

した Webアンケートを集計して、労働者の放射線

被ばく管理の状況を把握すること、②放射線 MS導

入が進んでいる医療機関に対してインタビュー

を行い、放射線 MS 導入の障壁となった要素を抽

出し、その乗り越え方の一例を明らかにすること、

を目的として研究を行った。 

 

Ｂ．研究方法 

①放射線 MS 導入支援事業に参加した医療機関に

回答を依頼した Webアンケート 

【対象】 

対象は、放射線 MS の導入に係る基礎研修 3 回

（9月 25日、10月 2日、10月 23日）および主に

放射線 MS の導入状況を評価する内部監査に関す

る専門研修（10月 30日）の計 4回実施された放

射線 MS 導入支援事業のうち、いずれか 1 つ以上

に参加し、本研究の Webアンケートに回答し、情

報を研究に用いることの同意が得られた医療機

関である。なお、放射線 MS導入支援事業はオンラ

インで実施されており、同一医療機関から複数端

末で参加された場合もあり、参加数は端末数で計

測した。 

【方法】 

 該当する各機関で選任された放射線 MS 導入支

援事業の主担当者に Webアンケートの URLを送付

し、回答を依頼した。アンケートの内容は、次の

通りである：医療機関の病床数、放射線業務従事

者数、放射線業務従事者の選定基準の有無、放射

線業務従事者の内訳（医師・歯科医師、看護師、

診療放射線技師、その他）、放射線業務従事者の線

量測定：測定対象者の範囲、放射線測定器の配布

者数、放射線測定器の配布者の内訳（医師・歯科

医師、看護師、診療放射線技師、その他）、不均等

被ばく者の人数、不均等被ばく者の内訳（放射線

測定器を 2個以上配布している者、放射線測定器

を 1個だけ配布している者、放射線測定器を配布

していない者）、放射線測定器の装着状況の確認

状況、2022年度の放射線業務従事者の被ばく線量

分布：実効線量、2022年度の放射線業務従事者の

被ばく線量分布：水晶体等価線量、2021年度の放

射線業務従事者の被ばく線量分布：実効線量、

2021年度の放射線業務従事者の被ばく線量分布：

水晶体等価線量、2020年度の放射線業務従事者の

被ばく線量分布：実効線量、2020年度の放射線業

務従事者の被ばく線量分布：水晶体等価線量、

2019年度の放射線業務従事者の被ばく線量分布：

実効線量、2019年度の放射線業務従事者の被ばく

線量分布：水晶体等価線量、放射線 MS導入支援事

業の参加経験（2020年度、2021年度、2022年度、

2023年度初めて）。 

 

②放射線 MS 導入が進んでいる医療機関に対して

のインタビュー調査 

【対象】 

 対象は、放射線 MS導入が進んでおり、①の放射

線 MS導入支援事業の研修会等でも放射線 MS導入

のトップランナーとして紹介されることの多い、

医療法人社団愛友会 上尾中央総合病院を選定

した。 

【方法】 

 まず、院長、特任副院長（放射線担当）、関連病

院グループ協議会放射線部部長のそれぞれから、

放射線管理を含むマネジメントに係る考えを聴

取した。その後、実装研究のための総合フレーム

ワ ー ク Consolidated Framework for 

Implementation Research: CFIRに準拠して作成

したインタビューガイドに則り、放射線 MS 導入

の主担当者（放射線技術科副科長）、実務担当者

（放射線技術科係長および放射線技術科係員）、

主担当者および実務担当者の上長（放射線技術科

科長）に、インタビューを行った。 

 

Ｃ．研究結果 

①放射線 MS 導入支援事業に参加した医療機関に

回答を依頼した Webアンケート 

2023年度の放射線 MS 導入支援事業は、基礎研

修は 9月 25日：130端末、10月 2日：105端末、

10月 23日：107端末、専門研修は 74端末の参加

があったが、本研究のアンケートへの回答が得ら

れたのは 33機関であった。 

33機関の病床数は 19床から 1,182床の範囲、

放射線業務従事者数は 4名から 1,000名の範囲で

あった。病床数の分布および放射線業務従事者数

の分布を図 1、図 2に示した。なお、病床数無回

答は 2機関、放射線業務従事者数無回答は 4機関

であった。 

放射線業務従事者の選定基準について、「ある」

と回答したのは 23機関（69.7%）、「ない」と回答

したのは 6機関（18.2%）、「わからない」と回答し

たのは 4機関（12.1%）であった。放射線業務従事

者の内訳について、職種別に医師・歯科医師、看

護師、診療放射線技師、その他の人数が把握され
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ていたのは、放射線業務従事者数無回答の 4機関

を除いた 29機関中 28機関（96.6%）であった。 

放射線業務従事者の線量測定：測定対象者の範

囲について、「全ての放射線業務従事者を対象と

している」と回答したのは 28機関（84.8%）、「業

務状況等に応じて一部の放射線業務従事者を対

象としている」と回答したのは 4 機関（12.1%）、

「わからない」と回答したのは 1機関（3.0%）で

あった。放射線業務従事者数と放射線測定器の装

着者数が一致していたのは、放射線業務従事者数

無回答の4機関を除いた29機関中26機関（89.7%）

であった。 

放射線業務従事者のうち、防護エプロンを使用

する等の不均等被ばくとなる人数が回答された

のは、放射線業務従事者数無回答の 4機関を除い

た 29機関中 28機関（96.6%）であった。不均等被

ばくとなる者の割合は、放射線業務従事者の 50%

から 100%の範囲であった。不均等被ばくとなる者

における放射線測定器の配布個数について、2 個

以上配布、1 個のみ配布、配布していない、の該

当する人数を確認したところ、不均等被ばくとな

る者全員に放射線測定器が 2個以上配布されてい

たのは、放射線業務従事者数無回答の 4機関、不

均等被ばくとなる人数無回答の 1機関およびそれ

ぞれの放射線測定器配布数に該当する人数の和

が不均等被ばくとなる者の数を超えていた 6機関

を除き、22機関中 15機関（68.2%）であった。 

放射線測定器の装着状況の確認について、「全

ての放射線業務従事者について装着状況を確認

している」と回答したのは 16機関（48.5%）、「全

ての放射線業務従事者について装着状況を確認

していない」と回答したのは 14 機関（42.4%）、

「わからない」と回答したのは 3機関（9.1%）で

あった。 

放射線業務従事者の被ばく線量分布について、

2019～2022 年度のうち 1 年度分以上の有効な回

答が得られた 29 機関について、線量分布の実数

および年度ごとの機関内での割合を表 1に示した。

実効線量について、3 年度分以上回答があり、放

射線 MS導入支援事業の初参加年度が 2020年度の

4 機関について、放射線業務従事者登録数や実効

線量の分布の推移を検討したところ、放射線 MS導

入支援事業に参加した年度以降、放射線業務従事

者数が増加している機関が 3機関であった。線量

分布の推移は医療機関によりさまざまであった：

一旦「20mSv 超～50mSv」該当者が現れたものの、

その次年度には「20mSv超～50mSv」該当者は見ら

れなくなった機関、「検出限界未満」該当割合が漸

減し、「20mSv 超～50mSv」該当者が現れ継続して

いるものの、「1mSv 超～5mSv」該当割合は減少、

「検出限界以上～1mSv」該当割合が増加している

機関、「検出限界未満」該当割合が漸減し、「検出

限界以上～1mSv」該当割合が増加している機関、

分布に変化がほとんど見られない機関。4 機関の

実効線量の分布を図 3に示した。 

 

②放射線 MS 導入が進んでいる医療機関に対して

のインタビュー調査 

院長、特任副院長（放射線担当）、関連病院グル

ープ協議会放射線部部長のインタビューで聞か

れ、特徴的であったことを以下に示す。 

◆ 院長：院長になって 15 年くらい。ガバナン

スはまずは文書管理、加えて内部監査と考え

ており、院長になってすぐから強力に進めて

きた。内部監査は組織単位ごとに毎年 1 回、

実施している。事務職含め院内全ての職種に

ついて、職種ラダーを作成させ、その評価方

法も定めさせた。毎年、個人および組織ごと

の目標設定を行い、達成するのはもちろんで

あるが、そのプロセスもレビューしている。 

◆ 特任副院長（放射線担当）：もともと、自治医
科大学の教授職に就いていたが、放射線担当

の副院長として声を掛けられ、着任した。放

射線業務従事者への教育を担当している。特

に医師は、教育に関心がない者が多く、毎年

同じ、飽きた、聞いたことがあるという態度

が見られるため、いかに自分ごととして参加

してもらえるか、いかに教育内容の歩留まり

をよくするかを考え、教育内容を工夫してい

る。自分がいることで、診療放射線技師では

難しいことがある医師への指導・指摘ができ、

その点では放射線管理に協力できているか

もしれない。 

◆ 関連病院グループ協議会放射線部部長：ここ
は病院グループの本院なので、グループ内で

のお手本、見本になるべき施設であり、放射

線管理に関して診療放射線技師はそのつも

りで働いていると思う。ここでは文書管理、

内部監査のバックグラウンドがあり、放射線

MSの導入はスムーズだったと思う。ただ、文

書管理の経験が少ない施設や担当者の意識

が高くない施設もあり、グループ全体がうま

くいっているわけではない。グループ内で、

相談があった時は本院がサポートするよう

にしているが、グループ内の施設を比較する

ことはしていない。 

CFIR のフレームに準拠して作成したインタビ

ューガイドに則り、放射線 MS導入の主担当者（放

射線技術科副科長）、実務担当者（放射線技術科係

長および放射線技術科係員）、主担当者および実

務担当者の上長（放射線技術科科長）にインタビ

ューしてえら得た情報をまとめ、CFIR構成概念と

共に表 2に示した。 
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Ｄ．考察 

①放射線 MS 導入支援事業に参加した医療機関に

回答を依頼した Webアンケート 

今回のアンケートで明らかになった 1つ目の問

題点は、放射線業務従事者の選定基準が「ない」

機関が 18.2%、「わからない」機関が 12.1%、存在

したことである。適切な線量管理を実現するため

には、まずは過不足なく放射線業務従事者を同定

することが必要であるため、放射線業務従事者の

選定基準が「ない」または「わからない」ことは、

看過できない事態である。2 つ目の問題点は、不

均等被ばくとなる放射線業務従事者全員に、放射

線測定器が 2個以上配布されていた機関は 68.2%

であったことである。つまり、残りの 40%程度の

医療機関では法令が遵守されていないことにな

る。3 つ目の問題点は、全ての放射線業務従事者

について放射線測定器の装着状況を確認してい

る機関が 50%以下であったことである。これらの

問題の解決策の一つとして、放射線 MS の可及的

速やかな導入および継続的な運営が挙げられる。

放射線業務従事者の定義を明確にし、放射線業務

従事者の同定方法を文書化して実施要領に落と

し込むこと、当該機関における不均等被ばくとな

る職種や業務を明確にし、放射線測定器の配布方

法を文書化して実施要領に落とし込むこと、放射

線測定器の装着状況を確認する役割および未装

着者へ指示・指導する権限を付与する立場を定め、

装着状況の確認方法を文書化して実施要領に落

とし込むこと、その上で確実に放射線 MS を運営

していくことにより、事態の改善が期待される。

ただし、放射線業務従事者や不均等被ばくとなる

職種や業務の定義が不明瞭・不適切なことによる、

過不足が発生しないよう、留意が必要である。 

アンケートで、3 年度分以上の実効線量の回答

があり、放射線 MS 導入支援事業の初参加年度が

2020年度の 4機関について、放射線 MSの導入が、

当該機関の放射線業務従事者数や被ばく線量分

布に与える影響を機関ごとに検討した。放射線 MS

導入支援事業に参加した年度以降、放射線業務従

事者数が増加している機関が 3機関あったがこれ

は、放射線 MS の導入を進める際には放射線業務

従事者の定義を明確にするため、定義が明確にな

ることで把握漏れとなっていた放射線業務従事

者の掘り起こしが進んだことによる可能性や、放

射線測定器を配布されている者に対して確実に

装着することを以前よりも強く指導があった可

能性が考えられた。機関毎では、機関 Aでは、放

射線業務従事者が増加した後、一旦「20mSv 超～

50mSv」該当者が現れたものの、その次年度には

「20mSv超～50mSv」該当者は見られなくなったが

これは、線量測定器を確実に装着したことで線量

の測定値が一時的に上がり、その後線量低減の対

策が取られたことで測定値が下がった可能性、再

度確実に線量測定器が装着されなくなった可能

性、当該放射線業務従事者が離職した可能性等が

考えられた。機関 Bでは、「検出限界未満」該当割

合が漸減し、「20mSv 超～50mSv」該当者が現れ継

続しているものの、「1mSv 超～5mSv」該当割合は

減少、「検出限界以上～1mSv」該当割合が増加した

がこれは、線量測定器を確実に装着することで、

正しく被ばく線量が測定されるようになったた

め検出限界未満該当者が減少し、さらに正しく測

定した上で線量低減対策が取られたため全体と

して分布が線量の低い方へシフトした可能性、再

度確実に線量測定器が装着されなくなった可能

性等が考えられた。ただし、「20mSv 超～50mSv」

該当者については有効な線量低減対策がとれて

いない可能性、20mSv 超の被ばくがあった放射線

業務従事者の掘り起こしが進んでいる可能性が

考えられた。機関 Cでは、「検出限界未満」該当割

合が漸減し、「検出限界以上～1mSv」該当割合が増

加したがこれは、、線量測定器を確実に装着する

ことで、正しく被ばく線量が測定されるようにな

ったため検出限界未満該当者が減少し、さらに正

しく測定した上で線量低減対策が取られたため

全体として分布が線量の低い方へシフトした可

能性、再度確実に線量測定器が装着されなくなっ

た可能性等が考えられた。機関 Dでは、分布に変

化がほとんど見られなかったがこれは、もともと

放射線測定器が適切に装着されていた可能性、放

射線測定器の装着状況に変化がなかった可能性

等が考えられた。いずれにしても、前述の可能性

は全て想像のため、各機関で実際にはどのような

変化が起こったかを確認するには、各機関の関係

者にインタビュー調査を実施して聞き取る必要

がある。今後、各機関で実際に起きた変化を確認

し放射線 MS 導入に伴う被ばく線量の変化の類型

を示すことで、後進機関に被ばく線量の変化の目

安を提供できることが期待される。 

 

②放射線 MS 導入が進んでいる医療機関に対して

のインタビュー調査 

 インタビューの結果、上尾中央総合病院では、

院長（組織トップ）の強いリーダーシップが発揮

されていること、MSと親和性の高い文書管理、内

部監査が「当たり前」のこととして実施される土

壌が出来上がっていたこと、文書管理が就業時間

内に実施する業務として設定されていること、放

射線 MS導入のチャンピオン（組織内で放射線 MS

導入を推し進める者）が存在すること、放射線担

当の副院長が配置されており医師にもトップダ

ウンで指示が出せる体制であることが放射線 MS

の導入を進めたと考えられた。この医療機関で放

射線 MS 導入が進んだことは必然であるが、他機
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関に簡単に展開し、一朝一夕に放射線 MS 導入を

進められるノウハウがあるわけではないと考え

られた。放射線 MS 」らか歩一も道の里千「、は入導

であり、「ローマは一日にしてならず」であること

が示された。医療機関により、事情、状況は様々

と考えられ、放射線 MS 導入が進んでいる医療機

関のみならず、放射線 MS 導入がうまく進んでい

ないことを自覚している医療機関のインタビュ

ーも計画・実施できるとよかったと考える。

Ｅ．結論

今年度は、①放射線 MS 導入支援事業に参加し

た医療機関に回答を依頼した Webアンケートを集

計して、労働者の放射線被ばく管理の状況を把握

すること、②放射線 MS 導入が進んでいる医療機

関に対してインタビューを行い、放射線 MS 導入

の障壁となった要素を抽出し、その乗り越え方の

一例を明らかにすること、を目的として研究を行

った。①では、放射線業務従事者の選定基準が「な

い」または「あるかわからない」機関が合わせて

約 30%、不均等被ばくとなる放射線業務従事者全

員に、放射線測定器が 2個以上配布されてない機

関（法令遵守ができていない機関）が約 30%、全

ての放射線業務従事者について放射線測定器の

装着状況を確認している機関が 50%以下の問題が

明らかとなったが、これらの問題点の解決には、

放射線 MS を適切に導入することが有効と考えら

れ、可及的速やかな放射線 MS の導入が期待され

る。②では、今回インタビューした医療機関にお

いては、放射線 MSの導入が進んだ背景には、組織

トップのリーダーシップ、文書管理・内部監査を

受け入れる風土・土壌、組織内で放射線 MS導入を

推し進める存在があることが分かった。

放射線 MS導入に関し、医療機関ごとに事情、状

況は異なるため、組織トップの明確な意思表示の

下、各機関ができることを進めるとともに、外部

の専門家や先進機関によるサポートを導入時に

加え、自立して運営できるまで提供する仕組みが

必要と考える。

Ｆ．健康危険情報

なし

Ｇ．研究発表

1.  論文発表

　なし

2.  学会発表

なし

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況

1. 特許取得

なし

2. 実用新案登録

なし

3.その他

　なし

－37－



6 

 

表 1 放射線業務従事者の被ばく線量分布 

（実効線量 2019年度～2022年度） 

 
  

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
検出限界未満 545 81.6% 6 23.1% 278 67.6% 285 81.4% 35 54.7% 37 77.1% 183 71.8% 9 37.5% 4 40.0% 2 50.0%
検出限界以上～1mSv 97 14.5% 15 57.7% 98 23.8% 54 15.4% 17 26.6% 11 22.9% 56 22.0% 7 29.2% 5 50.0% 2 50.0%
1mSv超～5mSv 26 3.9% 4 15.4% 30 7.3% 9 2.6% 11 17.2% 0 0.0% 15 5.9% 4 16.7% 1 10.0% 0 0.0%
5mSv超～20mSv 0 0.0% 1 3.8% 5 1.2% 2 0.6% 1 1.6% 0 0.0% 1 0.4% 4 16.7% 0 0.0% 0 0.0%
20mSv超～50mSv 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
50mSv超 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
把握していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
検出限界未満 514 80.9% 7 30.4% 301 72.4% 290 83.8% 25 55.6% 43 89.6% 169 65.3% 4 44.4% 4 100.0%
検出限界以上～1mSv 88 13.9% 10 43.5% 93 22.4% 39 11.3% 8 17.8% 4 8.3% 64 24.7% 4 44.4% 0 0.0%
1mSv超～5mSv 32 5.0% 6 26.1% 19 4.6% 15 4.3% 12 26.7% 1 2.1% 24 9.3% 0 0.0% 0 0.0%
5mSv超～20mSv 0 0.0% 0 0.0% 3 0.7% 2 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 2 0.8% 1 11.1% 0 0.0%
20mSv超～50mSv 1 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
50mSv超 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
把握していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
検出限界未満 508 81.8% 308 78.0% 286 85.1% 21 40.4% 39 81.3% 168 77.4% 4 100.0%
検出限界以上～1mSv 89 14.3% 72 18.2% 34 10.1% 20 38.5% 9 18.8% 24 11.1% 0 0.0%
1mSv超～5mSv 24 3.9% 12 3.0% 16 4.8% 10 19.2% 0 0.0% 24 11.1% 0 0.0%
5mSv超～20mSv 0 0.0% 3 0.8% 0 0.0% 1 1.9% 0 0.0% 1 0.5% 0 0.0%
20mSv超～50mSv 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
50mSv超 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
把握していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
検出限界未満 418 78.3% 257 71.4% 295 91.0% 19 40.4% 41 82.0% 182 71.7% 4 100.0%
検出限界以上～1mSv 83 15.5% 87 24.2% 28 8.6% 14 29.8% 9 18.0% 38 15.0% 0 0.0%
1mSv超～5mSv 31 5.8% 14 3.9% 0 0.0% 13 27.7% 0 0.0% 28 11.0% 0 0.0%
5mSv超～20mSv 2 0.4% 2 0.6% 1 0.3% 1 2.1% 0 0.0% 6 2.4% 0 0.0%
20mSv超～50mSv 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
50mSv超 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
把握していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
検出限界未満 16 34.0% 144 81.4% 37 63.8% 95 69.3% 6 60.0% 1 8.3% 2 50.0% 18 78.3% 19 54.3% 7 87.5%
検出限界以上～1mSv 12 25.5% 23 13.0% 7 12.1% 30 21.9% 0 0.0% 11 91.7% 2 50.0% 5 21.7% 0 0.0% 1 12.5%
1mSv超～5mSv 16 34.0% 9 5.1% 14 24.1% 12 8.8% 4 40.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 16 45.7% 0 0.0%
5mSv超～20mSv 3 6.4% 1 0.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
20mSv超～50mSv 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
50mSv超 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
把握していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
検出限界未満 149 77.2% 35 61.4% 79 59.0% 6 60.0% 1 8.3% 0 0.0% 18 78.3%
検出限界以上～1mSv 34 17.6% 6 10.5% 43 32.1% 0 0.0% 11 91.7% 2 50.0% 5 21.7%
1mSv超～5mSv 9 4.7% 15 26.3% 12 9.0% 4 40.0% 0 0.0% 2 50.0% 0 0.0%
5mSv超～20mSv 1 0.5% 1 1.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
20mSv超～50mSv 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
50mSv超 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
把握していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
検出限界未満 80 70.8% 29 54.7% 80 74.1% 1 8.3% 2 50.0% 17 85.0%
検出限界以上～1mSv 25 22.1% 10 18.9% 22 20.4% 11 91.7% 2 50.0% 3 15.0%
1mSv超～5mSv 7 6.2% 13 24.5% 6 5.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
5mSv超～20mSv 1 0.9% 1 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
20mSv超～50mSv 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
50mSv超 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
把握していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
検出限界未満 72 67.3% 29 56.9% 1 8.3% 2 50.0% 15 88.2%
検出限界以上～1mSv 27 25.2% 7 13.7% 11 91.7% 2 50.0% 2 11.8%
1mSv超～5mSv 7 6.5% 12 23.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
5mSv超～20mSv 1 0.9% 3 5.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
20mSv超～50mSv 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
50mSv超 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
把握していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
検出限界未満 1 0.1% 6 23.1% 61 14.8% 513 146.6% 95 148.4% 88 183.3% 26 10.2% 0 0.0% 0 0.0%
検出限界以上～1mSv 5 0.7% 16 61.5% 25 6.1% 96 27.4% 30 46.9% 0 0.0% 17 6.7% 15 62.5% 5 50.0%
1mSv超～5mSv 0 0.0% 4 15.4% 8 1.9% 30 8.6% 12 18.8% 19 39.6% 3 1.2% 1 4.2% 0 0.0%
5mSv超～20mSv 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0% 5 1.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
20mSv超～50mSv 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
50mSv超 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
把握していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
検出限界未満 1 0.1% 7 30.4% 62 14.9% 496 143.4% 79 175.6% 88 183.3% 16 66.7%
検出限界以上～1mSv 5 0.7% 10 43.5% 23 5.5% 98 28.3% 43 95.6% 0 0.0% 0 0.0%
1mSv超～5mSv 0 0.0% 6 26.1% 7 1.7% 28 8.1% 12 26.7% 19 39.6% 0 0.0%
5mSv超～20mSv 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 8 2.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
20mSv超～50mSv 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
50mSv超 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
把握していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
検出限界未満 61 15.4% 476 141.7% 80 153.8% 91 189.6% 0 0.0%
検出限界以上～1mSv 21 5.3% 101 30.1% 22 42.3% 0 0.0% 16 66.7%
1mSv超～5mSv 10 2.5% 31 9.2% 6 11.5% 0 0.0% 0 0.0%
5mSv超～20mSv 0 0.0% 4 1.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
20mSv超～50mSv 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
50mSv超 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
把握していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
検出限界未満 69 19.2% 424 130.9% 83 166.0% 16 66.7%
検出限界以上～1mSv 20 5.6% 92 28.4% 0 0.0% 0 0.0%
1mSv超～5mSv 6 1.7% 34 10.5% 0 0.0% 0 0.0%
5mSv超～20mSv 0 0.0% 3 0.9% 0 0.0% 0 0.0%
20mSv超～50mSv 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
50mSv超 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
把握していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

27 28 29
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（水晶体等価線量 2019年度～2022年度） 

 
 

 

表 2 CFIRのフレームを使用したインタビュー結果 

構成概念 インタビューで得られた情報の概要 

Ⅰ 介入の特性 Intervention Characteristics 

A 介入の出処 Interventional Source 放射線 MS導入支援事業で放射線 MSのモデル文書

が提供されたが、もともと院内で作成していた文

書を活用した。 

B エビデンスの強さと質 Evidence Strength 

& Quality 

厚生労働省関係の放射線 MS 導入支援事業で推奨

されており、もともと院内で実施してきた文書管

理との相性がよく、スムーズに導入できた。 

C 相対的優位性 Relative Advantage 線量管理が必要なことはわかっており、もともと

院内で実施してきた文書管理との相性もよく、放

射線 MSの導入が進んだ。 

D 適応性 Adaptability システム文書は提供されたモデル文書を元に整

えたが、下位文書の実施要領は、もともと院内で

作成していた文書をそのまま活用した。 

E 試験可能性 Trialability 小規模なトライアルは行っていない。 

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
検出限界未満 515 77.1% 4 15.4% 241 58.6% 277 79.1% 26 40.6% 29 60.4% 133 52.2% 7 29.2% 4 40.0% 0 0.0%
検出限界以上～20mSv 153 22.9% 21 80.8% 170 41.4% 73 20.9% 38 59.4% 13 27.1% 66 25.9% 16 66.7% 6 60.0% 0 0.0%
20mSv超～50mSv 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 45 17.6% 1 4.2% 0 0.0% 0 0.0%
50mSv超 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 11 4.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
把握していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
検出限界未満 479 75.4% 4 17.4% 277 66.6% 277 80.1% 24 53.3% 43 89.6% 123 47.5% 4 44.4% 4 100.0%
検出限界以上～20mSv 156 24.6% 19 82.6% 139 33.4% 69 19.9% 21 46.7% 36 75.0% 136 52.5% 5 55.6% 0 0.0%
20mSv超～50mSv 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7 14.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
50mSv超 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
把握していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
検出限界未満 478 77.0% 277 70.1% 274 81.5% 20 38.5% 34 70.8% 137 63.1% 4 100.0%
検出限界以上～20mSv 143 23.0% 116 29.4% 62 18.5% 32 61.5% 9 18.8% 110 50.7% 0 0.0%
20mSv超～50mSv 0 0.0% 2 0.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
50mSv超 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
把握していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
検出限界未満 395 74.0% 234 65.0% 290 89.5% 18 38.3% 37 74.0% 151 59.4% 4 100.0%
検出限界以上～20mSv 138 25.8% 125 34.7% 17 5.2% 29 61.7% 7 14.0% 101 39.8% 0 0.0%
20mSv超～50mSv 1 0.2% 1 0.3% 1 0.3% 0 0.0% 0 0.0% 2 0.8% 0 0.0%
50mSv超 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
把握していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 100.0%

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
検出限界未満 12 25.5% 12 6.8% 31 53.4% 62 45.3% 2 20.0% 1 8.3% 2 50.0% 13 56.5% 5 14.3% 6 75.0%
検出限界以上～20mSv 35 74.5% 50 28.2% 24 41.4% 74 54.0% 8 80.0% 11 91.7% 2 50.0% 10 43.5% 30 85.7% 2 25.0%
20mSv超～50mSv 0 0.0% 0 0.0% 5 8.6% 1 0.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
50mSv超 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
把握していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
検出限界未満 11 5.7% 31 54.4% 50 37.3% 2 20.0% 1 8.3% 0 0.0% 16 69.6%
検出限界以上～20mSv 48 24.9% 26 45.6% 84 62.7% 8 80.0% 11 91.7% 0 0.0% 7 30.4%
20mSv超～50mSv 0 0.0% 2 3.5% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
50mSv超 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
把握していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
検出限界未満 6 5.3% 23 43.4% 77 71.3% 1 8.3% 2 50.0%
検出限界以上～20mSv 23 20.4% 28 52.8% 31 28.7% 11 91.7% 2 50.0%
20mSv超～50mSv 0 0.0% 2 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
50mSv超 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
把握していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
検出限界未満 0 0.0% 25 49.0% 1 8.3% 2 50.0%
検出限界以上～20mSv 23 21.5% 21 41.2% 11 91.7% 2 50.0%
20mSv超～50mSv 0 0.0% 4 7.8% 0 0.0% 0 0.0%
50mSv超 0 0.0% 1 2.0% 0 0.0% 0 0.0%
把握していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合 人数 割合
検出限界未満 1 0.1% 4 15.4% 49 11.9% 427 122.0% 62 96.9% 71 147.9% 19 7.5% 16 66.7% 0 0.0%
検出限界以上～20mSv 5 0.7% 22 84.6% 45 10.9% 217 62.0% 74 115.6% 36 75.0% 27 10.6% 0 0.0% 5 50.0%
20mSv超～50mSv 0 0.0% 1 3.8% 0 0.0% 0 0.0% 1 1.6% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
50mSv超 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
把握していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
検出限界未満 4 17.4% 51 12.3% 422 122.0% 50 111.1% 71 147.9%
検出限界以上～20mSv 19 82.6% 41 9.9% 205 59.2% 84 186.7% 36 75.0%
20mSv超～50mSv 0 0.0% 0 0.0% 3 0.9% 0 0.0% 0 0.0%
50mSv超 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
把握していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
検出限界未満 50 12.7% 432 128.6% 77 148.1% 91 189.6%
検出限界以上～20mSv 42 10.6% 175 52.1% 31 59.6% 0 0.0%
20mSv超～50mSv 0 0.0% 5 1.5% 0 0.0% 0 0.0%
50mSv超 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
把握していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
検出限界未満 61 16.9% 354 109.3% 83 166.0%
検出限界以上～20mSv 33 9.2% 176 54.3% 0 0.0%
20mSv超～50mSv 1 0.3% 3 0.9% 0 0.0%
50mSv超 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%
把握していない 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

25 26 27 28 29

16 17 18 19 20
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F 複雑性 Complexity もともと院内には文書管理、内部監査の仕組みが

出来上がっており、放射線 MS はその延長上であ

ったため、導入が難しいとは思わなかった。うち

のような文書管理の仕組みがない、馴染みがない

施設では、ハードルが高いかもしれない。 

G デザインの質とパッケージ  Design 

Quality & Packaging 

もともと院内で作成していた文書をそのまま放

射線 MS に使用できたため、担当者の負担は大き

くなく、この MSの導入が進んだと思う。 

H 費用 Cost 院内の職種ラダーで、一定レベルに達すると文書

管理が期待役割として入ってくる（診療放射線技

師であれば、放射線管理士を取得）。CT 撮影や透

視と並んで、就業時間中の業務に「文書管理、文

書作成」が入る。 

各部署に加え、各委員会にもお金がついており、

皆で使うものや、委員会必要と考えるものは、委

員会で議論したうえで、賛同が得られれば委員会

のお金を使うことができる。放射線防護の装備や

設備は共用するものが多いが、この仕組みのおか

げでどこの部署が買うのか問題は少ないように

思う。 

Ⅱ 外的セッティング Outer Setting 

A 従業員のニーズと資源 Patient Needs & 

Resources 

もともと院内には文書管理、内部監査の仕組みが

出来上がっており、放射線 MSはその延長上で、ス

ムーズに進められた。 

院長の指示もあり、導入しないという選択肢はな

かった。 

B コスモポリタニズム Cosmopolitanism 医療被ばく低減施設認定を早くに取得した施設

として、放射線管理をきちんと行っているという

自負があり、他院のお手本、見本になりたい、な

らなければならないという意思と義務感を持っ

ている。 

C 同業者からの圧力 Peer Pressure 関連病院グループの本院で、グループ内の他院の

お手本、見本とならなければならず、放射線 MSの

導入も速やかに進めた。 

D 外的な施策やインセンティブ External 

Policy & Incentives 

厚生労働省関係の放射線 MS 導入支援事業で推奨

され、うちは医療被ばく低減施設認定を早くに取

得した施設として、放射線管理をきちんと行い他

院のお手本、見本になりたい、ならなければなら

ないという自負があり、院長の指示もあり、放射

線 MSの導入を推進した。画像診断管理加算３、の

ような診療報酬上の加算がつくとありがたい。 

Ⅲ 内的セッティング Inner Setting 

A 構造特性 Structural Characteristics 現院長の体制になって 15 年程度であるが、文書

管理、内部監査が強力に進められ、業務に関連し

て文書を作成し、内部監査を受け、指摘・指導の

あった点は修正・改善する PDCA を回してスパイ

ラルアップしていく仕組みが出来上がっていた。 

B ネットワークとコミュニケーション 

Networks & Communications 

放射線 MS は放射線技術科が中心に導入を進めた

が、科内の人間関係は良好で、Kさん（主担当者）

から常に刺激を与えられ、自分が伸びている気が

する（実務担当者）。 

－40－
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特任副院長（放射線担当）が来られてから、診療

放射線技師からでは難しかった、医師への指摘・

指導を行ってもらえ、トップダウンが効くように

なったのはありがたい。 

C 文化 Culture 文書管理、内部監査の仕組みがあり、内部監査で

は厳しい指摘もうける。院長からはさらに高いレ

ベル、高いレベルを目標とするよう求められる。

目標設定、職種ラダー、チャレンジシート等で、

がっちり管理されるが、入職した人材を成長させ

る仕組みでもある。（※内部を重視し高い管理性

をもつ「階層分化」） 

D 実装風土 Implementation Climate 文書管理、目標設定、職種ラダー等の仕組みが出

来上がっているが、内部監査を含め、常に見直し、

修正・改善し、高いレベルを目標とすることが求

められており、変化せざるを得ない。うちで勤務

継続できる者は、コツコツ努力できて、変化でき

る者と思う。 

 １ 変化への切迫感 Tension for Change 文書管理、内部監査の仕組みが出来上がってお

り、それだけでもやることがたくさんで、何か不

足している、新しいことを取り入れなければとい

うことはなかった。 

 ２ 適合性 Compatibility もともと院内で実施してきた文書管理、内部監査

の仕組みと放射線 MS の相性がよく、スムーズに

導入できた。 

 ３ 相対的優先度 Relative Priority 放射線 MS は放射線技術科が中心に導入を進め、

科内では担当者における優先度は高い。担当者で

はない者で特に経験が少ない者が現時点、どの程

度重要と考えているかはわからないが、職種ラダ

ーが上がり、放射線管理士以上の文書管理が業務

になるクラスになるとわかってくると思う。 

 ４  組 織 の イ ン セ ン テ ィ ブ や 報 奨 

Organizational Incentives & Rewards 

放射線 MS の導入は、以前から実施している文書

管理の一部のイメージで、やるのが当たり前なた

め、担当者に特別インセンティブや報酬が発生す

るものではない。 

 ５ 目標とフィードバック Goals and 

Feedback 

もともと院内には文書管理、内部監査の仕組みが

出来上がっており、放射線 MSは文書の一部で、も

ちろん内部監査の対象である。 

 ６ 学習風土 Learning Climate 職種ラダー、チャレンジシートの仕組みが出来上

がっており、10年後、20年度の姿を想像しながら

今年の目標を設定し、達成することが求められる

共に、達成までのプロセスを上長が面談しサポー

トすることが当たり前になっている。 

E 実践の準備性 Readiness for Implementation 

 １ リーダーシップ・エンゲージメント 

Leadership Engagement 

放射線 MS の導入は院長の指示で、院長と顔を合

わせる時には大概、進捗を尋ねられるので、前向

きに取り組んだ。 

 ２ 利用可能な資源 Available Resources 診療放射線技師の職種ラダーの中で、放射線管理

士を取得すると、文書管理が期待役割に入る。出

勤者の業務分担を示す配置表に、文書管理、文書

作成の欄が設けられている。業務に CT 撮影や透

視と並んで「文書管理、文書作成」が含まれ、時
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間外に一人で作業をするのでなく、就業時間中に

業務として複数名で分担して作業できる環境が

整っており、うちの良いところと思う。 

 ３ 知識や情報へのアクセス Access to 

Knowledge & Information 

放射線 MS 導入支援事業の研修資料は科内で共有

され、研修出席者に直接疑問点を尋ねることがで

きるようにした。 

Ⅳ 個人特性 Characteristics of Individuals 

A 介入についての知識や信念 Knowledge & 

Beliefs about the Intervention 

主担当者、実務担当者が放射線 MS 導入支援事業

に参加し、知識を得た。また、主担当者は放射線

MS導入の進んでいる施設の代表として、様々な機

会に院外に対して取り組みを発表、報告してい

る。K さん（主担当者）から常に刺激を与えられ

ている（実務担当者）。 

B 自己効力感 Self-efficacy 放射線 MS の導入は、以前から実施している文書

管理の一部のイメージ。もともと院内には文書管

理、内部監査の仕組みが出来上がっており、放射

線 MS はその延長上であったため、導入が難しい

とは思わなかった。 

C 個人の行動変容のステージ  Individual 

Stage of Change 

院長の指示もあり、導入しないという選択肢はな

かった。ただ、職種ラダーがあまり上がっていな

い者では、知識が足りていなかったり、文書管理

の意味を理解していなかったりする者も含まれ

ていると思う。 

D 組 織 と の 一 体 化  Individual 

Identification with Organization 

放射線技術科内の人間関係は良好で、院長のリー

ダーシップのもと、共通の目的に向かって活動し

ていると思う。院長はとても厳しいですけどね。 

E そ の 他 の 個 人 特 性  Other Personal 

Attributes 

― 

Ⅴ プロセス Process 

A 計画 Planning システム文書は提供されたモデル文書を元に整

えたが、下位文書の実施要領は、もともと院内で

作成していた文書をそのまま活用したため、がち

がちに計画をたてることなく、作成できた。 

B エンゲージング Engaging 

 １ オピニオンリーダー Opinion Leaders 健さん（主担当者）が率先して放射線 MSの導入に

取り組んでいたため、普段から一緒に行動するこ

との多かった自分達は特影響を受けた（実務担当

者）。 

 ２ 公式に任命された内部の実装リーダー 

Formally Appointed Internal 

Implementation leaders 

主担当者、実務担当者は、就業時間中に業務とし

て文書管理、文書作成を行うことができ、権限と

責任を与えられたのがスムーズな導入に影響し

たと思う。 

 ３ チャンピオン Champion チャンピオンは Kさん（主担当者）でしょう（皆

さん）。 

医療被ばく低減施設認定の頃からずっと、放射線

管理に興味・関心を持ち、勉強することの必要性

を感じ、放射線 MS の導入も自分が率先してやる

仕事と認識していた（主担当者）。 

 ４  外部のチェンジ・エージェント 

External Change Agents 

放射線 MS導入支援事業の研修では、他施設の MS

導入担当者と自施設の現状を語り合うワークが

あり、それまでは知る機会のなかったグループ病

－42－



11 

 

院以外の他施設の状況を聴くことができ、うちの

レベルを客観的に見ることができたのはよかっ

た。 

C 実行 Executing 放射線技術科においては、放射線 MS の存在は認

識されており、文書に則り日々の業務を行ってい

る。 

D 振り返りと評価 Reflecting & Evaluation 放射線 MSの導入により放射線被ばくが低減され

るとは思わない。放射線被ばく低減のための仕

組みとは捉えていない。放射線管理を確実に実

行するための仕組みと思っている。放射線 MSの

導入により、リスクアセスメントの概念を初め

て知り、線量計を配布する対象が明確にできた

ことは良かった。 

 

 

 

 
図 1 病床数の分布 

 

 
図 2 放射線業務従事者の分布 

1, 3%
4, 12%

10, 31%

5, 15%

4, 12%

1, 3%

2, 6%

1, 3%
1, 3%

1, 3%1, 3% 2, 6%

1-49床 50-99床 100-199床 200-299床 300-399床 400-499床
500-599床 600-699床 700-799床 900-999床 1000-床 無回答

6, 18%

10, 31%
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4, 12%
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2, 6%

1, 3%
1, 3%

1, 3%

4, 12%

1-9名 10-49名 50-99名 100-199名 200-299名
300-399名 500-599名 600-699名 1000-名 無回答

－43－



12 

 

 

 

図 3 放射線業務従事者登録数および実効線量の分布の推移 

（3年度分以上回答があり、放射線 MS導入支援事業の初参加年度が 2020年度の機関） 

機関 A 機関 B 

機関 C 機関 D 
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労災疾病臨床研究事業費補助金 
「放射線防護マネジメントシステムの適用と課題解決に関する研究」 

令和5年度 分担研究報告書 

小型ガラス線量計を用いる系統的線量測定に関する検討 

研究分担者 古渡 意彦 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子生命・医学部門放射線医学

研究所計測・線量評価部物理線量評価グループ グループリーダー 

研究要旨 

本分担研究では、小型ガラス線量計に対し、手首・足首に装着する末端部モニタリング用線量計とし

て使用可能か、基礎特性であるエネルギー応答を実験的に評価した。用いたガラス線量計素子は、本研

究班で使用している２種類のガラス線量計、GD-302M及び GD-352Mであり、線量計応答のエネルギー応

答特性及び入射エックス線に対する角度応答特性は、ISO4037-3:2019の記述に従って求めた。評価の結

果から、GD-352Mのエネルギー応答特性は、20 keV以上から 137Csγ線の 662 keVまでの範囲で国際電気

機関（IEC）の規格要件である基準値(エネルギー依存試験で得られた線量計レスポンスに対し 0.71 ～ 

1.67)に入っていることが確認できた。一方の GD-302Mについては、10 keV程度の低エネルギーエック

ス線に対し、GD352Mと比較して３倍程度高感度である一方で、線量を過大に応答することが明らかとな

った。併せて、当該線量計を体幹部に装着した場合、各個人線量当量単位についてエネルギー応答特性

の評価も行い、同様に GD-352Mについては IEC規格の基準値内に入っていることが示された。角度分布

についても同様に、０度から６０度の範囲で 0.71 ～ 1.67の範囲に入っていることが示された。この

ことから、GD-352M は手首・足首部、襟部及び体幹部モニタリング用の線量計として医療従事者に供す

ることが実験的に評価された。 

Ａ．研究目的 

 本分担研究は、医療分野の放射線業務従事者に

対して実施されている個人モニタリングについ

て、体幹部等に装着した線量計から眼の水晶体及

び手指等末端部等価線量の合理的な推定を能と

するような技術開発を行うものであり、一連の検

討で得られる知見は、放射線被ばく管理マネジメ

ントシステム（以下、「被ばく管理 MS」という。）

[1]の適用と課題解決に関する研究のうち、被ば

く管理 MS 導入後の運用開始時点で、一部の手技

で極端な不均等被ばく状況が認められる等、被ば

く管理 MS 導入時点で考慮した線量評価・推定手

法が適応不能であるような被ばく状況に対して、

妥当な線量評価とそれに基づく適切な介入によ

る被ばく線量低減に関する知見を与えるもので

ある。 

本分担研究では、被ばく管理 MS の円滑な運用

に資するため、医療現場における不均等被ばく状

況が生じうる手技等に従事する医療者について、

体幹部に装着された線量計の線量計指示値から、

体幹部以外で最大の線量を与える被ばく線量を

適切に推定できるよう、本研究班で使用するガラ

ス線量計素子を医療従事者の手首、足首、襟及び

体幹部に取り付けた際にも適切な指示値を与え

うるかについて国際規格等で定められた検討を

進める。本研究事業初年度及び２年目には、ガラ

ス線量計の追加モニタリングへの適応可能性検

証のため、計算シミュレーションによる基礎特性

評価を行った。本研究事業最終年度の令和５年度

には、計算シミュレーション結果に基づき、応答

－45－
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特性を実験的に検証する。 

 

Ｂ．研究方法 

研究事業最終年度である令和５年度は、昨年度

の実施した小型ガラス線量計素子のエネルギー

応答及び角度分布特性のシミュレーション計算

による評価を実験的に検証するため、医療従事者

の放射線業務時において追加モニタリングの対

象となる箇所（手首及び足首、並びに頸部）に装

着する個人線量計としての利用が可能か検討を

行った。評価に用いた小型ガラス線量計素子は、

AGC旭硝子社製 GD-302M及び GD-352Mである。 

 

図１ GD-300シリーズのガラス線量計素子本体

（千代田テクノル社ホームページより引用[2]） 

 

上記の小型ガラス線量計に対し、標準照射を行

ってエネルギー応答及び応答の角度分布を評価

した。また、体幹部モニタリング用線量計として

の性能を満たしているかどうか、ファントムに取

り付けた予備試験により確認を行った。また、測

定結果から、ガラス線量計指示値から所定の個人

線量当量（手首及び足首の場合は 70μm、体幹部

の場合は 1cm、3mm及び 70μm）を適切に評価する

ために不可欠な校正定数を与える手法について

も併せて検討する。 

 今年度の研究では、ガラス線量計素子を ISOピ

ラーファントム（外径 73 mm、長さ 300 mmのアク

リル樹脂製中空円柱に水を満たしたもの。円柱の

側壁は、厚さ 2.5 mm及び端面の厚さは 10 mm）及

び ISO-PW ファントム（個人線量計装着面が 30±

1 cmの正方形、厚さ 15 cmで個人線量計装着面が

壁厚 2.5 mm、それ以外の面が壁厚 10 mmのアクリ

ル樹脂製。内部を水で満たす）中央に小型ガラス

線量計を直接貼り付け基準となる放射線を照射

する。（図２参照） 
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使用した基準放射線の線種は、ISO4037-3;2019 

[3]の記載に従い、S-Cs、及び ISO Narrow series 

の N-20から N-200 [4]までの合計 10線種とした。 

 ガラス線量計の応答は、IEC62387:2020 [5]の記

述に従い、後述する式に従って評価した。当該ガ

ラスを用いて被ばく線量を測定する場合、ガラス

線量計素子からの指示値は専用装置による読出

値より算定される。本研究ではガラス線量計の読

み値の正味値[Gy]を下式の ME として応答を評価

した。 

 

𝑅𝑅𝐸𝐸 = 𝑀𝑀𝐸𝐸
ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝(0.07; 0) ×𝐾𝐾𝑎𝑎

 

 

ここで、ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝(0.07; 0)は空気カーマ－個人線量当量
換算係数[Sv/Gy]であり、𝐾𝐾𝑎𝑎は線量計に照射する

空気カーマ[Gy]である。 

本研究では、手首・足首を模擬する ISOピラー

ファントムを用いた評価を行う場合には、

ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝(0.07; 0)のピラーファントムでの照射用に準
備された値を使用した。当該ガラス線量計を医療

者の体幹部及び襟に装着する場合に用いる換算

係数は、ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝(0.07; 0)のみならず、ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝(3; 0)及び
ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝(10; 0)についても評価を行った。空気カーマ
－個人線量当量換算係数は ISO4037-3:2019 [4]

の値を使用し、それぞれの X線校正場での照射空

気カーマは、単位光子フルエンスあたりに各 X線

校正場におけるフルエンス－空気カーマ換算係

数を乗じて導出した。しかしながら、ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝(3; 0)換
算係数については、眼の水晶体等価線量をよく推

定するための線量計校正に用いられるものであ

り、シリンダーファントムに対する換算係数のみ

図２ 本研究班で使用するガラス線量計 GD352M のエネルギー応答特性試験の様子。電離箱式空気カ

ーマ率計（写真左）の隣がアクリル製 ISO-PWファントムであり、アクリル樹脂製水槽の中央にガラ

ス線量計を取り付けて照射試験を行った。 
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が掲載されている。そこで、ISO-PWファントムに

線量計を装着した際の、ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝(3; 0)換算係数につい
ては文献値[6]を用いた。 

本研究では、医療従者のモニタリングに用いる

ことができるよう、IEC 等の国際規格で規定され

ている試験内容に従い、ガラス線量計素子を医療

者の個人モニタリング用線量計に応用する場合

の当該線量計の性能を評価することが目的であ

る。そのため、ISO4037-1:2019 [4]で示されてい

る線質 S-Cs（Csγ線校正場：平均エネルギー 662 

keV）で得られたレスポンス REを基準として他の

X 線校正場で得られたレスポンスの相対応答を評

価した。相対応答 RREは以下の式に基づき導出し

た。 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸 =
𝑀𝑀𝐸𝐸

ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝(0.07; 0) × 𝐾𝐾𝑎𝑎,𝐸𝐸
𝑀𝑀𝑆𝑆−𝐶𝐶𝐶𝐶

ℎ𝑝𝑝𝑝𝑝(0.07; 0) × 𝐾𝐾𝑎𝑎,𝑆𝑆−𝐶𝐶𝐶𝐶

 

 

 

応答特性の評価と同時に、小型ガラス線量計素子

を体幹部用及び手首・足首用モニタリング線量計

として用いる場合の校正定数も併せて求めた。得

られた校正定数は図３に示す移動型 Cアームを用

いたファントム照射試験により適切に評価可能

か確認を行った。 

 

（倫理面への配慮） 

本分担研究は、放射線線量計の特性試験を行う

ものであり、ファントム試験では特定個人を対象

としたものではないため、人権擁護上の配慮等を

特に必要としない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 本研究班で使用する小型ガラス線量計 GD352Mをファントム各所に取り付けた予備試験の様子。 
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Ｃ．研究結果 

本研究班で採用した小型ガラス線量計素子２

種類（GD-302M及び GD-352M）について、医療従事

者の手首・足首に装着した際の線量計応答のエネ

ルギー特性を、ISO4037-3:2019の記述に従って評

価した。図４では、GD-352M における標準照射で

得られた線量計応答に関するエネルギー依存性

を示す。図に示す通り、GD-352M のエネルギー応

答特性は、20 keV以上から 662 keVまでの非常に

広いエネルギー範囲で IECの規格要件で示された

基準値(エネルギー及び角度依存試験で得られた

線量計レスポンスに対し 0.71 ～ 1.67)に入って

いることが確認できた。 

図５では、GD-302M における標準照射で得られ

た線量計応答に関するエネルギー依存性を示す。

図５に示すとおり、GD-302M のエネルギー応答特

性については、20 keVから 100 keVの範囲で IEC

規格の要件である 1.67 以上の値を取ることが示

された。 
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図４ 本研究班で使用するガラス線量計 GD-352Mの応答に関するエネルギー依存性 
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図５ 小型ガラス線量計 GD-302Mの応答に関するエネルギー依存性 
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図６ではガラス線量計 GD-352M及び GD-302Mの

線量計応答の角度分布の比較を示す。線量計応答

の角度分布評価は、線量計に対し正面から照射し

た場合を 0度とし、線量計中心を軸としてファン

トムを回転させて 75度まで 15度刻みで照射した。

使用したガラス線量計は円筒形をしており、軸方

向と半径方向で応答が異なることが予想される。

そこで、ファントムへ線量計を固定する際に、線

量計の軸方向に鉛直に設置した場合と、ファント

ムに対して直角になるように設置した場合とで

応答の比を取る相対レスポンスで評価した。角度

分布評価に用いた線種は N-60とした。図６には、

図４及び図５と同様にレスポンスの角度依存試

験による相対レスポンスに対し下限 0.71 及び上

限 1.67を表示している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図に示す通り、両方の線量計について広い範囲

で平坦な応答を示すことが分かった。GD-352M に

ついては、ファントムに水平に設置した場合の相

対レスポンスは 60度から落ちており、75度では

いずれの方向に設置しても相対レスポンスが落

ちることが分かった。GD-302M については 0度か

ら 75 度の範囲で応答がほとんど平坦であること

が示された。 

 

 

 

 

 

 

 

図６ ガラス線量計 GD-302M及び GD-352Mの線量計応答の角度分布。照射した X線線質は ISO narrow 

シリーズの N60（平均エネルギー：48 keV）である。 
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図８ ガラス線量計 GD-302Mの各個人線量当量単位におけるエネルギー応答特性 

図７ ガラス線量計 GD-352Mの各個人線量当量単位におけるエネルギー応答特性 
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図７及び図８では、各ガラス線量計を、体幹部

を模擬した ISO-PW ファントム中央に設置した場

合の、個人線量当量単位の違いによるエネルギー

応答特性の比較を示す。いずれも IEC規格での線

量計応答の要件である 0.71～1.67 の範囲を示し

ている。２種類のガラス線量計のうち、GD-352Mの

エネルギー応答特性については、どの線量換算係

数を用いた場合でも 20 keV以上から 662 keVま

での非常に広いエネルギー範囲で IECの基準値で

ある 0.71 ～ 1.67に入っていることが確認でき

た。特に線量当量単位が GD-302Mにおけるエネル

ギー応答特性では、各線量当量単位で 100 keV以

下のエックス線に対しては過大に応答すること

が改めて示された。また、1cm 個人線量当量につ

いてのエネルギー応答について、16 keVのエック

ス線に対して５倍以上過大に応答することが示

された一方、同一の測定結果を用いているにも関

わらず、3mm個人線量当量及び 70μm線量当量で

の評価では、それぞれ 2.5倍及び 1.7倍と過大応

答の度合いが大幅に違っていることが明らかと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なった。 

図９では、ガラス線量計 GD-352M 及び GD-302M

の線量計応答の角度分布の比較を示す。線量計応

答の角度分布評価は、線量計に対し正面から照射

した場合を 0度とし、線量計中心を軸としてファ

ントムを回転させて 75度まで 15度刻みで照射し

た。円筒形のガラス線量計は ISO水ファントム中

央に鉛直方向及び水平方向にして設置した。照射

に用いた線種は、ISO ピラーファントムでの手足

首モニタリングのためのガラス線量計特性試験

と同様に ISO narrow series N60である。 

GD-352M の相対レスポンスの角度分布は、ファ

ントムに水平に設置した場合の相対レスポンス

は 45 度までほぼ変化がなく、60度で急激に落ち

ている。鉛直方向に設置した場合の応答は角度を

変化させる毎に緩やかに減少した。GD-302M につ

いては、設置方向に関わらず 0 度から 75 度の範

囲で相対レスポンスは緩やかに減少することが

示された。 
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図９ ISO水ファントムに設置したガラス線量計 GD-302M及び GD-352Mの線量計応答の角度分布。X

線線質は ISO narrow シリーズの N60（平均エネルギー：48 keV）を選択した。 
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Ｄ．考察 

本研究で得られた計算結果から以下の課題に

従って評価を進めた。 

（１）ガラス線量計応答のエネルギー及び角度依

存について 

 図４に示す通り GD-352Mで得られたエネルギー

応答特性は、24 keVから 662 keVまでの幅広いエ

ネルギー範囲で、IEC の規格用件の範囲内である

0.71～1.67に入っていることがわかる。このこと

は、20 keV以下の低エネルギー成分を含む散乱エ

ックス線による被ばくが顕著になるような手技

でない限りは、GD-352M を使用することで、適切

な手首・足首における皮膚線量の追加モニタリン

グが可能であることを示している。 

GD-352M を手首・足首等の末端部等価線量モニ

タリング用線量計として使用する場合には、他の

部位で用いる場合と同様に校正定数を導出して

使用されなければならない。その場合、照射試験

で求められた校正定数を用い、 

末端部に対する 70μm線量当量 [Sv] =  

ガラス線量計指示値 [Gy] ×校正定数 [Sv/Gy] 

という式で求めることができる。今回の標準照射

による実験の場合、校正定数は上述の線量計応答

のエネルギー依存性評価結果に基づき、S-Csでの

応答の逆数を取ることで 1.11±0.06 [Sv/Gy] 

(k=1)と決定できる。なお、測定対象となるエック

ス線エネルギーが測定、計算等によりわかってい

る場合にはそのエネルギーに合わせた校正定数

を使うことも可能であり、その場合エックス線エ

ネルギーも考慮に入れた線量評価が求められる。 

GD-302M のエネルギー応答は、 ISO narrow 

series N40(平均エネルギー32 keV)に対して最大

の値 4.2を取り、その際には入射したエックス線

による線量を４倍以上過大評価することになる。

図５に示した IECの規格用件で求められている下

限値（0.71）及び上限値(1.67)の比較から、GD-

302Mのエネルギー応答をみると、16 keVから 100 

keV まで上限値を超えている。このことから、診

断エックス線装置による手技中のエックス線で

みられる、20 keV～120 keVのエネルギーを有す

るエックス線に対し、被ばく線量を過大に評価す

ることが示唆される。特に、ガラス線量計素子に

対して適切な校正定数を与えずに放射線作業の

現場でそのまま使用した場合には、大幅な過大評

価が見込まれる。一回の手技で指示値が 10 μGy

程度のような、非常に低い被ばくの場合、約５倍

の過大評価は放射線防護の観点で十分許容でき

る。一方で、年間線量限度である 500 mSvを超え

そうな被ばくに達するようなケースを考慮した

場合、５倍の過大評価を考慮すると、放射線管理

担当及び医療者の認識しないうちに年間線量限

度に達する可能性もある。 

放射線防護マネジメントにおいては、体幹部、

鉛エプロン外側及び襟部のモニタリングは線量

測定サービス機関から提供されるガラス線量計

及び OSL線量計の使用を前提としたモニタリング

を考慮している。線量測定サービス機関から提供

される線量計を用いる場合、使用者からの申し出

がない限り、一手技あたりの医療者の体幹部等の

線量を各医療機関に提供されるまでには時間を

要する。そこで、体幹部等においても一手技当た

りの線量を現場で直ちに評価できるよう、小型ガ

ラス線量計（GD-302M及び GD-352M）について体幹

部等における個人線量当量を適切に与えること

を目的に、各ガラス線量計におけるエネルギー応

答を評価した。 

GD-302M 及び GD-352M における、各個人線量当

量単位（Hp(10), Hp(3) 及び Hp(0.07)）のエネル

ギー応答特性を図７及び図８に示す。エネルギー

応答特性は、ISO4037-1:2019 [4]で示されるＸ線

校正場で得られたレスポンスを線質 S-Cs（137Csγ

線校正場）で得られたレスポンスで除して相対レ

スポンスを求めることで評価した。図７及び図８

で示す通り、各ガラス線量計で相対レスポンスが

大きく異なっていることが実験的に明らかとな

った。図７で示す通り、GD-352M の応答特性は、

－54－
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いずれの個人線量当量単位であっても 30 keV ～ 

200 keV の入射エックス線に対し、IEC の定める

基準値内に入っていることが分かった。特に 1cm

個人線量当量単位については、16 keVから IECの

定める基準内に入っており、幅広いエネルギーの

エックス線・γ線に対して良好な応答を示すこと

が示された。また、各線量当量におけるガラス線

量計の相対応答は、40 keV以上について個人線量

当量の単位に依存しない変化を示すことが実験

的に明らかとなった。これは、ISO4037-1 の示す

空気カーマ－個人線量当量換算係数に大きな変

化がないために生じていると考えられる。以上よ

り、適切な校正定数を与えることで、ガラス線量

計 GD-352Mは医療従事者の体幹部・頸部モニタリ

ングに供することが可能であるといえる。その際

には以下の式を用いて個人線量当量を導出する

ことができる。 

各個人線量当量（Hp(10), Hp(3) 及び Hp(0.07)） 

[Sv] =  

ガラス線量計指示値 [Gy] ×各個人線量当量単

位に対応する校正定数 [Sv/Gy] 

本分担研究では、体幹部での測定に対する校正定

数は Hp(10), Hp(3) 及び Hp(0.07)について、1.11

±0.06 [Sv/Gy] (k=1)、 1.12±0.06 [Sv/Gy] 

(k=1)、及び 1.11±0.06 [Sv/Gy] (k=1)と評価さ

れた。 

 

 GD-302Mの各個人線量当量単位（Hp(10), Hp(3) 

及び Hp(0.07)）のエネルギー応答特性について個

別にみると、10mm個人線量の応答は、入射エック

ス線エネルギーが 16 keV の時に最大を取り、エ

ックス線エネルギーが大きくなるにつれて減少

する。16 keVでの相対レスポンスは 5以上となっ

ており、100 keV 以上のエネルギーに対して IEC

基準値の上限である 1.67 以下に下がってくる。

一方、3mm 個人線量当量及び 70μm 個人線量当量

の応答は、線質 N-60（平均エネルギー48 keV）の

際に最大となり、入射エックス線エネルギーの増

加に対して相対応答は減少し、100 keVを超えて

から IEC 基準値の上限である 1.67 以下に下がっ

てくる。前年度の報告書で記載したが、感度は GD-

302Mの方が GD-352Mと比較して高いため、測定の

対象となるエックス線エネルギーが把握できて

いる場合、それに対応した校正定数を用いて適切

な個人線量当量を求めることが可能である。 

 

本研究ではガラス線量計 GD-352M 及び GD-302M

の線量計応答の角度分布の比較を行った。円筒形

のガラス線量計は ISO水ファントム又は ISOピラ

ーファントム中央に軸方向を鉛直及び水平にし

て設置し、いずれの入射方向に対しても角度分布

を取得した。評価に用いた線種はいずれの条件で

も ISO narrow series N60（平均エネルギー48 keV）

である。 

GD-352M の相対レスポンスの角度分布は、いず

れのファントムであってもファントムに水平に

設置した場合の相対レスポンスは 60 度で急激に

落ちている。手首足首追加モニタリング用線量計

を校正するための ISOピラーファントムに設置し

た場合、水平方向に設置した GD-352Mの相対応答

は 45度までほとんど変化がなかった一方で、ISO

水ファントムに水平に設置した線量計について

は入射角度を増加させると相対応答はわずかに

増加し、その後急激に減少した。この応答の違い

についてはファントムサイズの違いにより説明

できる。ISOピラーファントムに比して、ISO水フ

ァントムは面積が大きく、線量計はいずれもファ

ントム中央に設置されている。照射角度を増加さ

せる際に、入射エックス線に対してファントムは

傾くことになるが、結果として投影面積が変わる

ことになる。その影響でファントムからの散乱線

が線量計に入射する量に違いが出ると考えられ

る。 

 

（２）ガラス線量計応答に係る予備試験について 

 前述（１）で導出した校正定数を用い、実際に
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全身に小型ガラス線量計素子を取り付けた場合

に適切にモニタリングできているかの予備照射

を行った。 

 図３に示した予備試験では、移動型エックス線

透視装置を用い、脊髄への手技を行う整形外科医

を模擬してファントムを配置し、ファントム上に

線量計を配置した。 

使用機器は島津製作所製 OPESCOPE ACTENOで

ある。また、患者はアクリル製ファントムで模擬

した。照射条件は、C アームを水平にした状態の

９０度方向、C アームを垂直にした０度方向の２

方向を設定した。透視装置の撮影条件を表１に示

す。 

 

表１ 移動型エックス線透視装置による術者の

不均等被ばく評価における透視装置撮影条件 

 
C-arm 90 

deg.照射 

C-arm 0 deg.

照射 

空気カーマ

(mGy) 
343.948 210.804 

DAP  

(mGy m2) 
3.402 2.085 

照射条件 
108 KV, 

3.1 mA 

79 KV, 4 

mA 

 

表２では図３に示したファントム各所に取り

付けた小型ガラス線量計 GD-352Mで評価された個

人線量当量の分布を示す。なお、眼の水晶体につ

いては 3mm個人線量当量、襟部・体幹部について

は 1cm個人線量当量、手指部については 70μm個

人線量当量で評価した。 

 表２に示す通り医療従事者の各所に取り付け

た線量計で適切にモニタリングできていること

が示された。これにより、同一種類の小型ガラス

線量計素子を身体各所に取り付け、異なる校正定

数を取り付けた箇所に応じて導入することで適

切なモニタリングが可能であることが示された。

なお、本研究でガラス線量計による線量評価値の

誤差が一部大きめに見積もられているが、これは

素子を複数使用してモニタリングした場合のそ

れぞれの素子からの読出し値が大きく異なって

いることに起因している。 
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Ｅ．結論 

令和５年度の研究では昨年度実施した追加モ

ニタリングに供する線量計に関する国際規格に

ついての調査と計算シミュレーションを用いた

検討結果に基づき、本研究班で眼の水晶体等価線

量モニタリング用線量計として採用されている

ガラス線量計について、手首・足首、襟部及び体

幹部のモニタリングに適した線量計としての利

用が可能か、本研究班で使用中及の小型ガラス線

量計２種類（GD-302M及び GD-352M）について標準

照射を行ってその特性を把握するとともに、移動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

型エックス線透視装置を用いた手技を模擬し

た予備測定によって確認した。 

手首・足首を模擬した ISOピラーファントムに

２種類の小型ガラス線量計を取り付けて

ISO4037-1:2019 に規定されるエックス線及び

137Cs γ線（662 keV）を標準照射して得られた結

果から、GD-352Mのエネルギー応答特性は、20 keV

以上から 662 keVの範囲で IECの規格要件で示さ

れた基準値(エネルギー及び角度依存試験で得ら

れた線量計レスポンスに対し 0.71 ～ 1.67)に入

っており、0.9 から 1.2の範囲であることが確認

表２ 移動型エックス線透視装置を用いる手技を模擬したファントム照射での線量分布の

比較。部位ごとに異なる線量当量単位で評価した。 

 
C-arm 90 deg.照射 

(μSv) 
C-arm 0 deg.照射 

(μSv) 

左眼 Hp(3)eye (5.7 ± 0.8)×102 (1.3 ± 0.7)×102 

右眼 Hp(3)eye (3.7 ± 0.7)×102 (8.1 ± 7.4)×101 

左こめかみ Hp(3)eye (6.9 ± 4.9)×102 (1.9 ± 0.7)×102 

右こめかみ Hp(3)eye (5.8 ± 1.2)×102 (1.0 ± 0.6)×102 

左鎖骨 Hp(10)trunk (5.4 ± 0.7)×102 (1.6 ± 0.6)×102 

右鎖骨 Hp(10)trunk (2.3 ± 0.1)×103 (3.4 ± 1.1)×102 

左胸部 Hp(10)trunk  (2.0 ± 0.4)×103  (2.2 ± 0.7)×102 

左人差指 Hp(0.07)ext  (1.3 ± 0.1)×103 (5.3 ± 0.8)×102 

左中指 Hp(0.07)ext  (2.9 ± 0.1)×103 (1.1 ± 0.1)×103 

左手甲 Hp(0.07)ext  (2.9 ± 0.1)×103 (9.0 ± 0.8)×102 

右人差指 Hp(0.07)ext  (2.8 ± 0.1)×103 (4.7 ± 0.8)×102 

右中指 Hp(0.07)ext  (2.8 ± 0.1)×103 (3.6 ± 0.7)×102 

右手甲 Hp(0.07)ext  (2.9 ± 0.1)×103 (3.2 ± 0.8)×102 

*有効数字２桁とする。 
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できた。一方の GD-302Mについては、10 keV程度

の低エネルギーエックス線に対し、線量に対し最

大で約４倍程度過大に応答することが明らかと

なった。線量計の相対レスポンスの角度分布につ

いては、いずれの線量計についても０度から６０

度までの範囲で、IEC基準値である 0.71 ～ 1.67

の範囲に入っていることが確認できた。このこと

から、医療従事者のエックス線被ばくで測定の対

象となる、20 keVから 120 keVまでの範囲をモニ

タリングする場合、GD-352M は IECの規格要件を

完全に満たすことが示された。 

襟部、及び体幹部に装着する場合の線量計応答

特性を評価するため、ISO-PWファントムに各ガラ

ス線量計を装着してエネルギー応答特性を標準

照射により評価した。エネルギー応答特性の評価

は、体幹部モニタリングで用いられる、70μm、3mm

及び 1cm個人線量当量の単位で評価を行った。各

ガラス線量計でエネルギー応答の値は大きく異

なっており、GD-352M については、各個人線量当

量単位について 30 keV ～ 200 keVの入射エック

ス線に対し、IEC の定める基準値内に入っている

ことが分かった。特に、GD-352M のエネルギー応

答特性に関しては、1cm 個人線量当量の応答は、

他の線量単位と比較しても、10 keV以下の範囲に

至るまで、IECの定める基準値以内に入っている。

また、GD-302M では、いずれの個人線量当量単位

であっても、100 keV以下のエネルギーのエック

ス線に対して IECの基準値を大幅に越えて過大に

応答することが明らかとなった。線量計の相対レ

スポンスの角度分布についても ISOピラーファン

トムを用いた手首・足首部の追加モニタリングに

用いる試験と同様に実施され、各ガラス線量計に

ついて０度から６０度までの範囲で、IEC 基準値

である 0.71 ～ 1.67の範囲に入っていることが

確認できた。このことから、医療従事者のエック

ス線被ばくで測定の対象となる、20 keVから 120 

keVまでの範囲をモニタリングする場合、GD-352M

は IECの規格要件を完全に満たすことが示された。

この結果は、手指部等末端部の結果と同様であり

[7]、エネルギー補償フィルター付ガラス線量計

GD-352M の設計がエックス線に対しても良好な応

答を示すように配慮されたものと考えられる。 

本年度の研究により、小型ガラス線量計を医療

従事者の身体各部位に装着して、適切なモニタリ

ングが可能であることが示されたが、各部位にお

いて等価線量等の適切な推定値を与える個人線

量当量は、ISO4037-3:2019 において規定のある

ISO 指定のファントム（指の場合、アクリル製ロ

ッドファントム、手首の場合アクリル製ピラーフ

ァントム、体幹部の場合はアクリル水槽のスラブ

ファントム）を用いて求められなければならない。

本研究で示した通り、線量計の応答にはエネルギ

ー依存があるため、医療者が受ける患者や周辺構

造物からの散乱エックス線のエネルギー分布に

対して過小評価とならないような校正定数を得

ることで、眼の水晶体等、装着した各部位で妥当

な線量指示値を得ることが可能となる。 

本研究では、GD-352Mについて、 

手首・足首用追加モニタリング：1.11±0.06 

[Sv/Gy] (k=1) 

体幹部用モニタリング：Hp(10)について、1.11

±0.06 [Sv/Gy] (k=1)、Hp(3)について、1.12±

0.06 [Sv/Gy] (k=1)、及び Hp(0.07)について、1.11

±0.06 [Sv/Gy] (k=1) 

の校正定数を与えることで、各線量単位の個人

線量当量を与えることが示された。 

現行の法令では、体幹部に装着した線量計から

の指示値のうち、Hp(10)又は Hp(0.07)のうちいず

れか大きい方を体幹部線量の推定値として報告

するよう求められている。今回求めた校正定数を

用いる場合、「Hp(10)又は Hp(0.07)のうちいずれ

か大きい方」の評価はできないが、線量指示値は

一意に決まることになる。また、Hp(3)は体幹部に

おいて実効線量の良い推定値を与える線量当量

単位ではないが、医療従事者の襟部に装着した場

合には、眼の水晶体被ばく線量の良い推定値を与
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える可能性がある。襟部に装着した線量計の指示

値と目の水晶体近傍に取り付けた線量計指示値

の比を詳細に評価することで、襟部の線量計指示

値から目の水晶体当課線量を予測することも可

能になる。今回行った予備測定では、襟部（鎖骨

付近）に装着したガラス線量計からの 1cm個人被

ばく線量当量の値は、眼の水晶体線量当量と誤差

範囲で一致しており、襟部の線量計からの指示値

は眼の水晶体線量当量の良い推定を与えうるこ

とを示唆している。一方で、医療従事者の手技、

業務は非常に多岐にわたっており、網羅的に評価

するにはさらなる実験・コンピュータシミュレー

ションが必要であるといえる。

Ｆ．健康危機情報

　なし
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1. 論文発表

1) M. Kowatari, H. Yoshitomi, K. Nagamoto, 
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1812. doi: 10.1093/rpd/ncac259.
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“Occupational radiation dose on the hand 
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労災疾病臨床研究事業費補助金 
「放射線防護マネジメントシステムの適用と課題解決に関する研究」 

令和5年度 分担研究報告書 

 

Augmented Reality (AR) を利用した放射線防護教育 

（「大人が楽しむ科学教室」での活動報告） 

 

研究分担者 盛武 敬 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子生命・医学部門放射線医学研 

究所放射線規制科学研究部 部長 

研究協力者 松崎 賢 社会医療法人財団池友会新小文字病院放射線科 

研究要旨 

2023年 4月より、労働災害を減少させることを目的とした第 14次労働災害防止計画が始まり、放射

線被ばく管理に関する労働安全衛生マネジメントシステムの導入支援や、Digital Transformation（DX） 

の利活用が期待されている。そこで、安全衛生活動の一環として提案する Augmented Reality（AR）を

利用した放射線防護のための体験型教育を実施したので、その活動について報告する。 

外部放射線防護の 3原則の距離、遮蔽に関する事項の学習に限定した教材を作成した。血管造影検査

室での放射線診療を想定し、そこで行われる放射線診療の実寸サイズの散乱線の広がりと、備え付けの

防護カーテンの遮蔽効果をカラーマップで表現した。その他、医療現場で使用される装置や寝台、患者、

防護カーテンなども含めて AR 画像を作成し、実際の医療現場に没入できるようなアプリケーションを

開発した。作成した AR アプリケーションを使用して、千葉市科学館で開催された「大人が楽しむため

の科学教室」で、一般市民の方々に向けた放射線防護教育を実践した。 

教育を実施した結果、ほとんどの参加者から理解しやすいと評価された。特に、ARによる体験型教育

が、外部放射線防護の 3原則の距離、遮蔽の理解に役立ったという感想が多かった。放射線防護を学習

する教材として有効であることが利用者の声からも推察される。これは、模擬（AR化）した放射線診療

装置の周囲を、iPadを持って移動し、自身の立ち位置や遮蔽効果による線量の多寡を直接可視化できた

という体験型教育の効果が主要因だと考えられる。単に知識や情報を習得するための教育である座学教

育には限界があり、学習者の記憶に残りやすいといわれている体験型教育を取り入れることが有効であ

ると考える。 

今後の放射線防護教育として、ARといった DX化された教材の積極的な利活用が、放射線防護の正し

い理解を促進させる点で期待される。 
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Ａ．研究目的 

2023年 4月より、労働災害を減少させることを

目的とした第 14 次労働災害防止計画が始まった

[1]。この計画では、多様な形態で働く労働者の安

全と健康を守りつつ、その能力を十分に発揮でき

る社会を実現すべく、国、事業者、労働者等の関

係者が重点的に取り組むべき事項について策定

されている。当然ながら医療従事者も労働者の一

人として含まれており、この計画に準じた活動が

望まれる。 

この計画内の放射線防護に関わる取り組みと

して、放射線被ばく管理に関する労働安全衛生マ

ネジメントシステムの導入支援がある。この支援

では、被ばく低減を達成するための具体的な施策

が定められているが、それを支える根底には放射

線防護に関する教育が必要不可欠である。さらに、

第 14次労働災害防止計画では、Virtual reality

（VR）や Artificial Intelligence（AI）等の活

用といった Digital Transformation（DX）も期待

されている。これは、効率的・効果的な安全衛生

活動の推進を目的としており、年齢を問わないす

べての労働者の疾病予防に向けた取り組みが求

められている。 

そこで、労働者のための安全衛生活動の一環と

して、Augmented Reality（AR）を利用した放射線

防護のための体験型教育を、我々は提案している。

今回この教育を、初学者である一般の方々を対象

に実施したので報告する。 

 

Ｂ．方法 

1．放射線防護教育のための ARアプリケーショ

ンの作成 

誰しもが簡便に理解できることを目的に、外部

放射線防護の 3原則の距離、遮蔽に関する事項の

学習に限定した教材を作成した。まず、血管造影

検査室での放射線診療を想定し、そこで行われる

放射線診療の散乱線の広がりと、寝台の片側に備

え付けてある防護カーテンの効果をカラーマッ

プで表現することとした。これらの条件下での実

寸サイズのカラーマップを AR 画像として作成し

た。実寸サイズにすることで、X 線管からの距離

感も理解できることを目指した。 

一般の方々を対象とすることを想定した場合、

医療現場の風景をイメージしやすいような工夫

が求められる。そこで、医療現場で使用される装

置や寝台、患者、防護カーテンなども AR画像で作

成し、実際の医療現場に没入できるようなアプリ

ケーションの開発を目指した。作成したアプリケ

ーションは、モバイル端末である iPad に実装し

た。 

2．千葉市科学館で行われた「大人が楽しむ科学教

室」での体験型教育 

千葉市科学館では、大人が楽しむための科学教

室が定期的（月に 2〜4 回程度）に開催されてい

る。今回、この科学教室において、一般市民の方々

に向けた AR アプリケーションを利用した放射線

防護教育を実践できる機会を得た。 

対象者は、一般応募によって選抜された性別、

職種、被ばく歴等は問わない成人した一般市民で

あった。学習事項は、座学による放射線に関する

基礎講習と、ARアプリケーション利用した体験型

教育とした。まず基礎講習では、放射線の基礎と

最新の放射線診療機器、放射線診療に伴う被ばく、

被ばく防護のための考え方など、多岐にわたる内

容とした。次に ARによる体験型教育では、血管造

影検査室を模擬した机の上に、作成した AR を表

示させ、iPadを持ったまま周囲を移動してもらい、

自身の立ち位置における散乱線量の多寡を視覚

的に確認できるような教育を実施した。基礎講習

は 50 分程度、体験型教育は 1 人 5 分程度、実施

した。 

 

Ｃ．研究結果  

1．放射線防護教育のための ARアプリケーショ

ンの作成 

 血管造影検査室の散乱線の広がりと防護カー

テンの効果について AR で表現したアプリケーシ

ョンを作成した（図 1）。散乱線の広がりと防護カ
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ーテンの効果をイメージしやすいように、線量が

高い場所を暖色（赤）、低い場所を寒色（青）で表

現した。iPadを持って移動しながら、立ち位置の

カラーマップを見ることで、防護カーテンの効果

と、距離の減弱が視覚的に理解できる作りとした。 
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図 1 模擬した血管造影検査室と散乱線カラーマップの AR画像 。紫色の AR画像 (矢印) は防護カーテ

ン。Aは防護カーテンが無い側のカメラ画像、Bは Aの AR画像。Cと Eは防護カーテンがある側のカメ

ラ画像、Dと Fはそれぞれの AR画像。Bの人の立ち位置ではカラーマップが暖色になっているのに対し、

Dでは寒色になっており、防護カーテンの遮蔽効果が視覚的に確認できる。また Fでは、距離による減

弱が視認できる。 

(A) (B) 

(C) (D) 

(E) (F) 
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2．千葉市科学館で行われた「大人が楽しむ科学教

室」での体験型教育 

「大人が楽しむ科学教室」に参加した人数は、

30 名程であった (図 2)。中には、患者として放

射線診療の経験がある方が存在した。参加人数の

半数は 70歳代以上であり、残りは 40〜50歳代が

大多数を占めていた。幅広い年齢層であるため、

理解度を高めるような平易な言葉を選んで説明

を行った。その結果、ほとんどの参加者から「非

常に理解できた」という意見を頂けた。特に、AR

による体験型教育が、外部放射線防護の 3原則の

距離、遮蔽の理解に役立ったという感想を頂くこ

とができた。また、自身の被ばくについて非常に

興味を持っていた反面、医療従事者の被ばくにつ

いては知識としてなかった方がいた。この教育を

機会に、放射線被ばくについて正しく理解し、真

剣に向き合うことを望む声もあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 大人が楽しむ科学教室の学習風景 

 

Ｄ．考察 

放射線防護について理解を深めるため、ARを利

用した外部放射線防護の 3原則の距離、遮蔽を視

覚的に学習できるアプリケーションを開発した。

新しい防護教育方法として、放射線防護について

初学者である一般の方々でも理解しやすいと評

価された。 

近年、様々な場面で AR を利活用したアプリケ

ーションが存在している。ARは視覚的な情報を表

示することにより、多くの人の作業の効率化が期

待されている。すなわち、AR をはじめとした DX

化されたツールは、今後、ますます発展する可能

性がある。今回開発したアプリケーションも、放

射線診療装置や寝台、患者などを AR 画像として

表示させることで、実際の医療現場をイメージし

やすくなったと考えられる。また、参加者の多く

は高齢者であるため、実際に病院で検査・治療を

受けた経験もあり、その結果、身近なものとして

放射線診療を捉えられたこともイメージのしや

すさの要因であろう。 

放射線は、直接、視覚や聴覚といった感覚で認

知することはできない。それが放射線防護の正し

い理解の妨げになっていると考えられる。それを

改善するために、散乱線の強弱をカラーマップに

し、AR画像として可視化させ、距離による減弱や

防護カーテンによる遮蔽効果を視認できる作り

とした。その結果として、放射線防護を学習する

教材として有効であることが利用者の声からも

推察できる。これは、模擬（AR化）した放射線診

療装置の周囲を、iPadを持って移動し、自身の立

ち位置や遮蔽効果による線量の多寡を直接可視

化できたという体験が要因として考えられる。い

わゆる、体験型教育の効果であろう。 

体験型教育は、ラーニングピラミッドの中でも

下層に位置しており、学習者の記憶に残りやすい

ことが報告されている[2]。単に知識や情報を習

得するための教育である座学教育（Off-the-Job 

Training: Off-JT）には限界があり、知識を適切

に習得することは難しいのかもしれない。また、

我々は AR を活用した放射線防護教育を医療従事

者に対して実施し、モチベーションという観点か

ら有効であることを報告した[3]。それらの観点

からも、今後の放射線防護教育には、体験型教育

を取り入れることが有効であると考える。さらに、

2023年 4月より始まった第 14次労働災害防止計

画にも準じており[1]、今後、様々な場面で DX技

術の積極的な利活用が望まれる。 

 

Ｅ．結論 
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AR を利用した放射線防護のための体験型教育

を、初学者である一般の方々に実践した。その結

果、外部放射線防護の 3原則である距離、遮蔽に

関して理解されたという声が多く寄せられた。今

後の放射線防護教育として、ARといった DX化さ

れた教材の積極的な利活用は、放射線防護の正し

い理解を促進させる点で期待される。 
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DICOM-RDSR と RADIREC.システムを用いた患者の最大入射皮膚線量推定と活用法 

(RADIREC. Web サービス体制の紹介) 

研究分担者 盛武　敬   国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子生命・医学部門放射線

医学研究所放射線規制科学研究部 部長 

研究協力者 茂呂田 孝一 社会医療法人財団池友会新小文字病院放射線科

研究要旨 

本研究では、放射線防護マネジメントを運用する前段階として、実際の医療現場において、診断また

は治療目的の血管撮影を受ける患者について医療被ばくの実態を調査した。医療被ばくを正確に把握し

高線量事例の原因究明や防護対策を実施することは、即ち、放射線業務従事者の職業被ばくの低減に他

ならない。 

現在の血管撮影装置には、透視や撮影を行う度に詳細な照射条件の記録をすることが義務化されてお

り（DICOM-RDSR）、検査ごとに線量レポートと実測値の関係を解析することで、最終的に、線量レポート

に記録された患者基準点の空気の吸収線量（Ka,r）等の値から、正確な患者の最大入射皮膚線量を推定す

ることが可能となった。また、この解析結果は、放射線防護マネジメントの運用に資する情報となる。 

DICOM-RDSRを用いた患者の最大入射皮膚線量推定には、蛍光ガラス線量計等の放射線測定器を用いた

実測があって初めてその正確性や誤差が評価できることから、推定値の精度を担保するためには実測は

欠かせない。 

この実測をサポートする体制として、今回、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子生命・

医学部門放射線医学研究所において、RADIREC. Webサービスの開設準備が整ったので紹介する。 

Ａ. 研究目的 

放射線業務従事者は、その大小に関わらず、業

務中に散乱放射線（時には直接放射線にも）に曝

露している。法令に基づいて個人被ばく線量測定

が実施され、その際の実効線量や眼の水晶体等価

線量が、線量限度以内（5年間で 100 mSvかつ特

定の 1年間に 50 mSvを超えない）に収まるよう

に管理する必要がある。 

一方で、患者の医療被ばく管理も重要な課題で

あり、2020年 4月には医療法施行規則の一部改正

により、患者の医療被ばく線量の管理と記録が義

務化されている。本研究では、放射線業務従事者

の労働疾病予防（職業被ばくの低減のための放射

線防護マネジメント）が主たる目的ではあるが、

患者線量を正しく評価し低減のために活動する

ことは、即ち、放射線業務従事者の職業被ばく低

減に他ならない。 

診断に用いられる X線のエネルギーでは、患者

の入射皮膚面の被ばく線量が最大となることか

ら、部位の特定と最大入射皮膚線量を正確に評価

する方法の開発が必要となる。また、検査ごとに

正確な患者の被ばく線量を把握することで、高線

量になった事例の特徴や傾向の評価が可能とな

り、原因究明に資する情報となる。その情報を基

に、医療被ばく及び職業被ばくの低減に向けた、

医療従事者の行動変容に繋げるための放射線防

護マネジメントシステムの運用が期待できる。 

本研究では、異なる医療機器間において医用画

像の相互通信のために開発された Digital 

Imaging and Communications in Medicine（DICOM）

規格の中で、特に、線量情報を収集する目的で開

発された Radiation Dose Structured Report

（RDSR）を用いた患者の医療被ばく線量管理法及

び、RADIRECTM（蛍光ガラス線量計）を用いた実測

による医療被ばく線量管理との関係性を説明し、

患者及び放射線業務従事者の被ばく低減のため

の有用性（活用法）や課題について述べる。更に、

実測が重要なことから、それをサポートする

RADIRECTMの Webサービスについて紹介する。 

Ｂ. 研究方法 

1. DICOM-RDSRを用いた患者線量管理

1983年、米国放射線学会と北米電子機器工業は

共同で、医療機器の相互通信規格の開発に着手し、

改良を経て 1993 年に DICOM 規格を完成させてい

る。2005年には、線量情報を収集する目的で DICOM

規格に RDSRが追加され、さらに 2010年には、国

際電気標準化会議により IVR（Interventional 
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Radiology）を実施可能な装置について RDSRの実

装を義務付けている。本邦でも RDSR の実装が義

務化されたことで、当院においても DICOM-RDSRを

任意に抽出し解析可能な環境が実現した。 

DICOM-RDSRには、X線透視や撮影を実施したと

きの線量記録がその都度保存され、最終的に検査

単位で集計される。平成 27年 6月 1日から 10月

31日の期間内に、新小文字病院において診断また

は治療目的で頭頚部領域または心臓領域の血管

撮影を実施した 104 例（男性 50名、女性 54名）、

平均年齢 69.8 ± 14.8歳（男性: 67.3 ± 16.1

歳、女性: 72.1 ± 13.1歳）を対象とし、頭頚部

領域または心臓領域において、血管撮影を受けた

患者の透視線量と撮影線量の割合や、脱毛のしき

い線量とされる 3 Gy を超えた症例の割合を調査

した。 

 

2. RADIRECTMを用いた患者線量測定 (実測) と管

理法 

患者の皮膚被ばく線量について、RADIRECTMを用

いた実測法が報告されている[1-7]。RADIRECTMシ

ステムは、蛍光ガラス線量計を用いて患者の皮膚

表面線量の測定、管理を行う一連のシステムであ

る。また、その運用方法も報告されている[8]。 

頭部 RADIRECTMで、64 個の蛍光ガラス線量計を

配した専用の装具を患者の頭部に装着し（図 1）、

診断や治療のための血管撮影を行う。終了後、使

用した蛍光ガラス線量計を読み取り機関に郵送

する（報告当時は産業医科大学、現在は放射医学

研究所に全て移管）。その後、読み取り機関が専用

装置によって線量数値を読み取り、線量分布図を

描画したカルテ保存用シート（線量マッピング） 

を作成し実施機関に返送された。 

平成 27年 10月 26日から平成 29年 9月 11日

の期間内に、新小文字病院において診断または治

療目的で頭頚部血管撮影を施行した患者 100 例

（男性 44名、女性 56名）、平均年齢 60.2 ± 14.3

歳（男性: 58.2 ± 13.6歳、女性: 61.7 ± 14.8

歳）を対象とし、RADIRECTMによって実測された最

大入射皮膚線量（Maximum Skin Dose: MSD）と、

装置の DICOM-RDSR から出力された患者入射皮膚

面の被ばく線量を想定した患者基準点の空気の

吸収線量である Ka,r（Incident air kerma at the 

reference point）との相関関係を調査し、最終的

に、検査終了後に Ka,rから MSDを推定するための

校正定数を算定した。 

 

（倫理面への配慮） 

患者の入射皮膚線量測定は、新小文字病院倫理

委員会において平成 27年 6月 10日付けで承認さ

れ実施した（承認番号: 27004）。  

 

Ｃ. 研究結果  

1. DICOM-RDSRを用いた患者線量管理 

DICOM-RDSRを用いた調査を行った結果、頭部領

域または心臓領域の診断と治療の手技について、

全線量に占める撮影の線量の割合は、頭頚部領域

の診断で 89.9 ± 10.9%、心臓領域の診断で 70.7 

± 12.9%、頭頚部領域の治療で 73.5 ± 7.6%、心

臓領域の治療 69.4 ± 8.3%となり、全ての手技に

おいて、透視よりも撮影の被ばく線量が高いこと

が明らかとなった。また、血管撮影を受けた患者

の MSD が 3 Gy を超えた症例は、頭頚部領域で

16.7%、心臓領域で 27.3%存在することが判明した

[9]。 

 

2. RADIRECTMを用いた患者線量測定 (実測) と管

理法 

血管撮影では、X線の working angleが頻繁に

変更されることが一般的である。このとき装置に
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表示される Ka,rは、方向に関係なく照射された全

ての患者基準点における空気の吸収線量の総和

であることから、患者の MSDと Ka,rの関係は、通

常 Ka,rの方が大きな値となる。なお、患者基準点

とは、血管撮影装置の Cアームの回転中心から X

線管側に 15 cm近づいたポイントと定義され、患

者の入射皮膚面を想定している。 

研究結果から、実測値と Ka,rの関係は強い正の

相関関係を示し、簡単な一時関数の相関式 y = 

0.583x によって Ka,rから MSD を推定できること

がわかる（図 2）。したがって、診断や治療が終了

した直後に、装置に表示された総 Ka,rの約 0.6倍

でおおよその MSDを把握することができた。 

 

 
 

 

Ｄ．考察 

国 際 放 射 線 防 護 委員 会 （ International 

Commission on Radiological Protection: ICRP） 

は、3 Gyを超えるか、繰り返される手技で 1 Gy

を超えた IVR 症例の経過観察を推奨している

[10]。また、米国放射線防護審議会（National 

Council of Radiation Protection and 

Measurements: NCRP）は、放射線皮膚障害防止の

線量指標として、MSD: 3 Gy、Ka,r: 5 Gy、PKA （Air 

kerma area product）: 500 Gy cm2、透視時間: 

60 分を参考とすべき線量指標としている[11]。 

現在、DICOM-RDSRは全ての装置に実装されてお

り、この情報を任意に抽出・解析することができ

れば、放射線防護マネジメントに活用が可能な貴

重な情報源となる。例えば、血管撮影の被ばくは、

撮影線量が多いことに留意し、撮影時間を短くす

る工夫が線量低減に効果的なことを示しており、

透視録画の保存を代用することで大幅な線量低

減に直結することに繋がる。また、本研究におい

て図 2 の相関式から、Ka,rが 5 Gy のとき患者の

MSDはおおよそ 3 Gyとなり、NCRP の推奨値とほ

ぼ一致した。このような情報は、検査中や検査終

了直後に線量推定を可能とし、検査中であれば、

皮膚紅斑等のしきい線量に到達しそうなときに

working angleや撮影条件の変更を促し、検査直

後には、経過観察が必要な事例の特定に利用でき

る。 

患者の最大入射皮膚線量を推定することは、放

射線皮膚障害の回避等の被ばく管理に欠かすこ

とのできない要素である。しかし、DICOM-RDSRを

利用した推定法では、実測との関係性を確認する

ことが最低限必要である。また、その他の推定法

としてモンテカルロシミュレーション等を用い

た方法が考えられるが、実際の臨床例との誤差を

考慮するために、何らかの線量計を使用した実測

は欠かすことができない。特に、血管撮影では、

多方向からの X線透視や撮影を行うことから X線

の入射方向（working angleにより）や照射面積

（inch sizeにより)もその都度変更され、最大入

射皮膚線量やその部位の判定が難しいことも問

題点の一つである。RADIRECTMによる測定は、この

ようなニーズに全て対応している。 

RADIRECTMは、IVR等を受ける患者の入射皮膚線

量を測定し管理するために開発された技術であ

る。60本以上の蛍光ガラス線量計を取り付けた専

用の装具で、皮膚に密着するように設計され、伸

縮性がよく、装着時の不快感が比較的少ない特長

を持つ。現在は頭頚部用・胸部用が開発され（図

3）、患者は専用装具を着用し IVR等を受ける。  

 

 
 

今回、国立研究開発法人量子科学技術研究開発

機構量子生命・医学部門放射線医学研究所におい

て、RADIREC. Webサービス （http://radirec.com）

の開設準備が整った。今後のサービス開始に向け、

その概要を以下に紹介する。 

① 蛍光ガラス線量計や専用の読み取り装置が

手元にある場合 

RADIREC. Web サービスにアクセスし、検体 ID

を取得したうえで、自施設で測定した線量計の読

み取り値を RADIREC. サーバーに登録する。線量

マップ等レポートを出力する（図 4）。必要に応じ、

レポートを自施設の PACS（医用画像サーバー）に

取り込む。 
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② 蛍光ガラス線量計や専用の読み取り装置が

手元にない場合

RADIREC. Webサービスにアクセスし、検査キッ

ト（蛍光ガラス線量計）の貸し出しを受け、IVR等

の手技で使用する。終了後、検査センターに返却

することで線量計の読み取りデータが医療機関

に返信される。このデータの検体 ID を取得した

うえで、自施設で測定した線量計の読み取り値を

RADIREC. サーバーに登録する。線量マップ等レ

ポートを出力する（図 5）。必要に応じ、レポート

を自施設の PACSに取り込む。

Ｅ．結論

現在、DICOM-RDSR は全ての装置に実装されてい

る。蛍光ガラス線量計等を用いた実測を実施した

上で、この情報を任意に抽出・解析することで、

放射線防護マネジメントに活用が可能な貴重な

情報源となる。

また、実測をサポートするための、RADIREC. Web

サービス体制準備状況について紹介した。

Ｆ. 研究発表

1.  論文発表

なし

2.  学会発表

なし

Ｇ. 知的所有権の取得状況

なし
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労災疾病臨床研究事業費補助金 
「放射線防護マネジメントシステムの適用と課題解決に関する研究」 

令和5年度 分担研究報告書 

医療従事者の IVR作業中の動線と滞留時間を評価するための赤外線人感センサの性能検証 

研究分担者 小野 孝ニ 東京保健医療大学東が丘看護学部/大学院看護学研究科 教授 

研究協力者 新井 知大 駒澤大学医療健康科学部 講師 

研究協力者 金子 順一 駒澤大学医療健康科学部 教授 

研究協力者 日野 稜介 駒澤大学医療健康科学部修士課程 

研究協力者 池田 新  駒澤大学医療健康科学部修士課程 

研究協力者 中尾 海太 駒澤大学医療健康科学部修士課程 

研究協力者 竹吉 正侑 駒澤大学医療健康科学部修士課程 

研究要旨 

管理区域に立ち入る全ての者は、電離放射線障害防止規則第八条（昭和四十七年労働省令第四十一号）

により個人線量計の装着が義務付けられている。放射線業務従事者は個人線量計で計測された結果から

個人の被ばく線量を管理しているが、個人線量計が示す値は定められた期間の積算値であるため、いつ、

どのような状況で被ばくがあったのかを把握することができない。 

長時間の放射線透視を要する Interventional Radiology（以下、IVRという。）では、等価線量限度を

超過する可能性が懸念されており、IVR 手技における医療従事者の眼の水晶体等価線量の評価に関する

研究成果が多数報告されている。 

日本国内における医療従事者の眼の水晶体被ばくに関する実態調査が行われ、1年あたり 20 mSvを超

えていた者の職種は医師に次いで看護師が多いことが報告されている。IVR において、看護師の果たす

役割は大きく、患者の容態観察や記録、使用する物品の準備及び術者の業務支援と IVR室内における業

務内容は多岐にわたるが、透視中においても IVR室内に入室したままでいることが多い。また業務の性

質上、IVR 室内を移動することが多く、常に患者の体幹部付近に位置した状態で業務を行う医師とは異

なる被ばく形態であることが予想される。そのため、IVR に従事する看護師については、職業被ばくに

対する不安が大きい。以上の点から、IVR 室内における医療従事者の立ち位置や移動を詳細に把握する

ことの重要性は高い。本研究では、IVR 手技中の医療従事者の動線モニタリングを可能とすることで、

職業被ばくの低減に向けた原因究明、業務改善及び医療従事者の放射線防護に関する教育資料としての

活用が期待できる。そこで、本研究では室内の熱源の位置や移動のみを記録する赤外線人感センサを用

いることを提案する。本研究の目的は赤外線人感センサを活用し、IVR 室内の医療従事者の場所ごとの

滞在時間を測定し、被ばく線量の推計を可能とするシステムの開発である。当該システムの精度及び再

現性を評価することで、臨床現場への普及に向けて課題を抽出した。 

本研究では、赤外線人感センサを活用した医療従事者の行動調査及び職業被ばく線量の推計を可能と

する推計システムを試作した。当該システムは高い精度で熱源の滞在時間把握及び線量推計が可能であ

ることが示された。また、線量推計の精度向上のためには、赤外線人感センサの分解能向上が鍵となる

ことが示唆された。今後さらに改善し、臨床現場に導入することで、医療従事者の職業被ばく線量の低

減に向けた業務改善や医療従事者の放射線防護に関する教育資料として活用できる可能性がある。 
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Ａ. 背景 

2011 年 に 国 際 放 射 線 防 護 委 員 会

（International Commissions on Radiological 

Protection：ICRP）は、組織反応に関する声明[1]

（ソウル声明）を発出した。ここでは、眼の水晶

体の白内障のしきい値線量を 0.5 Gy へと引き下

げ ら れ 、 本 勧 告 内 容 は 国 際 原 子 力 機 関

（International Atomic Energy Agency：IAEA）

の国際基本安全基準に取り入れられた[2]。これを

受け、2022年に厚生労働省は電離放射線障害防止

規則を改正し、眼の水晶体の等価線量限度の引き

下げをおこなった。 

眼の水晶体等価線量限度に対する関心は高ま

っており、中でも長時間の放射線透視を要する

Interventional Radiology（以下、IVRという。）

では、等価線量限度を超過する可能性が懸念され

ており、IVR 手技における医療従事者の眼の水晶

体等価線量の評価に関する研究成果が多数報告

されている[3]-[8]。 

管理区域に立ち入る全ての者は、電離放射線障

害防止規則第八条（昭和四十七年労働省令第四十

一号）により個人線量計の装着が義務付けられて

いる。放射線業務従事者は個人線量計で計測され

た結果から個人の被ばく線量を管理しているが、

個人線量計が示す値は定められた期間の積算値

であるため、いつ、どのような状況で被ばくがあ

ったのかを把握することができない。先行研究に

おいて、日本国内における医療従事者の眼の水晶

体被ばくに関する実態調査が行われ、1 年あたり

20 mSv を超えていた者の職種は医師に次いで看

護師が多いことが報告されている [3]。IVRにおい

て、看護師の果たす役割は大きく、患者の容態観

察や記録、使用する物品の準備及び術者の業務支

援と IVR室内における業務内容は多岐にわたるが、

透視中においても IVR室内に入室したままでいる

ことが多い。また業務の性質上、IVR 室内を移動

することが多く、常に患者の体幹部付近に位置し

た状態で業務を行う医師とは異なる被ばく形態

であることが予想される。そのため、IVR に従事

する看護師については、職業被ばくに対する不安

が大きい[9][10]。以上の点から、IVR 室内における

医療従事者の立ち位置や移動を詳細に把握する

ことの重要性は高い。 

 

Ｂ. 目的 

IVR 手技中の医療従事者の動線モニタリングを

可能とすることで、職業被ばくの低減に向けた原

因究明、業務改善及び医療従事者の放射線防護に

関する教育資料としての活用が期待できる。そこ

で、本研究では室内の熱源の位置や移動のみを記

録する赤外線人感センサを用いることを提案す

る。本研究の目的は赤外線人感センサを活用し、

IVR 室内の医療従事者の場所ごとの滞在時間を測

定し、被ばく線量の推計を可能とするシステムの

開発である。当該システムの精度及び再現性を評

価することで、臨床現場への普及に向けて課題を

抽出する。 

 

Ｃ. 方法・結果 

C-1 赤外線人感センサについて 

本研究で動線モニタリングの評価には、HC001

（株式会社 S&Dシステムズ）を使用した。当該機

器は、一般に商業施設等の混雑率の把握、個室内

の人数把握、及びセキュリティエリアへの侵入検

知等に用いられている。本赤外線人感センサの基

本仕様として、データ応答速度は最速で 0.1 秒、

視野角は 60°である[11]。赤外線人感センサを高

さ 2.8 m の天井に設置することで、1辺あたり約

2 mの正方形の範囲において 64画素（8 x 8マト

リクス）の分解能で熱源の滞在時間、移動が記録

可能である。熱源の位置情報を取得するデータ応

答速度は 0.1秒から任意の長さに変更可能である

が、本研究では、全ての検証において最短の 0.1

秒に設定した。本研究では赤外線人感センサは PC

間とシリアル通信で制御するため、Python言語を

用いたアプリケーションを試作し、取得した行動

データは CSV形式で集計して出力した。赤外線人

感センサの概要を Figure 1に示す。 

 

C-2 赤外線人感センサの検出範囲の検証 
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赤外線人感センサの検出範囲について、天井高

2.8 mの位置に設置した場合 1辺あたり 2 mとの

記載がある[11]。赤外線人感センサ及び熱源間の距

離が変化した場合、当該測定範囲への影響を検証

した。しかしながら、実際に運用する際には各施

設により天井の高さは様々である。ここでは、熱

源として集光性の高い消費電力 90 W のレフ電球

を用いた。検証条件として、地面から熱源の高さ

を 50 cm、75 cm、100 cm、125 cm、150 cm の 5通

りとした。赤外線人感センサ中心から外側へ向け

て熱源を移動させ、位置情報が消失する位置を記

録することで、赤外線人感センサ及び熱源間の距

離が測定範囲に及ぶ影響を検証した。測定ジオメ

トリを Figure 2 に示す。床面から熱源の高さと

位置情報が消失した地点について Table 1に示す。

熱源が高い位置にあるほど検出範囲は小さくな

っていた。また、熱源の高さと検出範囲の関係に

ついて Figure 3に示す。熱源の高さが 280 cmと

0 cmの場合における消失位置について、実測した

5 点から得られた直線近似（a = -1.4704, b = 

276.89, R2 = 0.998）より外挿によって求め追加

した。直線近侍の傾きから視野角は 68.4°と求め

られ、仕様書に記載があった視野角 Typ.60°と概

ね一致した。Table 1及び Figure 3より床面から

熱源の高さが低いほど、位置情報の消失位置は中

心からの距離が大きくなる。この結果から、赤外

線人感センサ及び熱源間の距離が大きいほど検

出範囲は拡張されることがわかる。また、床面か

ら熱源の高さが 1.3 mのとき、すなわち赤外線人

感センサ及び熱源間の距離が 1.5 mの場合におい

て、メーカーが記載する検出範囲[11]である 2 mと

なることが読み取れる。 

 

C-3 赤外線人感センサの測定精度の検証 

本検証では熱源の移動または滞在時間の測定

に係る赤外線人感センサの測定精度について評

価する。赤外線人感センサは天井高 2.8 mの位置

に設置した。ここでは、熱源として 45 ℃の温水

10 Lを底面 30 cm x 30 cm の容器に格納したもの

を使用した。検証条件として、熱源の移動速度は

時速約 2 kmと時速約 4 km の 2通りとした。熱源

の移動経路に関して、1辺あたり 2 mの正方形の

範囲において各頂点で 10 秒間の静止を挟み外周

を 1 周する経路を 1 セットとした。2 通りの移動

速度について 3セットずつ繰り返し、その平均値

を用いて赤外線人感センサの測定精度の評価を

行った。本検証の概要を Figure 4に示す。 

赤外線人感センサにより計測された熱源の滞

在時間の積算値について、静止時における計測カ

ウント（Stationary state）、移動時における計測

カウント（Moving state）及び 2つのカウントの

合計値（Total）として Table 2に示す。なお、赤

外線人感センサの位置情報の取得間隔は 0.1秒で

ある。また、時速約 2 kmと時速約 4 kmにおける

熱源の平均滞在時間を Figure 5に示す。Table 2

及び Figure 5 より、熱源の移動速度が大きくな

ると赤外線人感センサが取得する計測カウント

は、熱源が実際に滞在していた時間よりも小さく

なる傾向にあった。また、変動係数はいずれの速

度においても 1%未満であり、高い再現性を示した。

本検証における熱源の移動は手動で行ったため、

Table 2中の Stationary state、Moving stateの

SD 及び CV はそのばらつきを含み、赤外線人感セ

ンサの測定精度を表すものではないことに留意

が必要である。 

 

C-4 赤外線人感センサを活用した被ばく線量の

推計 

ここでは透視時における被写体近傍の空間線

量率分布を作成する。被写体として胸・腹部用 X

線水ファントム（JIS Z4918：1974）を用いた。

1.5 m の正方形の範囲において Aから Dの 4列、

1から 4の 4行から成る正方マトリクス状に 16分

割し、各領域の中心に蛍光ガラス線量計（GD-352M）

を 3つずつ配置した。また、マトリクスの右辺と

ファントムの間隔は 10 cm である。なお、透視条

件は、管電圧は 80 kV、管電流は 0.1 mA、合計透

視時間は 30分間とした。また、後述する測定装置

の高さに合わせ、床面から 50 cmの位置における

空間線量率分布を作成した。蛍光ガラス線量計の
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配置と空間線量率分布をそれぞれ、Figure 6に示

す。 

本検証では赤外線人感センサを活用すること

で得られる推計値と蛍光ガラス線量計より計測

される実測値との比較により、当該手法の推計精

度の検証を行う。放射線透視下で遠隔から熱源の

操作を可能とするために、ロボット掃除機の上に

熱源と蛍光ガラス線量計を搭載した（以下、移動

熱源という。）。熱源には集光性の高い消費電力 90 

W のレフ電球を用いた。前項で作成した空間線量

率分布内において、移動する熱源の滞在時間を赤

外線人感センサによって測定する。測定された各

領域における熱源の滞在時間と各領域の空間線

量率を乗算することで熱源の被ばく線量を推計

可能である。このようにして得られた線量を推計

線量と呼ぶこととする。移動熱源に搭載された蛍

光ガラス線量計により測定される実測値との比

較により、本手法の精度を検証する。透視条件は、

管電圧は 80 kV、管電流は 0.1 mA、透視時間は赤

外線人感センサの計測時間と同期させた上で 3分

間とした。熱源を A2、B2、C2、D2 でそれぞれ静止

させ、熱源の静止時における推計精度の検証を行

った。また、熱源の移動パターンは A列から D列

をそれぞれ往復する場合と 2行目を往復する場合

の計 5通りに加えて、ロボット掃除機の自動運転

機能を活用し、線量率分布内をランダムに走らせ

た場合を 10 回実施した。本検証で使用した移動

熱源を Figure 7に示す。 

熱源静止時における各領域の熱源の滞在時間

と線量推計の結果について Table 3に示す。透視

条件は、管電圧が 80 kV、管電流が 0.1 mA、透視

時間は赤外線人感センサの計測時間である。なお、

推計線量は赤外線人感センサが計測した移動熱

源の各領域における滞在時間と該当する領域の

線量率を乗ずることで得られる推計線量である。

また、相対誤差は以下の（1）式より得られる。 

 

𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑𝐑 𝐑𝐑𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞𝐞 = 𝐃𝐃𝐑𝐑−𝐃𝐃𝐦𝐦
𝐃𝐃𝐦𝐦

（1）式 

 

ここで、Dmは移動熱源に取り付けた蛍光ガラス

線量計により計測された線量であり、Deは赤外線

人感センサが計測した移動熱源の各領域におけ

る滞在時間と該当する領域の線量率を乗ずるこ

とで得られる推計線量である。A2に滞在した場合

の相対誤差は 12%であり、B2に滞在した場合の相

対誤差は 11%であった。C2、D2の場合では蛍光ガ

ラス線量計の検出限界値を下回り、検出不能であ

った。 

熱源移動時における各領域の熱源の滞在時間

と線量推計の結果について Table 4に示す。透視

条件は、管電圧が 80 kV、管電流が 0.1 mA、透視

時間は赤外線人感センサの計測時間である。前項

と同様に、相対誤差は（1）式により算出した。ま

た、赤外線人感センサが計測した熱源の滞在時間

を Figure 8に示す。表中の Column A~Dは Figure 

4 で示したマトリクスにおける 1~4 行目を往復さ

せた結果であり、Row 2は A2~D2列目を往復させ

た結果である。A 列を往復した場合の相対誤差は

21 %であり、B列を往復した場合の相対誤差は 1 %

であった。C、D列の場合では蛍光ガラス線量計の

検出限界値を下回り、検出不能であった。 

次に、ロボット掃除機の自動運転機能を用いて

ランダムな走行を 10回繰り返した結果を Table 5

に示す。透視条件は同様に、管電圧が 80 kV、管

電流が 0.1 mA、透視時間は赤外線人感センサの計

測時間である。また、赤外線人感センサが計測し

た熱源の滞在時間を Figure 9に示す。Table 5よ

り、10回の検証における相対誤差の平均値は 14%、

標準偏差は 0.11 である。本検証では再現性の検

証のために 10 回の測定を繰り返したものである

が、移動熱源は検証毎に不規則に動作するため、

滞在時間は異なる点には留意する必要がある。 

 

Ｄ. 考察 

本研究では、医療従事者の行動調査と職業被ば

くの被ばく線量推計を可能とする推計システム

を構築するために、赤外線人感センサを利用した。

当該システムの臨床現場への実用化を検討する

ために、赤外線人感センサの精度と再現性につい
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て 3つの検証を行いた。はじめに、赤外線人感セ

ンサの熱源移動における精度と再現性を確認す

るため、45度の温水 10 L を格納した容器をセン

サの検出範囲内で時速約 2 km および時速約 4 km

で移動させ、熱源の移動を測定した。結果として、

移動速度が高いほど位置情報の損失が増加する

ことが示唆されましたが、時速 4 km でも相対誤

差が 2.5%程度であり、高い精度で人体の移動を測

定可能であることが示された。次に、赤外線人感

センサを用いた線量推計手法の精度検証を行い

た。透視下で蛍光ガラス線量計を搭載した熱源を

移動させ、線量推計の相対誤差を評価した。結果

から行方向への移動では相対誤差が大きくなる

傾向が見られ、画素内の線量勾配が影響している

ことが示唆された。精度向上のためには、画素サ

イズを小さくし分解能を向上させる必要がある

と考えられる。最後に、移動熱源の自動運転機能

を利用した放射線透視下での線量推計を行い、相

対誤差が 0.14 ± 0.11と高い精度が得られたこ

とを報告した。被ばく線量が高い場合に滞在時間

を調査し、高線量率領域での滞在時間が有意に長

いことを示唆した。 

 

Ｅ. 結論 

本研究では、赤外線人感センサを活用した医療

従事者の行動調査及び職業被ばく線量の推計を

可能とする推計システムを試作した。当該システ

ムは高い精度で熱源の滞在時間把握及び線量推

計が可能であることが示された。また、線量推計

の精度向上のためには、赤外線人感センサの分解

能向上が鍵となることが示唆された。今後さらに

改善し、臨床現場に導入することで、医療従事者

の職業被ばく線量の低減に向けた業務改善や医

療従事者の放射線防護に関する教育資料として

活用できる可能性がある。 

 

Ｆ. 研究発表 

1. 論文発表 

駒澤大学修士（診療放射線学）論文として提出 

2. 学会発表 

IVR に従事する医療関係者の同線及び滞留時間の

測定に用いる赤外線人感センサの性能評価.  

日野陵介, 池田新, 日野陵介, 中尾海太, 長川

彩香, 樋口拓杜, 金子順一, 小野孝二, 新井知

大. 第 50回日本放射線技術学会秋季学術大

会. 2022年 10月 9日. 
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Figure 1  

赤外線人感センサの概要図（左：検出イメージ、右：赤外線人感線センサの外観） 

赤外線人感センサを天井に設置し、1辺がおよそ 2 mの正方形の範囲において人体（熱源）の位

置情報を取得可能 

 

 

 

 

Figure 2赤外線人感センサの検出範囲の検証に係る測定ジオメトリ 
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Figure 3熱源の高さと検出範囲の関係 

 

 

 

Table 1 熱源の高さと位置情報の消失地点 
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Figure 4 赤外線人感センサの測定精度の検証に係る概要 

 

 

 

Table 2 熱源の滞在時間の積算値 

 

 

 

 

 

Figure 5 赤外線人感センサにより計測した熱源の滞在時間 

（左：時速約 2 km、右：時速約 4 km） 
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Figure 6 被写体近傍の空間線量率分布 

上段：30分間透視における線量[μGy] 

下段：上段の線量を透視時間の 1800秒で除した線量率[μGy/s] 

 

 

 

Figure 7 移動熱源（ロボット掃除機上に熱源としてレフ電球とガラス線量計を設置） 

（右：移動熱源の側面、左：上から見た移動熱源） 

 

Table 3 熱源静止時における滞在時間の測定結果と線量推計の結果 
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Table 4 熱源移動時における滞在時間の測定結果と線量推計の結果 

 

 

 

Figure 8 赤外線人感センサが計測した熱源の滞在時間 

（a） A列往復（b）B列往復（c）C列往復（d）D列往復（e）A2〜D2間往復 

 

 

Table 5 熱源移動時における滞在時間の測定結果と線量推計の結果（ランダム走行時） 
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Figure 9 赤外線人感センサが計測した移動熱源の滞在時間（ランダム走行時） 
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労災疾病臨床研究事業費補助金 
「放射線防護マネジメントシステムの適用と課題解決に関する研究」 

令和5年度 分担研究報告書 

看護師の被ばくに係る実態調査 

研究分担者 栗山　知子  産業医科大学産業保健学部産業・地域看護学 特任助教 

研究分担者 盛武　敬    国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構量子生命・医学部門放射 

線医学研究所放射線規制科学研究部 部長 

研究代表者 喜多村 紘子 産業医科大学産業医実務研修センター 准教授 

研究協力者 人見　剛    川崎医科大学附属病院中央放射線部 

研究協力者 茂呂田 孝一 

研究協力者 中上　晃一  

研究協力者 永元　啓介  

研究協力者 松崎　賢  

社会医療法人財団池友会新小文字病院放射線科 

産業医科大学病院放射線部

産業医科大学産業生態科学研究部放射線衛生管理学 助教  

社会医療法人財団池友会新小文字病院放射線科 

研究要旨 

1．IVR に従事する看護師の水晶体被ばくの背景因子分析

ICRPによる白内障のしきい線量の引き下げを機に、Interventional radiology （IVR）スタッフの水

晶体被ばくの評価と防護が重要な課題となっている。本研究は、規模の異なる 3病院間に見られた看護

師の水晶体等価線量の差に着目し、その差の背景因子を導き出すことを目的とした。時間、距離、遮蔽

の 3つの観点から検証した結果、 施設間の看護師の水晶体被ばく線量の違いは、時間や遮蔽ではなく、

X 線照射野から看護師が滞在する位置まで距離によって説明できることが示された。加えて、その距離

は、スタッフの人員が少ないほど短くなることも明らかとなった。看護師の水晶体被ばく低減には、血

管造影室内の滞在位置を放射線源から 2 m以上離すことが最も効果的であることが確認された。だが、

少ない人員で IVRを担わざるを得ない病院もある。そうした、距離によって被ばく低減を図ることが困

難な現場では、勤務管理による時間の側面への介入や、適切に遮蔽を強化するための設備投資が重要と

なる。 

2. 看護師の被ばくに影響しうる血管造影室内の作業環境調査

IVR の作業環境下において、看護師の被ばく線量は作業環境に影響を受ける可能性がある。そのため

被ばくに影響しうる血管造影室内での看護師の作業環境および作業管理上の課題を抽出することを目

的として、434 施設の診療放射線技師に対し、心血管系 IVR 看護師の作業環境調査を実施した。解析し

た 59施設において、血管造影室内の看護師の滞在位置は、400床未満の病院と 400床以上の病院との間

で有意差を認めた。また、術者が 1名体制の症例割合は、診断目的の手技で 400床未満の施設が有意に

多く、卒後 5年未満の医師が入る症例割合は、400床以上の施設で有意に高かった。病院規模は、IVRを

管轄する部署の人員構成および室内の看護師の距離に関係した。

１．IVR に従事する看護師の水晶体被ばくの背景

因子分析 

Ａ. 研究目的 

Interventional radiology （IVR）は、従来の

外科的手術と比べ患者の身体への侵襲性が小さ

く合併症の発生率が低いとされており、新たなツ

ールやデバイス開発に伴い、近年、適用疾患が拡

大していいる。デメリットとしては、放射線透視
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を用いることによる患者・医療従事者双方への被

ばくのリスクがある。医療従事者の被ばく線量は、

直接線による患者の被ばく線量よりは明らかに

小さいが、日々の業務で職業被ばくとして積み重

なっていく。労働安全衛生の観点では、危険区域

（放射線管理区域）と人が存在する領域は空間的

に完全に分離、もしくは立ち入ることが出来ない

ようにすることが必要だが IVR に従事する医療

スタッフにとって、放射線管理区域内での作業は

不可避で、また血管造影室には局所的に空間線量

率の高いスポットも存在するため、通常は医師等

と比べて被ばく線量が低く被ばく線量限度を超

過することがない看護師に対しても、被ばく状況

の評価と放射線防護の最適化が必要である。我々

は本調査の過程で、病院間で IVR に従事する看護

師の年間水晶体被ばく線量に差があることに気

づき、それが病院特有の因子に影響を受けている

可能性を考え、看護師の水晶体被ばくに影響を与

え得る要因について検証した。 

 

Ｂ. 研究方法 

(1) 対象および調査期間 

血管造影装置を有する病院の約 6割を 200以上

の病床規模の病院が占めることをふまえ、本調査

は 200 以上の病床規模で機能と病床数が異なる 3

つの救急指定病院 (A: 678 床、B: 1182 床、C: 

214 床)を選定した。調査期間 2018 年 1 月〜2021

年 3月の間に、各対象病院が任意に設定した 1年

間の症例 (A病院: 900例、B病院: 1979例、C病

院: 492 例)に従事した計 88名の看護師 (A病院

31名、B病院 49名、C病院 8名)を対象者とした。

産休等の何らかの理由でひと月以上個人被ばく

線量が報告されなかった者については除外した。 

(2) データの収集方法（調査方法） 

データは、各病院の研究協力者により病院情報

システム (hospital information system: HIS)、

放射線科情報システム (radiology information 

system: RIS)、病院内医療用画像規格 (digital 

imaging and communication in medicine: DICOM) 

の線量レポート等から抽出されたものである。 

(3) 調査項目 

各対象者の年間の総水晶体等価線量を算出し

た。その他、対象者らが担当した総症例数、その

うち X線の曝射量が多い治療目的の症例数、総透

視時間、総 air kerma-area product (PKA)を集計

した。加えて、担当症例で使用された血管造影室

内のレイアウト、看護師の主な滞在位置、各症例

に携わった術者数、看護師数も集計した。この人

数には、途中交替要員も含まれる。 

(4) 解析方法 

水晶体等価線量、症例数、治療症例数、透視下

時間、PKA、それぞれの年間量とその因子間の相関

を解析し Spearmanの順位相関係数ρを算出した。

相関係数値 r またはρの解釈は、0.4 未満は弱

い相関、0.4～0.69 は中程度の相関、0.70～0.99

は強い相関とした。各因子の病院間比較には、

Kruskal-Wallis検定を実施後、Mann-Whitney U検

定で多重比較を行った。多重比較における有意水

準の調整には Bonferroni法を用いた。3病院の術

者と看護師の人数構成の比較はクロス集計後、同

等性の検定 (χ2検定) を行った。手技一例ごと

の術者と看護師の合計人数の平均(以下、平均人

員)と X 線照射野と看護師の滞在位置の間の平均

距離との相関分析では、Pearson の相関係数 r、

Spearmanの順位相関係数ρを算出した。統計解析

は SPSS Ver.25 for Windows (SPSS Inc., Chicago, 

IL, USA) を用い有意水準を 5％未満とした。 

(5) 倫理的配慮 

産業医科大学倫理委員会において令和 2年 6月

8日付けで承認された。（承認番号：R1₋054） 

 

Ｃ. 研究結果  

(1) 総水晶体等価線量の病院間比較 
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C 病院の看護師には総水晶体等価線量が 0 mSv

であった者はいなかったが、A病院とB病院では、

ともに 61％の看護師が 0 mSv であり、C病院の看

護師の総水晶体等価線量は A病院や B病院と比べ

て高い値を示した。総水晶体等価線量が 0.1 mS以

上を呈した看護師に絞って解析したところ、総水

晶体等価線量には、病院間で統計学的有意差があ

り（p<0.01）、多重比較検定の結果、C病院の総水

晶体等価線量は、A や B 病院より有意に高いこと

が示された（p< 0.01）（Table 1）。なお、全病院

で水晶体等価線量限度（20 mSv/年）を超過してい

る看護師はいなかった

(2) 総水晶体等価線量と時間因子の関係 

病院ごとに、時間関連因子である総担当症例数、

総担当治療症例数、総透視時間、総 PKA同士の相

関を解析するとどの組合せにも中程度か強い相

関（0.51≦ρA/B/C≦ 0.97）が認められた。3病

院をまとめて解析した結果には、総担当症例数、

総担当治療症例数、総透視時間同士では高い相関

（0.86≦ρtotal≦0.96）を認めた。だが、総 PKA

と総担当症例数、総担当治療症例数、総透視時間

との間の相関はいずれも弱かった。総水晶体等価

量と時間関連指標との関係では、3 病院をまとめ

て解析した結果ではいずれの指標とも弱い～中

程度の相関(0.19≦ρtotal≦0.51) を示し、A病

院だけの解析では強い相関 (0.75≦ρA≦0.91) 

を認めた。 

(3) 血管造影室内の遮蔽状況 

B 病院では全血管造影室に衝立型防護板（RS）

が装備されており、看護師はその裏側に滞在して

作業を行っていた。A病院では、A-I と A-IIIに

RSがなかったが、その 2室では看護師は X線照射

Table 1. IVR看護師の総水晶体等価線量と線量パラメータの病院間比較 
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野から離れた入室ドアの外側に立ち、血管造影室

の壁に隠れるような位置で作業することが多か

った。C病院では C-Iで RS が設置されていなかっ

たが、症例の多くは RSが設置された C-II で手技

が行われていた。吊下げ型防護板（CSS）は、いず

れの病院でも全室に装備されていた(Table 2、

Figure 1)。 

 

 

(4) 総水晶体等価線量と X 線照射野-滞在位置間

距離の関係 

総水晶体等価線量に病院間の差を生じさせる

因子を明らかにするため、総水晶体等価線量から

時間の影響を除いた水晶体等価線量率と X線照射

野-滞在位置間距離(以下、滞在位置)との関係を

プロ 

ットすると、次式で良好にフィットできた。 

 

水晶体等価線量率 (μSv/hour) 

= 3.81 × 106 ×{D mean (cm)}-2 – 15.5 

r 2 = 0.765 

(5) X 線照射野-滞在位置間距離と IVR スタッフ

人数の関係 

滞在位置に差異をもたらした理由を探るため

平均人員との相関を解析し、滞在位置と平均人員

には強い正の相関 (r = 0.89、ρ=0.87、p<0.01) 

が認められた (Figure 2)。 

 

 

 

 

Table 2. 血管造影室の概要、調査期間中の実施症例数、床面積、距離、遮蔽板設置状況 
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(6) IVR スタッフの人数構成 

IVR 手技を担当した人員構成を調査したところ、

全ての副カテゴリーにおいて統計学的な有意差 

（p<0.01、χ2検定）を認めた（Table 3）、各病院

のメジャーな人数構成は、A病院では、術者 2 名

と看護師 2 名、B 病院では術者 2 名と看護師 1 

名、 C病院では 術者 1 名と看護師 1 名のパター

ンであった。 

 

 

 Table 3. Numbers of physicians and nurses working on one IVR procedure 

(a)                     (b) 

Figure 1. 血管造影室に設置された放射線遮蔽装
置 (a) 天井吊り防護板(CSS)、(b) 衝立型防護板
(RS) 
どちらも 0.5mm-Pb相当 

Figure 2. IVR の平均人員数と、X 線照射野と
看護師の位置の間の平均距離との関連 
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Ｄ. 考察 

総水晶体等価線量が 0 mSv の者を含む全 88 名

を解析したところ、C 病院の看護師の総水晶体等

価線量（mean 2.9 mSv）が最も高かった。これは

0 ｍSv の者を除外しても同様で、C病院（mean 2.9 

mSv）は A病院（mean 0.8 mSv）や B病院（mean 

0.7 mSv）と比べ有意（p<0.01）に高値であった

（Table 1）。相関分析では時間に関連する総症例

数、総治療症例数、総 PKA、総透視時間同士の病

院ごとの相関は中程度から強い相関（0.51≦ρ

A/B/C≦0.97）が認められた。 

作業者が放射線に晒される時間が長くなると

それに伴って被ばく線量が増大するという前提

では、時間関連因子同士に相関関係を認めたとい

う結果は妥当である。また、A 病院では総水晶体

等価線量がそれらの因子間と強い相関（ρA≧

0.7583）を示し、時間関連因子の値を組み合わせ

ること 

で看護師の総水晶体等価線量が精度良く推測で

きる可能性がある。 

時間関連因子のうち総担当症例数、総担当治療

症例数、総透視時間同士の組み合わせでは 3病院

全体の解析でいずれも強い相関 （0.86≦ρtotal

≦0.96）が示されたが、総 PKA とその他 3つの指

標、総担当症例数、総担当治療症例数、総透視時

間との組み合わせではいずれも弱い相関を示し

た。その背景として、B 病院は A 病院よりも総担

当症例数が有意に小さいにも関わらず総 PKA が A

病院、 

C病院のどちらよりも有意に高かった（Table 1）。

各病院の IVR 手技の違いは検証できていないが、

B 病院では PKA の高い手技を多く行っていた可能

性があり、そうした IVR手技の違いよる PKAの差

が 3病院全体として弱い相関関係に影響したとみ

ている。 

患者被ばく線量の代替線量として血管造影装

置に表示される透視時間や PKAが、医療スタッフ

の眼の水晶体被ばく線量と概ね正相関するとい

う報告はこれまでにもいくつかあるが[1-4]、こ

れらはいずれも術者の水晶体被ばく線量に関す

る結果であり、看護師は室内を動き回るため、看

護師の眼の水晶体被ばく線量と透視時間や PKAと

の間には有意な相関は見られないという報告も

ある[4]。事実、本研究でも総 PKA が 3 病院で最

も高かった B病院は総水晶体等価線量とは弱い相

関であり、またその B病院の総水晶体等価線量は

C 病院の総水晶体等価線量よりも低かった(Table 

1)。C 病院の総水晶体等価線量は、A 病院や B 病

院と比べ有意に高いことが示された一方で、C 病

院の 4 つの時間関連因子の値は、C 病院は A 病院

もしくは B病院と比べて同等か有意に小さい結果

であったにも関わらず、逆に C病院の総水晶体等

価線量は A病院や B病院と比べ有意に大きく、こ

の C病院の高い総水晶体等価線量の高さは時間関

連因子だけで説明することは出来なかった。この

ことは、別の病院特有の因子が関与している可能

性を示唆している。 

CSS は、主に術者の防護に効果的であり、これ

は全血管造影室に装備され病院間の違いはみら

れなかった。一方、主に看護師の防護に用いられ

る RSは、入室ドアの外側に滞在位置があった A病

院の 2室（A-Ⅰ、A-Ⅲ）そして看護師が術者のす

ぐ右後方に滞在する C 病院の C-Ⅰでは装備され

ていなかった。本研究では総水晶体等価線量に遮

蔽因子が及ぼした影響の定量的な検証は行えて

いないが、看護師の滞在位置は、A-Ⅰと A-Ⅲにお

いては血管造影室外であり RS と同等以上の遮蔽

効果が得られていた可能性が高く、C-Ⅰでは術者

の体幹による遮蔽効果も得られていたと推察で

きる。加えて、C 病院では看護師が携わった症例

の約 2/3 が RS の装備された C-Ⅱで実施されいた

ことから、少なくとも C病院の遮蔽不足が原因で

C 病院の総水晶体等価線量が A や B 病院の総水晶

体等価線量よりも高い値を示したとは考えにく

い。放射線量は、放射線源と操作者との間の距離

の二乗に応じて減少し、人が線源から離れると線

量は急速に減少する。ただ、看護師は手技中に血

管造影室内を移動するため、患者や X線管球から

－90－



 
 

の正確な距離を測定することは困難である。そこ

で血管造影室ごとに看護師が最も長く滞在する

場所を滞在位置と仮定し、看護師ごとの滞在位置

と水晶体等価線量率との関係性について解析を

行ったところ、C病院の滞在位置は A、B病院と比

べてかなり短く看護師の水晶体等価線量率は、距

離逆二乗の法則で良好にフィットすることが出

来た。これにより 3病院間の看護師の総水晶体等

価線量に大きな差を生んだ一番の因子は距離で

あると推察された。さらに回帰曲線の傾きは滞在

位置が 2 mを超えると緩やかになり、看護師の滞

在位置を少なくとも X線照射野から 2 m離すこと

が、水晶体等価線量率の効率的な低減に繋がるこ

とが明らかとなった。 

各病院の滞在位置が異なった背景として考え

られるのは血管造影室の広さだが、3 病院間に差

はなかった。看護師ごとの滞在位置と平均人員の

関係を調べたところ、滞在位置が平均人員と強く

正の相関を示しており（Figure 2）、人員数が少な

いほど看護師は X線照射野に近づいて業務を行う

傾向にあることが判明した。 

さらに IVRを担当するスタッフの人数構成を調

査したところ、A と B 病院では術者が 2 名で治療

を行うことが多く、C 病院では術者 1 名で手技を

担うことが多かった (Table 3)。Aや B病院のよ

うな大学病院では研修医や医学生への教育の役

割が大きいため、治療に入る術者の人数は補佐的

な役割を担う研修医等を含めて相対的に多くな

る傾向にある。一方で、殆どの症例を術者 1人で

こなしている C病院では、看護師には術者の行う

手技の補佐的な役割がより高くなり、その結果と

して看護師は術者の直ぐ近くに滞在する時間が

長くなると考えられる。看護師は、研修中の看護

師も含め手技中に外回り（検査・治療環境の整備、

患者介護、記録）、直接介助（器械出し等）として

の役割を担うが、これらは血管造影室内での看護

師の滞在位置に直接的に影響を与え、その被ばく

線量を左右する可能性がある。本研究では、看護

師が手技中に具体的にどのような役割を果たし

ていたかまでは調査を行えなかったが、各病院で

看護師が果たす役割に違いがあったものと推察

している。看護師は、放射線発生を主体的にコン

トロールできる術者や診療放射線技師とは異な

り、いつ自身が被ばくしているのかを認識するこ

とは難しく予測した被ばく回避行動が取りにく

い。そのような状況下では、被ばく低減を看護師

個人の防護意識や最終的な選択肢であるべきあ

る個人保護装具の装着のみに頼ることには限界

があると考えている。看護師の滞在位置の再点検

を実施し、可能であれば X線照射野から 2 m以上

離れた位置に滞在するよう指導すべきである。病

院の事情で少数のスタッフで IVR手技を行わざる

を得ない場合は、看護師個人への指導に限らず、

時間の側面への介入として、場合によっては比較

的高い被ばくを受ける透視下手技への従事が限

られた看護師に偏らないような勤務管理や、防護

板等の遮蔽を適切に導入する等、遮蔽面への設備

投資も必要である。 

 

Ｅ. 結論 

本研究では、看護師の水晶体被ばく線量とは本

来比例関係にある総担当症例数、総担当治療症例

数、総透視時間、総 PKA が小さいにも関わらず、

看護師の水晶体被ばく線量が高くなる病院があ

り、その原因が距離因子である X 線照射野-滞在

位置間の距離の短さに起因することを明らかに

した。 病院の事情により少数の人員、特に術者 1

名と看護師 1 名の合計 2 名の構成で IVR 手技を

行う場合、この X 線照射野-滞在位置間距離が短

くなる傾向が強いため、出来る限り X線照射野か

ら 2 m以上離れた位置に滞在するよう指示し、ど

うしても近寄る必要があるならば、限られた少数

の看護師に偏らないよう均等な勤務シフトを心

がけたり、適切な防護機材の使用の徹底が重要で

ある。 

 

Ｆ. 健康危機情報     

なし 
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２．看護師の被ばくに関連する血管造影室内の作

業環境調査 

Ａ． 研究目的 

電離則改正による眼の水晶体等価線量限度

が、現行の 150mSv/年から 20mSv/年への大幅に

引き下げられたことを受け、医療従事者の被ば

く状況を詳細に把握することが求められてい

る。被ばくが比較的多いとされる診療行為の中

には、血管造影に関する業務が含まれている。

そこには看護師も介入しているが、術者と比較

すると被ばく線量が多くないこともあり、その

被ばく状況の実態については多くが明らかにな

っていない。血管造影室内において、看護師は

決められた立ち位置にいる時間も多く、そこで

の防護状況や患者（散乱体）からの距離が、看

護師らの被ばく線量に影響を及ぼす可能性があ

ると考えている。 

血管造影検査室業務の中で、看護師は患者のケ

アや急変時の対応等で患者に近づく状況も度々

発生するが、その一方、術者よりも動きの自由度
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が高く、被ばく線量以上に個人差が大きいことが、

先行研究でも指摘されている。また、手術室にあ

たる血管造影室やハイブリッド室には、その面積

を規定した明確な基準はなく、同時に、その室内

での看護師の立ち位置を決める基準や目安もな

い状況にある。

本研究の目的は、各施設で異なる立ち位置の状

況とそれを決定する際に考慮される因子につい

て調査する。これにより、職業被ばくの視点をふ

まえた血管造影室における看護師の作業環境管

理、作業管理上の課題を明らかにし、また改善点

等を提示するための資料とする。

Ｂ．研究方法

１．対象および調査期間

心臓血管系 IVRに現在もしくは過去従事したこ

とのある 434 施設の診療放射線技師を対象とし、

2023 年 2 月 1 日から 2023 年 6 月 8 日までの約 4

ヶ月を調査期間とした。

２．データの収集方法（調査方法）

日本血管撮影・インターベンション専門診療放

射線技師認定機構および全国循環器撮影研究会

のホームページ上に研究参加を促す案内と説明

文書、調査票を掲載した。調査票は研究責任者の

アカウントで作成したGoogle formsの URLを提示

し、研究対象者は提示された説明文書を読んだ後、

研究参加の同意が得られる対象者に回答入力を

行ってもらった。

３．調査項目

（1）基本属性等

・年代、性別、血管造影室での業務経験年数

・病院種別：一般病院（公益法人／医療法人／社

会福祉法人等）、公立・公的・社会保険関係法人の

病院（都道府県／市町村／地方独立行政法人／日

本赤十字社／済生会／国民健康保険団体連合会

等）、国立病院（厚生労働省／独立行政法人労働者

健康安全機構等）、大学病院（国立大学／公立大学

／私立大学）

・施設のある都道府県

・救急医療体制：一次救急指定、二次救急指定、

三次救急指定、救急指定はない

・病床数

・施設の年間心血管撮影・IVR件数

（2）スタッフの人員構成

① 診断・治療目的の各症例において、医師が 1

人・3人以上で血管造影室に入る各割合

② 診断・治療目的の各症例において、看護師が

1人・3人以上で血管造影室に入る各割合

④ 診断・治療目的の各症例において、卒後 5年

未満の医師（研修医・修練医・専攻医等が）が、

上級医とともに血管造影室に入る割合

（3）血管造影室内の作業環境（最も頻繁に使用す

る 1室）

① 血管造影室の広さ：40m2 未満、40〜50 m2 未

満、50〜60 m2未満、60〜70 m2未満、70 m2以上、

わからない

② 吊り下げ型防護板（CSS）ならびについ立て型

防護板（RS）の設置状況

４．解析方法

病床数の中央値 400床で二群に分け、滞在位置と

IVR チームの人員構成に差があるかを Mann-

Whitney の U 検定により比較した。また、同じ二

群間において、CSSと RSの設置状況の差をχ2検

定で解析した。

５．倫理的配慮

日本血管撮影・インターベンション専門診療放

射線技師が登録されている医療機関、すなわち

IVR 実施施設に対し調査の依頼文書ならびに同意

書、調査票を郵送した。調査票への回答があり、

同意を得られたことが確認された施設を対象と

する。

産業医科大学倫理委員会において令和 5年 5月

31日付けで承認された。（承認番号：R4₋012）

Ｃ．研究結果

63施設の対象者から回答を得た。そのうち、病

院種別、施設の所在地（都道府県）、救急医療体制、

病床数のデータから、同一施設の可能性がある 4
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つは除外し、59病院を解析対象とした。その結果、

滞在位置（Meidian [range]）は、400床未満の病

院250 [200-300]cmと400床以上の病院300 [250-

350]cm との間で統計的有意差を認めた（p=0.032）。

診断目的の手技を術者が 1名体制で実施する症例

割合は、400床未満の施設が有意に多く（p=0.046）、

卒後 5 年未満の医師が入る症例割合は、400 床以

上の施設で有意に高かった（p=0.003）。看護師が

1 名体制の症例割合は、診断目的の手技で 400 床

以上の施設で有意に高かった（p=0.020）。 

 血管造影室内の放射線防護板である CSS と RS

の設置状況を、400 床未満と 400 床以上で比較し

たところ、400 床以上では「設置していない」と

回答した病院はなく、有意差が見られた。一方、

術者の被ばく防護を目的とした CSSについては差

は認められなかった（表 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ. 考察 

血管造影室内の作業環境において、放射線防護

板の設置状況や、看護師が主にどこで作業（ここ

では看護記録）をしているかは、看護師の被ばく

線量に影響する因子になる。本調査では、400 床

未満の病院の看護師は、400 床以上の病院より、

散乱源に近い位置で作業を行っており、病床数

（病院規模）と、血管造影室における看護師の滞

在位置は、無関係ではないことが示唆された。加

えて、400床未満の病院では、1人の医師が診断目

的の IVRを実施する割合が高く、研修医の従事割

合が低かったことから、400 床未満の病院では、

単独で手技を担う術者を支援するため、看護師が

術者や患者に近づき、散乱線の近くで作業する状

況が生じやすいと推察する。また、看護師の遮蔽

を目的とした RS が未設置である割合も高い傾向

があり、距離と遮蔽の観点から、それが放射線の

曝露量を増加させる可能性がある。これらのこと

から、血管造影室業務に従事する看護師の職業被

ばく防護対策は、400 床未満の病院でより重要だ

といえる。 
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表 1．血管造影室の放射線防護板の設置状況の比

較
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研究要旨 

脊髄腔造影に携わる医師の眼の水晶体線量を調査し、放射線防護眼鏡や透視装置の違いによる線量低減

効果を評価した。医師 (n = 11) の眼の水晶体線量 (3mm線量当量) を、放射線防護眼鏡に装着した蛍

光ガラス線量計 (GD-352M) を用いて１症例ごとに測定した。その結果、オーバーテーブル X線管シス

テムでは 524（391-719）μSv/検査、アンダーテーブル X線管システムでは 58（42-83）μSv/検査であ

り、右眼の水晶体で顕著に高い Hp(3)が確認された。また、放射線防護眼鏡の使用は、オーバーテーブ

ル X線管システム、アンダーテーブル X線管システムそれぞれ 54%（50%-57%）、54%（51%-60%）の線量

減少率をもたらした。透視装置の種類や放射線防護眼鏡使用の有無が、眼の水晶体被ばく線量の低減に

寄与する重要な要因であることが浮き彫りになった。

 

Ａ. 研究目的 

国際放射線防護委員会は 2011 年の組織反応に

関する声明で、白内障のしきい線量を 0.5 Gy に

引き下げ、計画被ばく状況での職業被ばくについ

て “定められた 5年間の平均で年 20 mSv、かつ

いずれの1年についても50 mSvを超えないこと” 

とする新たな眼の水晶体等価線量限度を勧告し

た(1, 2)。この ICRP勧告を受けて、2021年 4月に

関連国内法である電離放射線障害防止規則が改

正され、水晶体等価線量限度が 5年間につき 100 

mSvおよび、1年間につき 50 mSvを超えないと改

正された。 

Interventional Radiology (IVR) や内視鏡的

逆行性胆管膵管造影（ERCP）を含む放射線診療に

関与している医師の眼の水晶体被ばく線量は顕

著であることが報告されている(3-6)。この状況の

中、腰椎推体間固定術を含む様々な最小侵襲脊椎

安 定 術 （ Minimally Invasive spine 

Stabilization: MISt)が導入されたことにより、

術中に透視を用いる機会が増え、脊椎外科医の放

射線被ばく線量が増加している(7-12)。さらに、脊

椎外科医が実施する脊髄腔造影を伴うコンピュ

ータ断層撮影（CTM）は、脊髄の詳細な評価を可能

にし、手術計画を容易にするため、脊椎外科医に

とって貴重なツールである(13-15)。 

脊髄腔造影の頻度が増加することは、脊椎外科

医にとって顕著な放射線被ばくの潜在的リスク

をもたらす可能性がある。透視検査時の放射線防

護は、これまで放射線防護衣を用いて甲状腺、胸

部、骨盤を保護することに重点を置いてきた。し

かし、IVR 領域では、放射線被ばくから眼を保護

する重要性がますます認識されており、同様に脊

髄腔造影中の眼の水晶体への放射線被ばくを低

減するための議論が活発化している。それにもか

かわらず、脊髄腔造影を行う際の脊椎外科医の眼

の水晶体への放射線被ばくに関する報告は依然

として少ない。 

この研究は、脊椎腔造影中の脊椎外科医の眼の

水晶体への放射線被ばくを調査し、放射線防護眼

鏡と透視装置の違いによる眼の水晶体への放射

線被ばく影響を評価することを目的としている。 

 

Ｂ. 研究方法 

測定対象 

この研究では、2021年 11月から 2022年 4月ま

での間に 11人の脊椎外科医に対して実施された。

脊椎腔造影を行う脊椎外科医の眼の水晶体に実

際に与えられる線量(3mm等価線量、(Hp(3)))を測

定した。さらに、Hp(3)の変化に基づき、放射線防

護眼鏡の線量低減効果を分析した。また、透視装

置や検査部位の特性に基づいて放射線被ばくの

特性を分類し、Hp(3)の変化を評価した。 

 

X線装置および放射線防護方法 
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脊髄腔造影は、オーバーテーブル X線管システ

ム（SONIALVISION G4; Shimazu, 京都, 日本）ま

たはアンダーテーブル X線管システム（Ultimax-

I; Canon, 栃木, 日本）を用いた。図 1では脊椎

外科医の位置が示されている。脊椎外科医は患者

のそばに立ち、モニターは脊椎外科医の左側に配

置される。すべての医師には、放射線防護のため

に、放射線防護眼鏡（HF-380, 0.07-mm-Pb; Toray 

Medical Inc., 東京, 日本）と放射線防護衣（MSA-

25L, 0.25-mm-Pb; Maeda Co., 東京, 日本）を着

用して検査が実施された。また各検査の透視時間

と累積エアカーマ（C-AK）が記録された。

 

眼の水晶体等価線量の測定について(Hp(3)) 

眼の水晶体等価線量である Hp(3)は、蛍光ガラ

ス線量計（GD-352M; Chiyoda Technol, 東京）を

用いて空気カーマ（AK）を測定した。GD-352Mは、

脊髄腔造影時に脊椎外科医が着用する放射線防

護眼鏡の内側と外側に取り付けられた（図 2）。

GD-352Mは、国際電気標準会議（IEC 62387）の線

量計システムの要件を満たし、低線量範囲（0.01

～50 mGyの範囲で±5.0%未満）で安定した線量直

線性を有している。GD-352Mの寸法は ϕ1.5 mm × 

12.0 mmで、低エネルギー光子を吸収するための

Snフィルター（0.75 mm）が付加されている。本

研究で用いた、GD-352M は、検査開始前に変動係

数が 3.0%未満であることが確認された。 

測定が完了後、線量計は放射線管理区域の外に

ある低バックグラウンドの場所に保管した。その

後、データは専用の読み取り装置（FGD-1000; 

Chiyoda Technol, 東京, 日本）を使用して AKを

測定した。「AKから Hp(3)への変換係数 K」は、

以前に報告された方法で実装された。係数 K は

1.21と決定した(16)。使用前に、GD-352Mはアニー

リング処理（400℃、20 分）、初期（ベースライ

図 1 脊髄外科医師の立ち位置. (a)オーバーテーブル X線管装置使用時、(b)アンダーテーブル X線
装置使用時 

図 2 眼の水晶体線量計装着位置. (a)装着位置（上方）、(b) 装着位置（側方） 
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ン）値測定を行った。GD-352Mの読み取り値から、

1 回分の線量値とバックグラウンドの読み取り値

を差し引き、係数 K を乗じることで Hp(3)を算出

した。 

 

放射線防護メガネによる水晶体線量低減率（DRR）

の解析 

DRR は、放射線防護眼鏡の外側と内側の Hp(3)

を比較することによって計算され、放射線防護眼

鏡による水晶体への放射線量低減効果を判定し

た。DRRは式（1）を用いて以下のように計算した： 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = (1 − 𝐻𝐻𝐻𝐻(3)𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝐻𝐻𝐻𝐻(3)𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ×  100) 

 

ここで 

DRR：線量低減率 

Hp(3) outside:外側の放射線防護眼鏡 Hp(3) (μ

Sv) 

Hp(3) inside：内側の放射線防護眼鏡 Hp(3) (Sv) 

 

統計 

Mann-Whitney U 検定は、放射線防護眼鏡の使

用前後で Hp(3)に統計学的に有意な差があるかど

うかを決定するために使用された。統計的有意性

は p < 0.05 と設定された。全ての分析は、SPSS

ソフトウェア（バージョン 25.0; IBM Corporation, 

Armonk, NY, USA）を使用して実施された。 

 

倫理について 

研究プロトコルの承認は、筆頭著者の所属機関

の倫理委員会で承認された（承認番号 R1-054）。 

 

Ｃ. 研究結果  

オーバーテーブル X線管装置は、40件の脊髄腔造

影手技に利用され、これらは全て腰椎の検査に限

定された。対照的に、アンダーテーブル X線管装

置は、頸椎、胸椎、腰椎の脊髄腔造影検査にそれ

ぞれ 30件、6件、22件で使用され、様々な脊椎領

域における検査に幅広く応用された。この結果か

ら、オーバーテーブル X線管装置が腰椎検査に主

に使用されるのに対し、アンダーテーブル X線管

装置は頸椎、胸椎、腰椎を含む多様な脊椎領域で

の検査に適用されることが示された。 

 

脊髄腔造影に携わる医師の眼の水晶体線量

（Hp(3)） 

脊髄外科医師の眼の水晶体の線量について、オー

バーテーブル X線管装置を使用した場合、放射線

防護眼鏡を着用したときと着用しなかったとき

の水晶体線量（右眼）は、それぞれ 236（150-345）

μSv/検査と 524（391-719）μSv/検査であり、こ

の差は統計的に有意であった（表 1、Mann-Whitney 

U検定、p＜0.01）。アンダーテーブル X線管装置

を使用した場合、放射線防護眼鏡を着用したとき

と着用しなかったときの水晶体線量（右眼）は、

それぞれ 27（21-38）μSv/検査と 58（42-83）μ

Sv/検査であり、こちらも統計的に有意な差が認

められた（表 1、Mann-Whitney U検定、p＜0.01）

 

 

放射線防護眼鏡の DRRについて 

DRR の解析結果を表 2 に示す。オーバーテーブル

X線管装置では、放射線防護眼鏡を使用した場合、

DRR は右目で 54％（50％- 57％）、左目で 25％

（11％- 36％）であった。アンダーテーブル X線

管装置では、放射線防護眼鏡を使用した場合、DRR

は右目で 54％（51％ - 60％）、左目で 34％（16％ 

- 47％）であった。 

表 1 脊髄外科医師の Hp(3) 
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重回帰分析の結果 

重回帰分析の結果、C-AK（β＝0.774、p＜0.01）

と患者の体重（β＝0.123、p＝0.047）は Hp(3)に

有意な正の影響を及ぼし、これらが Hp(3)値の有

意な予測因子であることが示された。さらに、透

視時間（β＝0.004、p＝0.941）と透視システム（β

＝-0.102、p＝0.378）は、Hp(3)に有意な影響を及

ぼさなかった。 

 

Ｄ．考察 

本研究では、脊髄腔造影中の脊椎外科医におけ

る眼の水晶体等価線量を調査した。その結果、脊

髄腔造影に携わる医師は、水晶体線量を低減させ

るために、1) 照射線量を制御して C-AKを最小化、

2) アンダーテーブル X線管装置システム、3) 放

射線防護眼鏡を用いることで、線量低減効果が高

いことが示唆された。 

放射線診療の安全性は、放射線の可視化を利用

した積極的な介入によって近年推進されている
(17-19)。医療従事者の被ばく線量を低減するために

は、各手技に合わせた放射線安全・防護教育と訓

練を行うことが必要である(20)。 

この研究では、放射線防護眼鏡の外で測定した

Hp(3)は、オーバーテーブル X 線装置で 524μSv/

検査、アンダーテーブル X 線装置で 58μSv/検査

であった（表 1）。Nagamoto らの報告によると、

整形外科医における透視下手術時の眼の水晶体

等価線量は 8.8μSv/検査であり(3)、それぞれ前述

の値の 1/60 および 1/7 に相当する。同様に、IR

中の心臓専門医と脳神経外科医における眼の水

晶体等価線量は、それぞれ 207.7 μSv/検査(3)と

40.0μSv/検査(21)であったと報告されている。こ

のことは、オーバーテーブル X線管装置を用いた

脊髄腔造影検査において、眼の水晶体被ばくが大

きいことを示している。 

これまでの研究で、透視下で行う手術中の医師

らの被ばく線量は、安全な職業被ばくリスクのレ

ベル内であることが判明している(3, 9, 10, 12)。本研

究では、年間の検査件数と術者の人数を考慮して、

想定される年間眼の水晶体線量を算出すると、オ

ーバーテーブル X線管装置およびアンダーテーブ

ル X線管装置では、4.28mSv/年（90回×524μSv/

回÷11人）および 0.66mSv/年（126 回×58μSv/

回÷11人）であり、前述の年間線量限度を超えて

いなかった。したがって、脊髄腔造影中の脊髄外

科医の被ばく線量も安全な職業被曝リスクレベ

ル内である。 

我々は、Hp(3)を低減する簡単な方法として、ア

ンダーテーブル X線管装置システムの使用を推奨

している。しかし、日本では、胃透視や内視鏡を

はじめとするさまざまな透視検査がベッドサイ

ドで行われることが多いため、オーバーテーブル

型 X線管装置によく見られる広いベッドが必要と

なる。そのため、効果的かつ安全に装置を使用す

るためには、検査の特性を理解し、放射線防護に

関する実践的な教育・訓練を実施し、放射線診療

の円滑化と放射線防護の最適化を図る必要があ

る。 

放射線防護眼鏡の使用は、どちらのタイプの X

線透視装置においても、眼の水晶体への放射線量

を有意に減少させた。オーバーテーブル X線管装

置とアンダーテーブル X 線管装置において、DRR

はそれぞれ 54％（50％-57％）と 54％（51％-60％）

であり、これは他の透視検査研究で報告された値 
(3, 4, 22, 23)と一致している。 

重回帰分析の結果、Hp(3)には C-AKと体重が有

意に影響したが、透視時間は影響しなかった。検

査中の C-AK を低減する方法としては、パルスレ

ートを検査に支障のない低い周波数に調整する、

照射野を必要な範囲に限定し不要な拡張を避け

る、撮影セッションを最適化する等がある。高画

質が要求されない場合には、透視画像保存機能を

表 2 放射線防護眼鏡の線量低減率 
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用いることで被ばく線量を低減することができ

る。

脊髄腔造影では、アンダーテーブル X線管の使

用、撮影手技や撮影条件の見直し、照射野の縮小、

透視画像保存装置の採用、放射線防護眼鏡の使用

等、いくつかの対策を組み合わせることで、脊椎

外科医の水晶体被曝線量を低減できる。さらに、

脊椎外科医に放射線可視化に関するトレーニン

グを実施し(17-19)、患者と医療従事者の放射線量を

同時に収集できるシステムを導入することも考

えられる(24)。さらに、防護スクリーン、天井に取

り付けた防護板、X 線遮蔽板等、代替の放射線防

護戦略を検討することも有益である。放射線被ば

くと放射線防護に関する包括的な訓練と教育は、

画像診断装置を効果的、安全かつ効率的に使用す

るために重要である。

Ｅ．結論

本研究は、脊髄腔造影手技中における脊椎外科

医の眼の水晶体被ばくを最小化するための放射

線防護対策の実施の重要性を強調するものであ

る。本研究のデータによれば、単回の脊髄腔造影

では、推定される職業被ばく線量が重篤な決定論

的影響の閾値を下回っていたことが示されてい

る。しかし、職業被ばく低減に向けた対策は継続

的に行うべきである。この結果から、照射線量の

管理、撮影セッションの最適化、アンダーテーブ

ル X線管装置の使用、放射線防護眼鏡の使用等が、

眼の水晶体被ばく線量を低減する上で重要な要

因であることが明らかになった。これらの結果は、

脊髄腔造影に携わる医師、特に脊椎外科医の放射

線防護に対する意識を高める必要があることを

強調するものである。
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放射線被ばく防護に関するアンケート調査

研究分担者 掛田 伸吾 弘前大学医学部附属病院放射線診断科 教授

研究協力者 成田 将崇 弘前大学医学部医療技術放射線部門

研究要旨

背景・目的

医療被ばくの啓発や意識付けにより線量計の装着率は向上したが、その持続性は危惧される。本

研究の目的は、現状における意識調査である。

方法

透視室を利用する内科・外科・放射線科の全医師合計 45名について、無記名で放射線被ばく防護

に関するアンケート調査を行った。

結果

主な結果は次の通りである。

・放射線被ばく低減に関して興味はありますか：興味がない 7名、興味がある 38名

・放射線使用時（透視室や血管撮影室、OPE室 C-arm等）に線量計（ガラスバッジ等）を装着する

義務があることを知っていますか：知っている 41名、知らない 4名

・放射線使用時（透視室や血管撮影室、OPE室 C-arm等）に線量計（ガラスバッジ等）を装着して

いますか：装着している 30 名、装着していない 11 名、たまにしている 1名、カテ時はしてい

る 1名、忘れることがある 1名、透視はつけるが OPE室はつけない 1名

・（ガラスバッジを装着していない方に聞きます）ガラスバッジはどこに保管してありますか：医

局に保管している 6 名、わからない 1 名、透視室 3 名、カテ室 2 名、外病院所属のため無し 1

名

・放射線使用時に放射線防護手袋を使用していますか：使用している 6名、使用していない 39名

・放射線使用時に放射線防護眼鏡を使用していますか：使用している 7名、使用していない 38名

・Over tubeと Under tube の違いを知っていますか：知っている 5名、知らない 39名、無回答

1名

考察

アンケート結果からは、線量計の装着率は高いが、装着に関しての意識は必ずしも高くなく、持続

的な啓発・研修、意識調査が必要と考えられた。「ガラスバッジはどこに保管してありますか」、に

ついては科長を含めた指導が早急に必要と考えられた。「放射線使用時に放射線防護手袋を使用

していますか」、「放射線使用時に放射線防護メガネを使用していますか」、については装着してい

ない医師が多数であった。この点については、手技についての詳細な聴取を行う必要があり、個

別に早急な対応が必要と思われた。Over tubeと Under tubeの違いを理解していない医師が意外

に多く、講義内容を含めた再検討が必要と考えた。

結論

現場医師の放射線被ばく防護に関するアンケート調査により、防護の装着率は高いが、装着に関

しての知識や意識は必ずしも高くないことがわかった。このことから、継続的な啓発・研修や意

識調査が必要と考えられた。また、教育や啓発活動が持続的に可能な病院長や科長を含めた組織

作りが重要と思われた。
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Ａ．背景と目的 

 医療被曝の啓発や意識付けにより線量計の装

着率は向上した。しかし、持続性について危惧さ

れるため、現状における意識調査のため、透視室

を利用する内科・外科・放射線科の全医師合計 45

名にについて、無記名で放射線被ばく防護に関す

るアンケート調査を行った。 

 

Ｂ．研究方法および結果 

アンケート項目と結果は下記である。 

1) 放射線被ばく低減に関して興味はありますか 

「興味が無い」7人、「興味がある」38人、「無回

答」0人 

 

2) ご自身の被ばく線量は知っていますか 

「知っている」16人、「知らない」29人、「無回答」

0人 

 

3) 診療用放射線の安全利用のための研修会(eラ

ーニング)を受講しましたか 

「受講した」31人、「受講していない」11人、記

憶にない 3人 

 

4) 放射線使用時（透視室や血管撮影室、OPE室 C-

arm など）に線量計（ガラスバッジなど）を装着

する義務があることを知っていますか 

「知っている」41人、「知らない」4人、「無回答」

0人 

 

5) 放射線使用時（透視室や血管撮影室、OPE室 C-

arm など）に線量計（ガラスバッジなど）を装着

していますか 

「装着している」30人、「装着していない」11人、

「たまにしている」1人、「カテ時は装着している」

1人、「忘れることがある」1人、「透視はつけるが

OPE室はつけていない」1人 

 

6) 5)でガラスバッジを装着していない方に聞き

ます。ガラスバッジはどこに保管してありますか 

「医局に保管している」6人、「わからない」1人、

「透視室」3人、「カテ室」2人、「外病院所属のた

め無し」1人 

 

7) 放射線防護手袋を使用することで手指被ばく

が低減できることを知っていますか 

「知っている」34人、「知らない」11人、「無回答」

0人 

 

8) 放射線使用時に放射線防護手袋を使用してい

ますか 

「防護手袋を使用している」6人、「防護手袋を使

用していない」39人、「無回答」0人 

9) 8)で放射線防護手袋を使用していない方に聞

きます。使用しない理由をお答えください 

「防護手袋があることを知らない」12 人、「防護

手袋を着用すると検査がしづらい」13 人、「被ば

く線量が少ないため気にしていない」10 人、「ど

こにあるか知らない」3人、「忘れてしまう」1人、

「持っていない」1人、「無回答」5人 

 

10) 放射線防護メガネを使用することで水晶体

被ばくが低減できることを知っていますか 

「知っている」41人、「知らない」4人、「無回答」

0人 

 

11) 放射線使用時に放射線防護メガネを使用し

ていますか 

「防護メガネを使用している」7人、「防護メガネ

を使用していない」38人、「無回答」0人 

 

12) 11)で放射線防護メガネを使用していない方

に聞きます。使用しない理由をお答えください 

「防護メガネがあることを知らない」2人、「防護

メガネを着用すると検査がしづらい」21 人、「被

ばく線量が少ないため気にしていない」8人、「持

っていない」4人、「コロナの感染対策のメガネを

使っていた」1人、「使う場所に常置していないた

め」1人、「どこにあるかわからない」2人、「無回

答」6人 

 

13) 手技・検査前のタイムアウトに放射線防護具

の確認を加えることに 

「賛成」37人、「反対」8人 

（反対とした理由） 

「手順が増える」1人、「内視鏡など検査中に透視

が必要になった場合がある」1人、「時間的余裕が

ない」1人、「これ以上あれこれ増えるのは何かや

だ」1人、「2外科は防護手袋をやらないと思いま

す」1人 

 

14) 手技・検査前のタイムアウトに線量計装着の

確認を加えることに 

「賛成」40人、「反対」5人 

（反対とした理由） 

「無かった場合に検査が滞るから」1人、「内視鏡

など検査中に透視が必要になった場合がある」1

人、「時間的余裕がない」1 人、「これ以上あれこ

れ増えるのは何かやだ」1人 

 

15) Over tubeと Under tubeの違いを知っていま

すか 

「知っている」5人、「知らない」39人、「無回答」

1名 
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16) Over tubeを使用した場合、医療従事者の手

指被ばくは主に○○である 

「直接ガンマ線である」0 人、「直接Ⅹ線である」

4 人、「散乱Ⅹ線である」1 人、「わからない」39

人、「無回答」1人 

 

17) 線量計（ガラスバッジ）装着率向上に向けて、

どのような周知があると効果的ですか（複数回答

可） 

「病院長からの周知」12 人、「所属長からの周知

21」人、「現場担当者からの周知」25人、「医療安

全推進室からの周知」16人 

【その他】 

「タイムアウトでその場で着用するようにする」

1人、「周知が必要かはわからない」1人 

 

18) 放射線被ばく低減に関してご意見などあり

ましたらお答えください 

「保護具以外の暴露防止対策（立ち位置など）に

ついても情報があると良いと思います」「つけや

すいアイガードを置いてほしい」 

 

Ｃ．考察 

 アンケート項目 2)～4)からは、装着率は高いが、

装着に関しての意識は必ずしも高くなく、持続的

な啓発・研修、意識調査が必要と考えられた。「ア

ンケート項目 6) ガラスバッジはどこに保管して

ありますか」、については科長を含めた指導が早

急に必要と考えられた。「アンケート項目 8) 放射

線使用時に放射線防護手袋を使用していますか」、

「アンケート項目 11) 放射線使用時に放射線防

護メガネを使用していますか」、については装着

していない医師が多数であった。この点について

は、手技についての詳細な聴取を行う必要があり、

個別に早急な対応が必要と思われた。「アンケー

ト項目 13) 手技・検査前のタイムアウトに放射線

防護具の確認を加えることに賛成 or 反対とアン

ケート項目 14) 手技・検査前のタイムアウトに線
量計装着の確認を加えることに賛成 or 判定」に

ついては、手技・検査前のタイムアウトに放射線

防護具の確認に理解している医師は多く、今後に

制度化に向けた議論が必要と思われた。「アンケ

ート項目 15) Over tubeと Under tubeの違いを

知っていますか」については、Over tubeと Under 

tube の違いを理解していない医師が意外に多く、

講義内容を含めた再検討が必要と考えた。 

 

Ｄ．結論 

 現場医師の放射線被ばく防護に関するアンケ

ート調査により、防護の装着率は高いが、装着に

関しての知識や意識は必ずしも高くないことが

わかった。このことから、継続的な啓発・研修や

意識調査が必要と考えられた。また、教育や啓発

活動が持続的に可能な病院長や科長を含めた組

織作りが重要と思われた。 

 

Ｅ．健康危険情報 

 なし 

 

Ｆ．研究発表 

1.  論文発表 

なし 

2.  学会発表 

 なし 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

1. 特許取得 

 なし 

2. 実用新案登録 

 なし 

3.その他 

なし 
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